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  添付資料１ 高圧原子炉代替注水ポンプの加振試験について 

参考資料１ ガスタービン発電機の加振試験について 

 

・資料構成の相違 

【東海第二，女川 2】 

②の相違 

・新たな検討が必要な

設備の相違 

【東海第二，女川 2】 

 ①の相違 
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東海第二発電所（2018.9.18版） 女川原子力発電所 2号炉（2020.2.7版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

1. はじめに 

本資料では，実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則の解釈等における動的機能保持に関する評価に係る一

部改正（以下「技術基準規則解釈等の改正」という）を踏まえて，

動的機能維持が必要な設備の検討方針を示す。 

 

1．はじめに 

本資料では，実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則の解釈等における動的機能保持に関する評価に係る

一部改正を踏まえて，動的機能維持についての検討方針，新たな

検討又は詳細検討が必要な設備の抽出及び検討結果を示す。 

なお，検討の結果，詳細な評価が必要になった設備については，

工認段階で詳細評価の内容を説明する。 

実用発電用原子炉及びその附属設備の技術基準に関する規則

の解釈及び耐震設計に係る審査ガイドのうち，動的機能維持の評

価に係る部分は以下のとおり。 

 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の

解釈（抜粋） 

第５条（地震による損傷の防止） 

３ 動的機器に対する「施設の機能を維持していること」とは、

基準地震動による応答に対して、当該機器に要求される機

能を保持することをいう。具体的には、当該機器の構造、

動作原理等を考慮した評価を行うこと、既往研究で機能維

持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていないこ

とを確認することをいう。 

 

 

1. はじめに 

本資料では，実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則の解釈等における動的機能保持に関する評価に係る

一部改正を踏まえて，動的機能維持についての検討方針，新たな

検討又は詳細検討が必要な設備の抽出及び検討結果を示す。 

なお，検討の結果，詳細な評価が必要になった設備については，

工認段階で詳細評価の内容を説明する。 

実用発電用原子炉及びその附属設備の技術基準に関する規則

の解釈および耐震設計に係る審査ガイドのうち，動的機能維持の

評価に係る部分は以下のとおり。 

 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の

解釈(抜粋) 

第５条(地震による損傷の防止) 

３ 動的機器に対する「施設の機能を維持していること」とは，

基準地震動による応答に対して，当該機器に要求される機

能を保持することをいう。具体的には，当該機器の構造，

動作原理等を考慮した評価を行うこと，既往研究で機能維

持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていないこ

とを確認することをいう。 
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 耐震設計に係る工認審査ガイド（抜粋） 

4.6.2 動的機能 

【審査における確認事項】 

Ｓクラスの施設を構成する主要設備又は補助設備に属する機

器のうち、地震時又は地震後に機能保持が要求される動的機器

については、基準地震動 Ssを用いた地震応答解析結果の応答値

が動的機能保持に関する評価基準値を超えていないことを確認

する。 

【確認内容】 

動的機能については以下を確認する。 

(1)水平方向の動的機能保持に関する評価については、規制基準

の要求事項に留意して、機器の地震応答解析結果の応答値が

JEAG4601の規定を参考に設定された機能確認済加速度、構造

強度等の評価基準値を超えていないこと。（中略）また、適

用条件、適用範囲に留意して、既往の研究等において試験等

により妥当性が確認されている設定等を用いること。 

(2)鉛直方向の動的機能保持に関する評価については、規制基準

の要求事項に留意して、機器の地震応答解析結果の応答値が

水平方向の動的機能保持に関する評価に係る JEAG4601 の規

定を参考に設定された機能確認済加速度、構造強度等の評価

基準値を超えていないこと。（中略）また、適用条件、適用

範囲に留意して、既往の研究等において試験等により妥当性

が確認されている設定等を用いること。 

(3)上記(1)及び(2)の評価に当たっては、当該機器が JEAG4601

に規定されている機種、形式、適用範囲等と大きく異なる場

合又は機器の地震応答解析結果の応答値が JEAG4601 の規定

を参考にして設定された機能確認済加速度を超える場合（評

価方法が JEAG4601に規定されている場合を除く。）について

は、既往の研究等を参考に異常要因分析を実施し、当該分析

に基づき抽出した評価項目毎に評価を行い、評価基準値を超

えていないこと。また、当該分析結果に基づき抽出した評価

部位について、構造強度評価等の解析のみにより行うことが

困難な場合には、当該評価部位の地震応答解析結果の応答値

が、加振試験（既往の研究等において実施されたものを含

む。）により動的機能保持を確認した加速度を超えないこと。 
 

耐震設計に係る工認審査ガイド(抜粋) 

4.6.2動的機能 

【審査における確認事項】 

S クラスの施設を構成する主要設備又は補助設備に属する機

器のうち，地震時又は地震後に機能保持が要求される動的機器

については，基準地震動 Ss を用いた地震応答解析結果の応答

値が動的機能保持に関する評価基準値を超えていないことを

確認する。 

【確認内容】 

動的機能については以下を確認する。 

(1)水平方向の動的機能保持に関する評価については，規制基

準の要求事項に留意して，機器の地震応答解析結果の応答値

が JEAG4601 の規定を参考に設定された機能確認済加速度，

構造強度等の評価基準値を超えていないこと。(中略)また，

適用条件，適用範囲に留意して，既往の研究等において試験

等により妥当性が確認されている設定等を用いること。 

(2)鉛直方向の動的機能保持に関する評価については，規制基

準の要求事項に留意して，機器の地震応答解析結果の応答値

が水平方向の動的機能保持に関する評価に係る JEAG4601 の

規定を参考に設定された機能確認済加速度，構造強度等の評

価基準値を超えていないこと。(中略)また，適用条件，適用

範囲に留意して，既往の研究等において試験等により妥当性

が確認されている設定等を用いること。 

(3)上記(1)及び(2)の評価に当たっては，当該機器が JEAG4601

に規定されている機種，形式，適用範囲等と大きく異なる場

合又は機器の地震応答解析結果の応答値が JEAG4601 の規定

を参考にして設定された機能確認済加速度を超える場合(評

価方法が JEAG4601に規定されている場合を除く。)について

は，既往の研究等を参考に異常要因分析を実施し，当該分析

に基づき抽出した評価項目毎に評価を行い，評価基準値を超

えていないこと。また，当該分析結果に基づき抽出した評価

部位について，構造強度評価等の解析のみにより行うことが

困難な場合には，当該評価部位の地震応答解析結果の応答値

が，加振試験(既往の研究等において実施されたものを含

む。)により動的機能保持を確認した加速度を超えないこと。 
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2. 動的機能維持のための新たな検討又は詳細検討が必要な設備

の検討方針 

ＪＥＡＧ4601に定められた適用範囲から外れ新たな検討が必要

な設備又は評価用加速度が機能維持確認済加速度を超えるため詳

細検討が必要な設備を抽出するとともに，抽出された設備におけ

る動的機能維持のための検討方針を示す。 

 

 

 

2.1 動的機能維持のための新たな検討又は詳細検討が必要な設

備の抽出 

(1) 検討対象設備 

検討対象設備は，耐震Ｓクラス並びに常設耐震重要重大事故防

止設備及び常設重大事故緩和設備とし，動的機能が必要な設備と

してＪＥＡＧ4601で適用範囲が定められている機種（立形ポンプ，

横形ポンプ，電動機等）とする。なお，加振試験により機能維持

を確認する設備ＪＥＡＧ4601にて評価用加速度が機能維持確認済

み加速度を超えた場合の詳細検討の具体的手順が定められている

設備については検討から除外する。 

 

(2) 新たな検討又は詳細検討が必要な設備の抽出 

第 1 図に抽出フローを示す。検討対象設備について，ＪＥＡＧ

4601に定める適用機種に対して構造，作動原理等が同じであるこ

とを確認する。同じであることが確認できない場合は，新たな検

討が必要な設備として抽出する。 

 

 

2．動的機能維持のための新たな検討又は詳細検討が必要な設備

の検討方針 

動的機能維持評価において，原子力発電所耐震設計技術指針

JEAG4601-1991追補版（以下「JEAG4601」という。）に定められた

適用範囲から外れ新たな検討が必要な設備又は評価用加速度が

機能確認済加速度を超えるため詳細検討が必要な設備を抽出す

るとともに，抽出された設備における動的機能維持のための検討

方針を示す。 

 

3．動的機能維持のための新たな検討又は詳細検討が必要な設備

の抽出 

（1）検討対象設備 

検討対象設備は，耐震Ｓクラス並びに常設耐震重要重大事故防

止設備及び常設重大事故緩和設備とし，動的機能が必要な設備と

して JEAG4601 で適用範囲が定められている機種（立形ポンプ，

横形ポンプ，電動機等）とする。 

なお，電気計装機器については，原則として加振試験により電

気的機能維持を確認することから，動的機能維持評価の検討対象

設備から除いている。 

 

（2）新たな検討又は詳細検討が必要な設備の抽出 

第 3-1図に動的機能維持評価方法の検討フローを示す。検討対

象設備について，動的機能維持の要求の有無を確認し，要求がな

い設備については，本検討における対象外とする。 

  動的機能維持の要求がある検討対象設備について，JEAG4601に

定める機能確認済加速度（At）との比較による評価方法が適用で

きる機種に対して，構造，作動原理，各機器の流量，出力等が

JEAG4601 で定められた適用範囲と大きく異ならないことを確認

する。大きく異なる場合は，解析による評価が可能かにより，新

たな検討（地震時異常要因分析の実施，基本評価項目の抽出，評

価）が必要な設備又は加振試験を実施する設備として抽出する。 

2. 動的機能維持のための新たな検討，詳細検討又は加振試験が

必要な設備の検討方針 

動的機能維持評価において，原子力発電所耐震設計技術指針Ｊ

ＥＡＧ４６０１-1991追補版（以下「ＪＥＡＧ４６０１」という。）

に定められた適用範囲から外れ新たな検討又は加振試験が必要

な設備，もしくは機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を超

えるため詳細検討が必要な設備を抽出するとともに，抽出された

設備における動的機能維持のための検討方針を示す。 

 

3. 動的機能維持のための新たな検討，詳細検討又は加振試験が

必要な設備の抽出 

(1) 検討対象設備 

検討対象設備は，Ｓクラス設備並びに常設耐震重要重大事故防

止設備及び常設重大事故緩和設備とし，動的機能が必要な設備と

してＪＥＡＧ４６０１で適用範囲が定められている機種(立形ポ

ンプ，横形ポンプ，電動機等)とする。 

なお，電気計装機器については，原則として加振試験により電

気的機能維持を確認することから，動的機能維持評価の検討対象

設備から除いている。 

 

(2)  新たな検討，詳細検討又は加振試験が必要な設備の抽出 

第 3－1 図に動的機能維持評価の検討フローを示す。検討対象

設備について，動的機能維持の要求の有無を確認し，要求がない

設備については本検討における対象外とする。 

動的機能維持の要求がある検討対象設備について，ＪＥＡＧ４

６０１に定める機能確認済加速度（Ａｔ）との比較による評価方

法が適用できる機種に対して，構造，作動原理，各機器の流量，

出力等がＪＥＡＧ４６０１で定められた適用範囲と大きく異な

らないことを確認する。大きく異なる場合は，新たな検討(地震

時異常要因分析の実施，基本評価項目の抽出，評価)が必要な設

備，又は加振試験を実施する設備として抽出する。 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二，女川 2】 

②の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二，女川 2】 

②の相違 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二，女川 2】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二，女川 2】 

②の相違 
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さらに評価用加速度がＪＥＡＧ4601及び既往の研究等※により

妥当性が確認されている値に定める機能確認済加速度以内である

ことの確認を行い，機能確認済加速度を超える設備については詳

細検討が必要な設備として抽出する。 

 

 

 

 

上記の整理結果として別表１に検討対象設備を示すとともに，

新たな検討又は詳細検討が必要な設備の抽出のための情報として

ＪＥＡＧ4601に該当する機種名等を整理した。 

 

 

 

 

 

 

※ 電力共通研究「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に関

する研究（平成 10年度～平成 13年度）」 

 

 

 

 

さらに，評価用加速度が JEAG4601及び既往の研究等※により妥

当性が確認されている機能確認済加速度（At）以下であることの

確認を行い，機能確認済加速度を超える設備については詳細検討

（基本評価項目の評価）が必要な設備として抽出する。 

 

なお，弁については JEAG4601 にて評価用加速度が機能確認済

加速度を超えた場合の詳細検討の具体的手順が定められている

ため，本検討の対象外とする。 

上記の整理結果として別表１に検討対象設備を示すとともに，

詳細検討又は新たな検討が必要な設備の抽出のための情報とし

て JEAG4601に該当する機種名等を整理した。 

 

また，別表１に整理した設備や評価用加速度等の内容について

は，設計途中のため，動的機能維持評価の方針が検討中の設備も

含まれており，今後の詳細設計の進捗に併せて変更の可能性があ

ることから，工認段階で再度，設備及び評価方法の整理を行う。 

 

※電力共通研究「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に関す

る研究（平成 10年度～平成 13年度）」 

 

さらに，機能維持評価用加速度がＪＥＡＧ４６０１及び既往の

研究※等により妥当性が確認されている機能確認済加速度（Ａｔ）

以下であることの確認を行い，機能確認済加速度を超える設備に

ついては詳細検討(基本評価項目の評価)が必要な設備として抽

出する。 

なお，弁についてはＪＥＡＧ４６０１にて機能維持評価用加速

度が機能確認済加速度を超えた場合の詳細検討の具体的手順が

定められているため，詳細評価法検討の対象外とする。 

上記の整理結果として別表 1に検討対象設備を示すとともに，

詳細検討又は新たな検討が必要な設備の抽出のための情報とし

てＪＥＡＧ４６０１に該当する機種名等を整理した。 

 

また，別表 1に整理した設備や機能維持評価用加速度等の内容

については，設計途中のため，動的機能維持評価の方針が検討中

の設備も含まれており，今後の詳細設計の進捗に併せて変更の可

能性があることから，工認段階で再度，設備及び評価方法の整理

を行う。 

 

※電力共通研究「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に関す

る研究(平成 10年度～平成 13年度)」 
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第 1図 検討が必要な設備の抽出フロー 
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(3) 抽出結果 

第 1 表に新たな検討又は詳細検討が必要な設備の抽出結果を示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな検討が必要となる設備として，Ｖベルトの方式の遠心フ

ァン（以下「Ｖベルト式ファン」という。）となる中央制御室換気

系空気調和機ファン，中央制御室換気系フィルタ系ファン及び非

常用ガス処理系排風機並びに横形スクリュー式ポンプ（以下「ス

クリュー式ポンプ」という。），横形ギヤ式ポンプ（以下「ギヤ式

ポンプという。）として非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ，

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ，常設代替

高圧電源装置燃料移送ポンプ及び緊急時対策所用発電機給油ポン

プが該当する。 

新たな検討が必要となる設備のうち，Ｖベルト式ファンについ

ては，遠心直結式ファン又は遠心直動式ファンへの構造変更を行

うため，動的機能維持評価のための新たな検討は不要となる。 

また，評価用加速度が機能確認済加速度を超える設備として残

留熱除去系海水系ポンプ，非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ並びにこ

れらポンプ用の電動機が該当する。 

 

（3）抽出結果 

別表１をもとに，第 3-1 図の検討フローにより，①詳細検討，

②新たな検討及び③加振試験が必要な設備を検討した結果を，第

3-1 表に示す。 

 

①詳細検討（基本評価項目の評価）が必要な設備 

評価用加速度が機能確認済加速度を超え，詳細検討が必要とな

る設備として，以下の設備が該当する。 

 

・原子炉補機冷却海水ポンプ用電動機 

・非常用ガス処理系排風機及び電動機 

・可燃性ガス濃度制御系再結合装置ブロワ及び電動機 

・ほう酸水注入系ポンプ及び電動機 

・非常用ディーゼル発電設備非常用ディーゼル発電機 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

 

②新たな検討（地震時異常要因分析の実施，基本評価項目の抽出，

評価）が必要な設備 

新たな検討が必要な設備としては，以下の設備が該当する。 

なお，ポンプの型式は全て横形スクリュー式ポンプ（以下「ス

クリュー式ポンプ」という。）である。 

・ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ 

・非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ 

 

 

 

 

 

③加振試験（本検討における対象外） 

検討対象設備のうち，加振試験が必要な設備として以下の設備

が抽出された。 

 

・高圧代替注水系ポンプ 

・ガスタービン発電機 

(3) 抽出結果 

別表１をもとに，第 3－1図の検討フローにより，①詳細検討，

②新たな検討及び③加振試験が必要な設備を検討した結果を，第

3－1表に示す。 

 

① 詳細検討(基本評価項目の評価)が必要な設備 

機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を超え，詳細検討が

必要となる設備として，以下の設備が該当する。 

 

・原子炉補機海水ポンプ及び電動機 

・非常用ガス処理系排風機及び電動機 

・可燃性ガス濃度制御系再結合装置ブロワ及び電動機 

・ほう酸水注入ポンプ及び電動機 

・高圧炉心スプレイポンプ補機海水ポンプ及び電動機 

・燃料プール冷却ポンプ及び電動機 

 

② 新たな検討(地震時異常要因分析の実施，基本評価項目の抽

出，評価)が必要な設備 

新たな検討が必要な設備としては，以下の設備が該当する。 

 

＜スクリュー式ポンプ＞ 

・ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

・非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ 

 

＜ガスタービン機関＞ 

・ガスタービン発電機 

 

 

③ 加振試験（試験による評価）が必要な設備 

加振試験が必要な設備としては，以下の設備が該当する。 

 

 

・高圧原子炉代替注水ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新たな検討が必要な

設備の相違 

【東海第二，女川 2】 

 ①の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二，女川 2】 

②の相違 

・新たな検討が必要な

設備の相違 

【東海第二，女川 2】 

 ①の相違 
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第 1表(1) 新たな検討又は詳細検討が必要な設備の抽出結果 

 

 

 

 

 

第 3-1表 新たな検討又は詳細検討が必要な設備の抽出結果

（1/3） 

 

 

 

 

 

第 3－1表 新たな検討又は詳細検討が必要な設備の抽出結果

(1/2) 

 

 

 

 

 

・対象設備の相違 

【東海第二，女川 2】 

設備構成及び応答加

速度の相違により抽出

結果が異なる（以下，

③の相違） 

 

 

　ＪＥＡＧ４６０１の適用性確認
　○：適用可
　×：適用外
　　　（新たな検討が必要）

　　　　　Ａｔ確認注１

　○：Ａｔ以下
    （評価完了）
　×：Ａｔ超過
    （詳細検討が必要）
　－：対象外，評価中

残留熱除去ポンプ ○ ○

高圧炉心スプレイポンプ ○ ○

低圧炉心スプレイポンプ ○ ○

原子炉補機海水ポンプ ○ ×

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ ○ ×

燃料プール冷却ポンプ ○ ×

高圧原子炉代替注水ポンプ
×

（タービン駆動水潤滑式）
－

残留熱代替除去ポンプ ○ ○

原子炉隔離時冷却ポンプ ○ ○

低圧原子炉代替注水ポンプ ○ ○

原子炉補機冷却水ポンプ ○ ○

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ ○ ○

非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ
×

（スクリュー式）
－

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ
×

（スクリュー式）
－

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ
×

（スクリュー式）
－

往復動式ポンプ ほう酸水注入ポンプ ○ ×

ポンプ駆動用ター
ビン

原子炉隔離時冷却ポンプ駆動用蒸気タービン ○ ○

燃料プール冷却ポンプ用電動機 ○ ×

残留熱除去ポンプ用電動機 ○ ○

高圧炉心スプレイポンプ用電動機 ○ ○

低圧炉心スプレイポンプ用電動機 ○ ○

残留熱代替除去ポンプ用電動機 ○ ○

低圧原子炉代替注水ポンプ用電動機 ○ ○

原子炉補機冷却水ポンプ用電動機 ○ ○

原子炉補機海水ポンプ用電動機 ○ ×

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ用電動機 ○ ○

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ用電動機 ○ ×

ほう酸水注入ポンプ用電動機 ○ ×

電動機

機種名 設備名称

立形ポンプ

横形ポンプ
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第 1表(2) 新たな検討又は詳細検討が必要な設備の抽出結果 

 

 

第 1表(3) 新たな検討又は詳細検討が必要な設備の抽出結果 

 

第 3-1表 新たな検討又は詳細検討が必要な設備の抽出結果

（2/3） 

 

 

 

 

第 3-1表 新たな検討又は詳細検討が必要な設備の抽出結果

（3/3） 

 

 

 

 

第 3－1表 新たな検討又は詳細検討が必要な設備の抽出結果

(2/2) 

 

注１：今後の設計進捗によって機能維持評価用加速度が変更とな

る場合は確認結果に反映する。 

注２：地震応答解析結果から求めた燃料集合体相対変位が，加振

試験により確認された制御棒挿入機能に支障を与えない

変位に対して下回ることを確認。 

 

 

 

・対象設備の相違 

【東海第二，女川 2】 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象設備の相違 

【東海第二，女川 2】 

③の相違 

 

 

　ＪＥＡＧ４６０１の適用性確認
　○：適用可
　×：適用外
　　　（新たな検討が必要）

　　　　　Ａｔ確認注１

　○：Ａｔ以下
    （評価完了）
　×：Ａｔ超過
    （詳細検討が必要）
　－：対象外，評価中

中央制御室送風機用電動機 ○ ○

中央制御室非常用再循環送風機用電動機 ○ ○

非常用ガス処理系排風機用電動機 ○ ×

可燃性ガス濃度制御系再結合装置ブロワ用電動機 ○ ×

非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ用電動機 ○ ○

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ用
電動機

○ ○

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ用電動機 ○ ○

中央制御室送風機 ○ ○

中央制御室非常用再循環送風機 ○ ○

非常用ガス処理系排風機 ○ ×

可燃性ガス濃度制御系再結合装置ブロワ ○ ×

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関 ○ ○

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル機関 ○ ○

ガスタービン機関 ガスタービン発電機
×

（ガスタービン発電機）
－

制御棒 制御棒（地震時挿入性） ○ ○注２

非常用ディーゼル
発電設備

機種名 設備名称

電動機

ファン
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 （4）動的機能維持評価の検討方針が未定の設備について 

検討対象設備のうち，新規制基準適合に必要な設備として設計

途中又は審議中のために，動的機能維持の検討方針が未定の設備

として，以下の設備が該当する。 

 

①直流駆動低圧注水系ポンプ 

直流駆動低圧注水系ポンプは，横形ポンプとして現在設計中で

あり，今後の設計進捗に応じて構造，容量等が変更となるため，

動的機能維持の検討方針は定まっていない。 

そのため，動的機能維持の検討方針及び詳細については，設計

条件が確定した後，工認段階で再度整理する。 

 

②地下水低下設備 

本資料における検討対象には該当しないが，新規性基準適合性

審査において，当該設備についての審査が進められている。 

そのため，今後の審査状況を踏まえ，動的機能維持の検討方針

については，工認段階で再度整理する。 

 

 ・対象設備の相違 

【女川 2】 

島根２号炉では，動

的機能維持の検討方針

が未定の設備はない 
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2.2. 動的機能維持の検討 

2.2.1 新たな検討が必要な設備の検討 

(1) 新たな検討が必要な設備における動的機能維持の検討方針 

 

 

 

 

 

 

新たな検討が必要な設備における動的機能維持の検討方針とし

ては，技術基準規則解釈等の改正を踏まえて，公知化された検討

として（社）日本電気協会電気技術基準調査委員会の下に設置さ

れた原子力発電耐震設計特別調査委員会（以下「耐特委」という。）

により取り纏められた類似機器における検討をもとに実施する。 

 

 

 

具体的には，耐特委では動的機能の評価においては，対象機種

ごとに現実的な地震応答レベルでの異常のみならず，破壊に至る

ような過剰な状態を念頭に地震時に考え得る異常状態を抽出し，

その分析により動的機能上の評価点を検討し，機能維持を評価す

る際に確認すべき事項として，基本評価項目を選定している。 

 

 

 

今回新たな検討が必要な設備については，基本的な構造は類似

している機種／型式に対する耐特委での検討を参考に，型式によ

る構造の違いを踏まえた上で地震時異常要因分析を実施し，基本

評価項目を選定し機能維持評価を実施する。 

 

 

 

 

4．新たな検討が必要な設備における動的機能維持評価の検討 

 

4.1  新たな検討が必要な設備における動的機能維持の検討方針 

 検討対象設備のうち，ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ，

非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプについては，スクリュー

式ポンプであり，JEAG4601に定められた適用範囲から外れ，機能

確認済加速度との比較による評価方法が適用できないことから，

新たな検討（新たに評価項目の検討）が必要となる設備である。 

JEAG4601 に定められた機能確認済加速度との比較による評価

方法が適用できる機種の範囲から外れた設備における動的機能

維持の検討方針としては，技術基準規則解釈等の改正を踏まえ

て，公知化された検討として（社）日本電気協会 電気技術基準

調査委員会の下に設置された原子力発電耐震設計特別調査委員

会（以下「耐特委」という。）により取り纏められた類似機器に

おける検討及び電力共通研究（以下「電共研」という。）にて取

り纏められた類似機器の検討をもとに実施する。 

具体的には，耐特委では動的機能の評価においては，対象機種

ごとに現実的な地震応答レベルでの異常のみならず，破壊に至る

ような過剰な状態を念頭に地震時に考え得る異常状態を抽出し，

その分析により動的機能上の評価点を検討し，動的機能維持を評

価する際に確認すべき事項として，基本評価項目を選定してい

る。また，電共研の検討では，耐特委及び原子力発電技術機構（以

下「NUPEC」という。）での検討を踏まえて，動的機能維持の基本

評価項目を選定している。 

今回 JEAG4601 に定められた適用機種の範囲から外れた設備に

ついては，基本的な構造が類似している機種／型式に対する耐特

委及び電共研での検討を参考に，型式による構造の違いを踏まえ

た上で地震時異常要因分析を実施し，基本評価項目を選定し動的

機能維持評価を実施する。動的機能維持評価のフローを第 4.1-1

図に示す。 

なお，JEAG4601においても，機能維持評価の基本方針として，

地震時の異常要因分析を考慮し，動的機能の維持に必要な評価の

ポイントを明確にすることとなっている。 

 

4. 新たな検討が必要な設備における動的機能維持評価の検討 

 

4.1 新たな検討が必要な設備における動的機能維持の検討方針 

検討対象設備のうち，3.(3)②に示す機器については，ＪＥＡ

Ｇ４６０１に定められた機種及び適用形式から外れ，機能確認済

加速度との比較による評価方法が適用できないことから，新たに

評価項目の検討が必要となる設備である。 

 

 

ＪＥＡＧ４６０１に定められた機能確認済加速度との比較に

よる評価方法が適用できる機種の範囲から外れた設備における

動的機能維持の検討においては，技術基準規則解釈等の改正を踏

まえて，公知化された検討として(社)日本電気協会 電気技術基

準調査委員会の下に設置された原子力発電耐震設計特別調査委

員会（以下「耐特委」という。）により取り纏められた類似機器

における検討及び電力共通研究（以下「電共研」という。）にて

取り纏められた類似機器を参考に検討を実施する。 

具体的には，耐特委では動的機能の評価においては，対象機種

ごとに現実的な地震応答レベルでの異常のみならず，破壊に至る

ような過剰な状態を念頭に地震時に考え得る異常状態を抽出し，

その分析により動的機能上の評価項目を検討し，動的機能維持を

評価する際に確認すべき事項として，基本評価項目を選定してい

る。また，電共研の検討では，耐特委及び原子力発電技術機構（以

下「ＮＵＰＥＣ」という。）での検討を踏まえて，動的機能維持

の基本評価項目を選定している。 

ＪＥＡＧ４６０１に定められた機種及び適用形式から外れた

設備については，作動原理，構造又は機能が類似している構成設

備を有する機種／形式に対する耐特委及び電共研での検討を参

考に，形式による構造の違いを踏まえた上で地震時異常要因分析

を実施し，基本評価項目を選定し動的機能維持評価を実施する。

動的機能維持評価のフローを第 4.1－1図に示す。 

なお，ＪＥＡＧ４６０１においても，機能維持評価の基本方針

として，地震時の異常要因分析を考慮し，動的機能の維持に必要

な評価のポイントを明確にすることとなっている。 

 

 

4条-別紙15-12



 

東海第二発電所（2018.9.18版） 女川原子力発電所 2号炉（2020.2.7版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

  

 

第 4.1-1図 動的機能維持評価フロー 

 

 

 

 

 

 

第 4.1－1図 動的機能維持評価フロー 

 

 

 

 

 

動的機能維持評価対象設備 

動的機能維持評価法の選択※ 

解析 

試験・解析の組合せ検討 基本評価項目の検討 

地震時異常要因分析 

試験・計測方法の策定 

評価 組 合 せ 評 価 評価 

解析 試験 試験 

解析対処 試験対処 

試験・解析組合せ対処 

※対象物の複雑さ等で選択 

本評価でのフロー 

4条-別紙15-13



 

東海第二発電所（2018.9.18版） 女川原子力発電所 2号炉（2020.2.7版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

新たな検討が必要設備において，参考とする機種／型式を第 2

表に示すとともに，第 2 図及び第 3 図に今回工認にて新たな検討

が必要な設備及び耐特委で検討され新たな検討において参考とす

る設備の構造概要図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

スクリュー式及びギヤ式ポンプは，遠心式横形ポンプ（以下「遠

心式ポンプ」という。）と内部流体の吐出構造が異なるが，電動機

からの動力を軸継手を介してポンプ側に伝達する方式であること

及びケーシング内にて軸系が回転し内部流体を吐出する機構を有

しており基本構造が同じといえる。 

 

 

 

 

 

 

このため，スクリュー式及びギヤ式ポンプについては，遠心式

横形ポンプを参考とし，地震時異常要因分析を実施する。 

なお，非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ，高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ，常設代替高圧電源装置

燃料移送ポンプ及び緊急時対策所用発電機給油ポンプについて

は，新規制基準により新たに動的機能要求が必要となり，評価す

る設備となる。 

 

 

 

 

 

 

地震時異常要因分析を検討するに当たり，第 4.1-1表に，新た

な検討が必要な設備及び参考とする機種／型式を示すとともに，

第 4.1-2図に，今回工認において，新たな検討が必要な設備とし

て抽出されたスクリュー式ポンプ，参考とする耐特委で検討され

た遠心式ポンプ及び電共研で検討されたギヤ式ポンプの構造概

要図を示す。 

 

 

スクリュー式ポンプは，容積式の横形ポンプであり，一定容積

の液をスクリューにて押し出す構造のポンプである。参考とする

ギヤ式ポンプは，スクリュー式ポンプと同様の容積式であり，ギ

ヤで一定容積を押し出す構造である。 

一方，遠心式ポンプはインペラの高速回転により液を吸込み・

吐出するポンプであり，スクリュー式と内部流体の吐出構造が異

なるが，ケーシング内にて軸系が回転し内部流体を吐出する機構

を有している。 

 

また，固定方法については，基礎ボルトで周囲を固定した架台

の上に，駆動機器である横形ころがり軸受の電動機とポンプが取

付ボルトにより設置され，地震荷重は主軸，軸受を通してケーシ

ングに伝達されることから，基本構造は同じと言える。さらに，

電動機からの動力は軸継手を介してポンプ側に伝達する方式で

あることから，作動原理についても同じと言える。 

そのため，スクリュー式ポンプについては，遠心式ポンプ及び

ギヤ式ポンプを参考として，地震時異常要因分析を実施する。 

なお，ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ，非常用ディーゼ

ル発電設備燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備燃料移送ポンプについては，新規制基準により新たに動

的機能要求が必要となり，評価する設備となる。 

 

4.2 スクリュー式ポンプに対する検討 

4.2.1 検討対象設備の概要 

スクリュー式ポンプは，その作動原理・構造から異常要因分析

や基本評価項目の抽出が可能であり，分析や項目の抽出において

参考とする類似ポンプの検討事例があることから，解析による評

価を実施する。地震時異常要因分析を検討するにあたり，第 4.2.1

－1 表に，新たな検討が必要な設備及び参考とする機種／形式を

示すとともに，第 4.2.1－1 図， 第 4.2.1－2 図及び第 4.2.1－3

図に，今回工認において，新たな検討が必要な設備として抽出さ

れたスクリュー式ポンプ，参考とする耐特委で検討された遠心式

ポンプ及び電共研で検討されたギヤ式ポンプの構造概要図を示

す。 

 

スクリュー式ポンプは，容積式の横形ポンプであり，一定容積

の液をスクリューにて押し出す構造のポンプである。参考とする

ギヤ式ポンプは，スクリュー式ポンプと同様の容積式であり，ギ

ヤで一定容積を押し出す構造である。 

一方，遠心式ポンプはインペラの高速回転により液を吸込み・

吐出するポンプであり，スクリュー式と内部流体の吐出構造が異

なるが，ケーシング内にて軸系が回転し内部流体を吐出する機構

を有している。 

 

また，固定方法については，基礎ボルトで周囲を固定した架台

の上に，駆動機器である横形ころがり軸受の電動機とポンプが取

付ボルトにより設置され，地震荷重は主軸，軸受を通してケーシ

ングに伝達されることから，基本構造は同じと言える。さらに，

電動機からの動力は軸継手を介してポンプ側に伝達する方式で

あることから，作動原理についても同じと言える。 

そのため，スクリュー式ポンプについては，遠心式ポンプ及び

ギヤ式ポンプを参考として，地震時異常要因分析を実施する。 

なお，ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ，非常用ディーゼ

ル発電設備燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備燃料移送ポンプについては，新規制基準により新たに動

的機能要求が必要となり，評価する設備となる。 
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第 2表 新たな検討が必要な設備において参考とする機種／型式 

 

 

 

第 2図 スクリュー式，ギヤ式ポンプ構造概要図 

 

 

 
第 3図 遠心式ポンプ構造概要図 

 

第 4.1-1表 新たな検討が必要な設備において参考とする 

機種／型式 

 

 

 

 

第 4.1-2図 スクリュー式ポンプ，遠心式ポンプ及びギヤ式 

ポンプの構造概要図 

 

第 4.2.1－1表 新たな検討が必要な設備において参考とする 

機種／形式 

 

 

 

 

 

 

第 4.2.1－1図 スクリュー式ポンプ構造概要図 

 

・対象設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉ではスク

リュー式ポンプの検討

において，ギヤ式ポン

プを参考とする（以下，

④の相違） 

・設備構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉にはギヤ

式ポンプは無い（以下，

⑤の相違） 

 

 

 

新たな検討が必要な設備 参考とする 

機種／形式 設備名 機種／形式 

・非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料 

移送ポンプ 

・ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

横形ポンプ／ 

スクリュー式 

横形ポンプ／ 

単段遠心式 

横形ポンプ／ 

ギヤ式 
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第 4.2.1－2図 ギヤ式ポンプ構造概要図 

 

 

第 4.2.1－3図 遠心式ポンプ構造概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

 

電動機 

軸継手 
ポンプ 

メカニカルシール 

ケーシング 
付属配管 

冷却水 
羽根車 

軸受 
軸受 

回転方向 

支持脚 

基礎ボルト 
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(2) 新たな検討が必要な動的機能維持評価の評価項目の抽出 

 

新たな検討が必要な設備として，スクリュー式ポンプ及びギヤ

式ポンプに対する地震時異常要因分析を踏まえて評価項目を抽出

する。また当該検討において参考とする耐特委での機種／型式に

対する評価項目を踏まえた検討を行う。 

 

 

 

動的機能維持評価のための評価項目の抽出フローを第 4 図に示

す。 

 

 

 

第 4図 動的機能維持評価のための評価項目の抽出フロー 

 

 

4.2 新たな検討が必要な設備における動的機能維持評価の評価

項目の抽出 

新たな検討が必要な設備であるスクリュー式ポンプの動的機

能維持評価の評価項目については，電共研で検討されたスクリュ

ー式ポンプに対する地震時異常要因分析を踏まえて基本評価項

目を検討する。また，当該検討において参考とする，耐特委で検

討された遠心式ポンプ及び電共研で検討されたギヤ式ポンプに

対する地震時異常要因分析による基本評価項目を踏まえた検討

を行う。 

スクリュー式ポンプにおける動的機能維持評価のための基本

評価項目の抽出フローを第 4.2-1図に示す。 

 

 

 

 

 
 

第 4.2-1図 動的機能維持評価のための基本評価項目の 

抽出フロー 

 

4.2.2 スクリュー式ポンプの動的機能維持評価項目の抽出 

 

新たな検討が必要な設備であるスクリュー式ポンプの動的機

能維持評価の評価項目については，電共研で検討されたスクリュ

ー式ポンプに対する地震時異常要因分析を踏まえて基本評価項

目を検討する。また，当該検討において参考とする，耐特委で検

討された遠心式ポンプ及び電共研で検討されたギヤ式ポンプに

対する地震時異常要因分析による基本評価項目を踏まえた検討

を行う。 

スクリュー式ポンプにおける動的機能維持評価のための基本

評価項目の抽出フローを第 4.2.2－1図に示す。 

 

 

 

 

 

第 4.2.2－1図 スクリュー式ポンプにおける 

動的機能維持評価のための基本評価項目の抽出フロー 

 

 

 

・対象設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

新たな検討が必要な設備における 

動的機能維持評価のための評価項目の抽出 

スクリュー式ポンプの 

地震時異常要因分析(電共研での検討結果) 

に基づいた基本評価項目の抽出 

遠心式ポンプの基本評価項目 

(耐特委での検討結果) 

遠心式ポンプ及びギヤ式ポンプの 

基本評価項目を踏まえた 

スクリュー式ポンプの基本評価項目の検討 

抽出された基本評価項目に 

対する耐震計算の実施 

ギヤ式ポンプの基本評価項目 

(電共研での検討結果) 

 

スクリュー式ポンプの 

地震時異常要因分析（電共研での検討結果）に 

基づいた基本評価項目の抽出 

新たな検討が必要となる設備における 

動的機能維持評価のための評価項目の抽出 

遠心式ポンプ及びギヤ式ポンプの 

基本評価項目を踏まえたスクリュー式ポンプの 

基本評価項目の検討 

抽出された基本評価項目に 

対する耐震評価の実施 

遠心式ポンプの基本評価項目 

（耐特委での検討結果） 

ギヤ式ポンプの基本評価項目 

（電共研での検討結果） 
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ａ．スクリュー式ポンプ及びギヤ式ポンプの地震時異常要因分析

による評価項目の抽出 

(a)スクリュー式ポンプの評価項目の抽出 

スクリュー式ポンプの地震時異常要因分析図（以下「要因分析

図」という。）及び評価項目は，電共研※での検討内容を用いる。

電共研では第 5 図に示すとおり，耐特委における遠心式横形ポン

プ及び NUPEC における非常用ＤＧの燃料供給ポンプに対する異常

要因分析結果（非常用ディーゼル発電機システム耐震実証試験

（1992 年 3 月））を網羅するように，スクリュー式ポンプに対す

る地震時異常要因分析を行い，評価項目を抽出している。 

 

スクリュー式ポンプの要因分析図を第 6 図に示す。要因分析図

に基づき抽出される評価項目は第 3表のとおりである。 

 

※動的機器の地震時機能維持の耐震余裕に関する研究（平成 25年

3月） 

 

 

第 5図 地震時異常要因分析の適用（スクリュー式ポンプ） 

 

 

4.3 スクリュー式ポンプの地震時異常要因分析による基本評価

項目の抽出 

 

スクリュー式ポンプの地震時異常要因分析図（以下「要因分析

図」という。）及び基本評価項目は，電共研※での検討内容を用い

る。電共研では第 4.3-1図に示すとおり，耐特委における遠心式

ポンプ及び NUPEC における非常用 DG の燃料供給ポンプに対する

異常要因分析結果（非常用ディーゼル発電機システム耐震実証試

験（1992 年 3 月））を網羅するように，スクリュー式ポンプに対

する地震時異常要因分析を行い，基本評価項目を抽出している。 

 

スクリュー式ポンプの要因分析図を第 4.3-2 図に示す。要因分

析図に基づき抽出されるスクリュー式ポンプの基本評価項目は，

第 4.3-1表のとおりである。 

※ 動的機器の地震時機能維持の耐震余裕に関する研究（平成 25

年 3月） 

 
第 4.3-1図 地震時異常要因分析の適用（スクリュー式ポンプ） 

 

 

 

 

 

スクリュー式ポンプの地震時異常要因分析図(以下「異常要因

分析図」という。)及び基本評価項目は，電共研※での検討内容を

用いる。電共研では第 4.2.2－2 図に示すとおり，耐特委におけ

る遠心式ポンプ及びＮＵＰＥＣにおける非常用ディーゼル発電

機の燃料供給ポンプに対する異常要因分析結果(非常用ディーゼ

ル発電機システム耐震実証試験(1992年3月))を網羅するように，

スクリュー式ポンプに対する地震時異常要因分析を行い，基本評

価項目を抽出している。 

スクリュー式ポンプの要因分析図を第 4.2.2－3 図に示す。要

因分析図に基づき抽出されるスクリュー式ポンプの基本評価項

目は，第 4.2.2－1表のとおりである。 

※動的機器の地震時機能維持の耐震余裕に関する研究(平成 25年

3月) 

 

 

第 4.2.2－2図 地震時異常要因分析の適用 

（スクリュー式ポンプ） 

 

 

 

【電共研】 

 スクリュー式ポンプの 

地震時異常要因分析 
 

耐特委及びＮＵＰＥＣの 

異常要因分析結果を網羅 

【耐特委】 

 遠心式ポンプの異常要因分析 

【ＮＵＰＥＣ】 

非常用ＤＧの燃料供給ポンプ 

の異常要因分析 

【女川２号炉】 

スクリュー式ポンプの 

基本評価項目の抽出に適用 

 

【耐特委】 

 遠心式ポンプの異常要因分析 【電共研】 

スクリュー式ポンプの地震時異常要因分析 

耐特委及びＮＵＰＥＣの異常要因分析 

結果を網羅 

【島根２号炉】 

スクリュー式ポンプの基本評価項目の抽出に

適用 

【ＮＵＰＥＣ】 

非常用ＤＧの燃料供給ポンプの

異常要因分析 
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第 6図 スクリュー式ポンプの地震時異常要因分析図 

 

 

 

 

第 4.3-2図 スクリュー式ポンプの地震時異常要因分析図 

 

 

 

 

第 4.2.2－3図 スクリュー式ポンプの地震時異常要因分析図 
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第 3表 スクリュー式ポンプ要因分析図から抽出した評価項目 

 

 

 

 

第 4.3-1表 スクリュー式ポンプの要因分析図から 

抽出した基本評価項目 

 

 

 

 

第 4.2.2－1表 スクリュー式ポンプの異常要因分析図から 

抽出した基本評価項目 

 

 

 

 

No. 基本評価項目 異常要因 

① 
基礎ボルト 

（取り付けボルト含む） 

ポンプ全体系の応答が過大となることで，転

倒モーメントにより基礎ボルト(取付ボルト

を含む)の応力が過大となることにより損傷

に至り，全体系が転倒することで機能喪失す

る。 

② 支持脚 

ポンプ全体系の応答が過大となることで，転

倒モーメントにより支持脚の応力が過大とな

ることにより損傷に至り，全体系が転倒する

ことで機能喪失する。 

③ 

④ 

⑤ 

摺動部 

（③スリーブ，④主ねじ， 

⑤従ねじのクリアランス） 

ポンプ全体系の応答が過大となることで，軸

変形が過大となりスリーブと主ねじ又は従ね

じが接触し，摺動部が損傷に至り回転機能及

び移送機能が喪失する。 

④ 軸系 
軸応力が過大となり軸が損傷することによ

り，回転機能及び移送機能が喪失する。 

⑥ 逃がし弁フランジ部 
ケーシングの応答が過大となり逃がし弁フラ

ンジ部が変形し，油の外部漏えいに至る。 

⑦ メカニカルシール 

軸系ねじの応答過大により軸変形に至り，メ

カニカルシールが損傷することにより，移送

機能及び流体保持機能が喪失する。 

⑧ 軸受 
軸変形が過大となり軸受が損傷することで，

回転機能及び移送機能が喪失する。 

⑨ 電動機 

電動機の応答が過大になり電動機の機能が喪

失することで，回転機能及び移送機能が喪失

する。 

⑩ 軸継手 

電動機の変形過大により軸受部の相対変位が

過大となり，軸継手が損傷することで回転機

能が喪失する。 

⑪ ケーシングノズル 

接続配管の応答が過大となり，ケーシングノ

ズルが損傷することで移送機能及び流体保持

機能が喪失する。 
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(b) ギヤ式ポンプの評価項目の抽出 

ギヤ式ポンプの要因分析図及び評価項目は，電共研※での検討

内容を用いる。電共研では，第 7 図に示すとおり耐特委における

遠心式横形ポンプ及び NUPECにおける非常用 DGの燃料供給ポンプ

に対する異常要因分析結果（非常用ディーゼル発電機システム耐

震実証試験（1992 年 3 月））を網羅するように，ギヤ式ポンプに

対する異常要因分析を行い，評価項目を抽出している。 

ギヤ式ポンプの要因分析図を第 8 図に示す。要因分析図に基づ

き抽出される評価項目は第 4表のとおりである。 

 

※ 動的機器の地震時機能維持の耐震余裕に関する研究（平成 25

年 3月） 

 

 

第 7図 地震時異常要因分析の適用（ギヤ式ポンプ） 

 

 

第 8図 ギヤ式ポンプの地震時異常要因分析図 

  

 

  ・設備構成の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 
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第 4表 ギヤ式ポンプ要因分析図から抽出した評価項目 

 

 

(c) スクリュー式ポンプ及びギヤ式ポンプの抽出した評価項目に

対する相互確認 

スクリュー式ポンプ及びギヤ式ポンプは，ポンプ構造が類似し

ていることを踏まえて，各ポンプの評価項目の抽出結果を比較す

ることにより，その検討結果について相互の確認を行う。 

ⅰ) スクリュー式ポンプで抽出した評価項目に対してギヤ式ポ

ンプで抽出されなかった評価項目 

① 支持脚 

ギヤ式ポンプはポンプケーシングに取付ボルト用のフランジ

が直接取り付けられており構造上存在しない。 

② メカニカルシール 

ギヤ式ポンプはメカニカルシールを有しない構造である。 

ⅱ) ギヤ式ポンプで抽出した評価項目に対してスクリュー式ポ

ンプで抽出されなかった評価項目 

③ 逃がし弁（移送機能） 

スクリュー式ポンプについても逃がし弁が設置されており，

誤作動すればギヤ式ポンプと同様に移送機能に影響を与えるこ

とからスクリュー式ポンプについても評価項目として選定す

る。 

  ・設備構成の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 
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ｂ．耐特委で検討された遠心式ポンプの地震時異常要因分析によ

る評価項目 

新たな検討が必要な設備としてスクリュー式ポンプ及びギヤ式

ポンプの評価項目の検討において，公知化された検討として参考

とする耐特委での遠心式ポンプの要因分析図を第 9 図に，要因分

析図から抽出される評価項目を第 5表に示す。 

 

 

 

 

 

第 9図 遠心式ポンプの地震時異常要因分析図 

 

 

 

4.4 耐特委で検討された遠心式ポンプの地震時異常要因分析に

よる基本評価項目 

新たな検討が必要な設備として抽出されたスクリュー式ポン

プの基本評価項目の検討において，公知化された検討として，参

考とする耐特委での遠心式ポンプの地震時異常要因分析図を第

4.4-1 図に，地震時異常要因分析図から抽出される遠心式ポンプ

の基本評価項目を第 4.4-1表に示す。 

 

 

 

 

第 4.4-1図 遠心式ポンプの地震時異常要因分析図 

 

 

4.2.3 耐特委で検討された遠心式ポンプの地震時異常要因分析

による基本評価項目 

新たな検討が必要な設備として抽出されたスクリュー式ポン

プの基本評価項目の検討において，公知化された検討として，参

考とする耐特委での遠心式ポンプの異常要因分析図を第 4.2.3－

1 図に，異常要因分析図から抽出される遠心式ポンプの基本評価

項目を第 4.2.3－1表に示す。 

 

 

第 4.2.3－1図 遠心式ポンプの地震時異常要因分析図 

 

 

 

 

 

・対象設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 
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第 5表 遠心式ポンプ要因分析図から抽出した評価項目 

 

 

 

 

第 4.4-1表 遠心式ポンプの要因分析図から抽出された 

基本評価項目 

 

 

 

第 4.2.3－1表 遠心式ポンプの要因分析図から抽出された 

基本評価項目 

 

 

 

 

4条-別紙15-24



 

東海第二発電所（2018.9.18版） 女川原子力発電所 2号炉（2020.2.7版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 4.5 電共研で検討されたギヤ式ポンプの地震時異常要因分析に

よる基本評価項目 

新たな検討が必要な設備として抽出されたスクリュー式ポン

プの基本評価項目の検討において，公知化された検討として，参

考とする電共研でのギヤ式ポンプの地震時異常要因分析図を第

4.5-1 図に，地震時異常要因分析図から抽出されるギヤ式ポンプ

の基本評価項目を第 4.5-1表に示す。 

 

 

第 4.5-1図 ギヤ式ポンプの地震時異常要因分析図 

 

 

4.2.4 電共研で検討されたギヤ式ポンプの地震時異常要因分析

による基本評価項目 

新たな検討が必要な設備として抽出されたスクリュー式ポン

プの基本評価項目の検討において，公知化された検討として，参

考とする電共研でのギヤ式ポンプの異常要因分析図を第 4.2.4－

1 図に，異常要因分析図から抽出されるギヤ式ポンプの基本評価

項目を第 4.2.4－1表に示す。 

 

 

第 4.2.4－1図 ギヤ式ポンプの地震時異常要因分析図 

 

 

 

 

・対象設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 
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 第 4.5-1表 ギヤ式ポンプ要因分析図から抽出された 

基本評価項目 

 

 

 

 

第 4.2.4－1表 ギヤ式ポンプの要因分析図から抽出された 

基本評価項目 

 

 

 

・対象設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 
No. 評価項目 異常要因 

① 

基礎ボルト 

（取付ボルト含

む） 

ポンプ全体系の応答が過大となることで，転倒

モーメントにより基礎ボルト（取付ボルトを含

む）の応力が過大となり損傷に至り，全体系が

転倒することにより機能喪失する。 

② 

③ 

④ 

摺動部 

（②主軸又は③従

動軸と④ケーシ

ングのクリアラ

ンス） 

ポンプ全体系の応答が過大となることで，主軸

（主動歯車）及び従動軸（従動歯車）の応答が

過大となることによる軸部の変形により，ギヤ

がケーシングと接触することで損傷に至り，回

転機能及び輸送機能が喪失する。 

② 軸系 
軸応力が過大となり，軸が損傷することで回転

機能及び輸送機能が喪失する。 

⑤ 軸受 
軸受荷重が過大となり，軸受が損傷することで

回転機能及び輸送機能が喪失する。 

⑥ 電動機 

電動機の応答が過大になり電動機の機能が喪

失することで，回転機能及び輸送機能が喪失す

る。 

⑦ 軸継手 

被駆動機軸と電動機軸の相対変位が過大とな

り，軸継手が損傷することで回転機能及び輸送

機能が喪失する。 

⑧ ケーシングノズル 

接続配管の応答が過大となり，ケーシングノズ

ルが損傷することで輸送機能及び流体保持機

能が喪失する。 

⑨ 逃がし弁 

弁の応答が過大となり，弁が損傷又は誤動作す

ることで外部漏えい，ポンプ内循環が発生し，

輸送機能及び流体保持機能が喪失する。 
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ｃ. 遠心式ポンプの評価項目を踏まえたスクリュー式ポンプ及び

ギヤ式ポンプの評価項目の検討 

(a) スクリュー式ポンプの評価項目の検討

スクリュー式ポンプの要因分析結果について，耐特委における

遠心式ポンプの要因分析結果と同様に整理した結果，スクリュー

式ポンプの評価項目は，遠心式ポンプとほぼ同様となった。スク

リュー式ポンプの動的機能維持の評価項目の抽出にあたり，遠心

式ポンプの耐特委における評価項目に加え，構造の差異により抽

出されたスクリュー式ポンプの評価項目を加えて検討を行う。な

お，構造の差異として抽出された評価項目は下記の通りである。 

・逃がし弁（遠心式ポンプの評価項目になくスクリュー式ポンプ

のみで抽出） 

・摺動部（スクリュー式ポンプ及び遠心式ポンプの両方で抽出さ

れた評価項目であるが，構成部品が異なる。） 

・軸冷却水配管（スクリュー式ポンプの評価項目になく遠心式ポ

ンプのみで抽出）

耐特委で検討された遠心式ポンプは，大型のポンプであり軸受

としてすべり軸受を採用していることから，軸受の冷却が必要と

なる。このため，地震により軸冷却水配管の損傷に至ればポンプ

の機能維持に影響を及ぼすため，軸冷却水配管を評価項目として

抽出している。一方でスクリュー式ポンプの標準設計として，軸

冷却水配管を有していない。軸冷却水配管は軸受の冷却のため設

置されるが，スクリュー式ポンプの軸受は内部流体で冷却が可能

であるため，軸冷却水配管は設置されていない。 

4.6 スクリュー式ポンプの基本評価項目の検討 

(1)遠心式ポンプ及びギヤ式ポンプの基本評価項目を踏まえたス

クリュー式ポンプの評価項目の整理

スクリュー式ポンプの要因分析結果について，参考とする遠心

式ポンプ及びギヤ式ポンプの要因分析結果と同様に整理した結

果，スクリュー式ポンプの基本評価項目は，第 4.6-1表に示すと

おり，一部構造の差異による違いはあるものの，参考とする遠心

式ポンプ及びギヤ式ポンプとほぼ同様となった。 

第 4.6-1表 スクリュー式ポンプにおける 

基本評価項目の整理結果 

4.2.5 スクリュー式ポンプの基本評価項目の検討 

(1) 遠心式ポンプ及びギヤ式ポンプの基本評価項目を踏まえた

スクリュー式ポンプの評価項目の整理

スクリュー式ポンプの異常要因分析結果について，参考として

遠心式ポンプ及びギヤ式ポンプの異常要因分析結果と同様に整

理した結果，スクリュー式ポンプの基本評価項目は，第 4.2.5－1

表に示すとおり，一部構造の差異による違いはあるものの，参考

とする遠心式ポンプ及びギヤ式ポンプの評価項目を網羅してい

ることを確認した。 

第 4.2.5－1表 スクリュー式ポンプにおける 

基本評価項目の整理結果

・対象設備の相違

【東海第二】 

④の相違

・対象設備の相違

【東海第二】 

④の相違
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① 基礎ボルト（取付ボルトを含む）の評価 

スクリュー式ポンプは遠心式ポンプと同様に，基礎ボルトで固

定された架台の上に，駆動機器及び被駆動機器が取付ボルトに設

置されており，地震時に有意な荷重がかかることから動的機能維

持の評価項目として選定する。 

 

 

② 支持脚部の評価 

支持脚部については，スクリュー式ポンプと遠心式ポンプとで

構造に大きな違いはなく，高い剛性を有するためにケーシング定

着部に荷重がかかる構造となっている。 

このため，取付ボルト及び基礎ボルトが評価上厳しい部位であ

るため，取付ボルト及び基礎ボルトの評価で代表できる。 

 

 

③ 摺動部の評価 

摺動部の損傷の観点より，遠心式ポンプの検討におけるケーシ

ングと接触して損傷するライナーリング部の評価を行うのと同様

に，スクリュー式ポンプにおける評価項目を以下のとおり選定す

る。 

 

スクリュー式ポンプのスクリュー部は，構造が非常に剛であり，

地震応答増幅が小さく動的機能評価上重要な部分の地震荷重が通

常運転荷重に比べて十分小さいと考えられる。また，スリーブ部

については，ケーシング部に設置されている。 

 

（2）女川２号炉のスクリュー式ポンプにおける動的機能維持評

価の基本評価項目の検討 

女川２号炉のスクリュー式ポンプにおける動的機能維持評価

の基本評価項目の選定に当たっては，第 4.6-1表のとおり，既往

知見により抽出されたスクリュー式ポンプの基本評価項目に，参

考とする遠心式ポンプ及びギヤ式ポンプの基本評価項目を踏ま

えた全 12項目について検討を行う。 

 

No.Ⅰ：基礎ボルト（取付ボルト含む） 

スクリュー式ポンプは参考とする遠心式ポンプ及びギヤ式ポ

ンプと同様に，基礎ボルトで固定された架台の上に，駆動機器及

び被駆動機器が取付ボルトで設置されており，地震時に有意な荷

重がかかる構造となっていることから，基礎ボルトを動的機能維

持評価の基本評価項目として選定する。 

 

No.Ⅱ：支持脚 

支持脚については，スクリュー式ポンプと遠心式ポンプとで構

造に大きな違いはなく，高い剛性を有するためにケーシング定着

部に荷重がかかる構造となっている。 

そのため，取付ボルト及び基礎ボルトが評価上厳しい部位とな

ることから，取付ボルト及び基礎ボルトを支持脚の評価として代

替する。 

 

No.Ⅲ：摺動部 

摺動部の損傷の観点から，遠心式ポンプの検討において，ケー

シングがロータ―と接触して損傷するライナーリング部（摺動

部）の評価を行うのと同様に，スクリュー式ポンプにおいても摺

動部の検討を行い，動的機能維持評価の基本評価項目として以下

のとおり選定する。 

スクリュー式ポンプの摺動部であるスクリュー部は構造が非

常に剛であり，地震応答増幅が小さく，動的機能評価上重要な部

分の地震荷重は通常運転荷重に比べて十分小さいと考えられる。

また，スリーブ部については，剛性の高いケーシング部に設置さ

れており，有意な変形が生じることはない。 

 

(2)島根 2 号炉のスクリュー式ポンプにおける動的機能維持評価

の基本評価項目の検討 

島根２号炉のスクリュー式ポンプにおける動的機能維持評価

の基本評価項目の選定に当たっては，第 4.2.5－1 表のとおり，

既往知見により抽出されたスクリュー式ポンプの基本評価項目

に，参考とする遠心式ポンプ及びギヤ式ポンプの基本評価項目を

踏まえた全 12項目について検討を行う。 

 

№Ⅰ：基礎ボルト（取付ボルト含む） 

スクリュー式ポンプは参考とする遠心式ポンプ及びギヤ式ポ

ンプと同様に，基礎ボルトで固定された架台の上に駆動機器及び

被駆動機器が取付ボルトで設置されており，地震時に有意な荷重

がかかる構造となっていることから，基礎ボルトを動的機能維持

評価の基本評価項目として選定する。 

 

No.Ⅱ:支持脚 

支持脚については，スクリュー式ポンプと遠心式ポンプとで構

造に大きな違いはなく，高い剛性を有するためにケーシング定着

部に荷重がかかる構造となっている。 

そのため，取付ボルト及び基礎ボルトが評価上厳しい部位とな

ることから，取付ボルト及び基礎ボルトを支持脚の評価として代

替する。 

 

No.Ⅲ：摺動部 

摺動部の損傷の観点から，遠心式ポンプの検討において，ケー

シングがローターと接触して損傷するライナーリング部(摺動

部)の評価を行うのと同様に，スクリュー式ポンプにおいても摺

動部の検討を行い，動的機能維持評価の基本評価項目として以下

のとおり選定する。 

スクリュー式ポンプの摺動部であるスクリュー部は剛性が高

く，地震応答増幅が小さいため，動的機能評価上重要な部分の地

震荷重は通常運転荷重に比べて十分小さいと考えられる。また，

スリーブ部については，剛性の高いケーシング部に設置されてお

り，有意な変形が生じることはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 
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主ねじ又は従ねじについては，損傷によってスリーブ部と接触

することで回転機能及び輸送機能が喪失に至ることが考えられる

ため，動的機能維持の評価項目として選定する。 

 

④ 軸系の評価 

スクリュー式ポンプは主ねじ及び従ねじを有する構造であり，

一軸構造の遠心式ポンプとは軸の構造が異なるが，軸系の損傷に

よってポンプとしての機能を喪失することは同様である。 

 

 

 

このため，スクリュー式ポンプにおいても，遠心式ポンプと同

様に，軸損傷が発生しないことを確認するため，軸系の評価を動

的機能維持の評価項目として選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 逃がし弁の評価 

逃がし弁はばね式であり，フランジ部の構造評価に対する確認

も含め，弁に作用する最大加速度が，安全弁の動的機能維持確認

済加速度以下であることを確認する。 

 

 

 

⑦ メカニカルシール 

メカニカルシールは，高い剛性を有するケーシングに固定され

ており，地震時に有意な変位が生じない。また軸封部は軸受近傍

に位置し，軸は地震時でも軸受で支持されており，有意な変位は

生じることはなく，軸封部との接触は生じないため，計算書の対

象外とする。 

 

スクリュー部を構成する主ねじ又は従ねじについては，損傷に

よってスリーブと接触することで，回転機能及び移送機能が喪失

に至ることが考えられるため，摺動部を動的機能維持評価の基本

評価項目として選定する。 

No.Ⅳ：軸系 

スクリュー式ポンプは主ねじ及び従ねじを有する構造であり，

遠心式ポンプは一軸構造，ギヤ式ポンプは主軸及び従動軸からな

る二軸構造となっている。各ポンプによって軸構造は異なるが，

軸系の損傷によってポンプとしての機能を喪失することは同様

である。 

 

そのため，軸損傷が発生しないことを確認するために，軸系を

動的機能維持評価の基本評価項目として選定する。 

   

 

No.Ⅴ：逃がし弁フランジ部（漏えい防止） 

逃がし弁フランジ部については，地震によりポンプケーシング

の応答が増大すると，フランジ部に変形が生じて内部流体の漏え

いに至り，ポンプとしての機能に影響を与えることから，逃がし

弁フランジ部（漏えい防止）を動的機能維持の基本評価項目とし

て選定し，フランジ部の構造評価を実施する。 

   

No.Ⅵ：逃がし弁（移送機能） 

スクリュー式ポンプは，ギヤ式ポンプと同様に逃がし弁が設置

されており，誤作動すれば移送機能に影響を与えることから，逃

がし弁（移送機能）を動的機能維持評価の基本評価項目として選

定する。評価においては，弁に作用する最大加速度が，安全弁の

機能維持確認済加速度以下であることを確認する。 

 

No.Ⅶ：メカニカルシール 

メカニカルシールは，高い剛性を有するケーシングに固定され

ており，地震時に有意な変位が生じない。また軸封部は軸受近傍

に位置し，軸は地震時でも軸受で支持されており，有意な変位は

生じることはなく，軸封部との接触は生じないため，メカニカル

シールは動的機能維持評価の対象外とする。 

 

スクリュー部を構成する主ねじ又は従ねじについては，損傷に

よってスリーブと接触することで，回転機能及び移送機能が喪失

に至ることが考えられるため，摺動部を動的機能維持評価の基本

評価項目として選定する。 

No.Ⅳ：軸系 

スクリュー式ポンプは主ねじ及び従ねじを有する構造であり，

遠心式ポンプは一軸構造，ギヤ式ポンプは主軸及び従動軸からな

る二軸構造となっている。各ポンプによって軸構造は異なるが，

軸系の損傷によってポンプとしての機能を喪失することは同様

である。 

 

そのため，軸損傷が発生しないことを確認するために，軸系を

動的機能維持評価の基本評価項目として選定する。 

 

 

No.Ⅴ：逃がし弁フランジ部（漏えい防止） 

逃がし弁フランジ部については，地震によりポンプケーシング

の応答が増大すると，フランジ部に変形が生じて内部流体の漏え

いに至り，ポンプとしての機能に影響を与えることから，逃がし

弁フランジ部(漏えい防止)を動的機能維持の基本評価項目とし

て選定し，フランジ部の構造評価を実施する。 

 

No.Ⅵ:逃がし弁（移送機能） 

スクリュー式ポンプは，ギヤ式ポンプと同様に逃がし弁が設置

されており，誤作動すれば移送機能に影響を与えることから，逃

がし弁(移送機能)を動的機能維持評価の基本評価項目として選

定する。評価においては，弁に作用する最大加速度が，安全弁の

機能確認済加速度以下であることを確認する。 

 

No.Ⅶ：メカニカルシール 

メカニカルシールは，高い剛性を有するケーシングに固定され

ており，地震時に有意な変位が生じない。また軸封部は軸受近傍

に位置し，軸は地震時でも軸受で支持されており，有意な変位は

生じることはなく，軸封部との接触は生じないため，メカニカル

シールは動的機能維持評価の対象外とする。 
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⑧ 軸受の評価 

ポンプにおいて，軸受の役割は回転機能の保持であり，その役

割はスクリュー式ポンプも遠心式ポンプも同じである。当該軸受

が損傷することにより，ポンプの機能喪失につながるため，動的

機能維持の評価項目として選定する。また，評価においては発生

する荷重としてスラスト方向及びラジアル方向の荷重を考慮して

評価を行う。 

 

⑨ 電動機の評価 

スクリュー式ポンプの電動機は横向きに設置されるころがり軸

受を使用する電動機であり，耐特委（ＪＥＡＧ4601）で検討され

ている横型ころがり軸受電動機の適用範囲内であることから，動

的機能維持済加速度との比較により評価を行う。 

 

 

 

⑩ 軸継手の評価 

スクリュー式ポンプは，遠心式ポンプと同様に，軸受でスラス

ト荷重を受け持つこと及びフレキシブルカップリングを採用して

いることから，軸継手にはスラスト荷重による有意な応力が発生

しないため，計算書の評価対象外とする。 

 

 

⑪ ケーシングノズルの評価 

スクリュー式ポンプのケーシングノズル部は，遠心式ポンプと

同様に，ポンプケーシングと配管の接続部であるが，ノズル出入

口配管のサポートについて適切に配管設計することで，ノズル部

に過大な配管荷重が伝わらないため，計算書の評価対象外とする。 

 

 

 

No.Ⅷ：軸受 

ポンプにおける軸受の役割は回転機能の保持であり，その役割

はスクリュー式ポンプも参考とする遠心式及びギヤ式ポンプも

同じである。軸受が損傷すると，ポンプの機能喪失につながるこ

とから，軸受は動的機能維持評価の基本評価項目として選定す

る。また，評価においては発生する荷重として，スラスト方向及

びラジアル方向の荷重を考慮して評価を行う。 

 

No.Ⅸ：電動機 

スクリュー式ポンプの電動機は，横向きに設置されるころがり

軸受を使用する電動機であり，その構造は耐特委（JEAG4601）で

検討されている横形ころがり軸受電動機の適用範囲内である。 

 

そのため，電動機を動的機能維持評価の基本評価項目として選

定し，機能維持確認済加速度との比較により評価を行う。 

 

No.Ⅹ：軸継手 

スクリュー式ポンプは遠心式及びギヤ式ポンプと同様に，軸受

でスラスト荷重を受け持つこと及びフレキシブルカップリング

を採用しており，軸継手にはスラスト荷重による有意な応力が発

生しない構造となっている。 

よって，軸継手は動的機能維持評価の対象外とする。 

 

No.XI：ケーシングノズル 

スクリュー式ポンプのケーシングノズル部は，遠心式及びギヤ

式ポンプと同様に，ポンプケーシングと配管の接続部であるが，

ノズル出入口配管のサポートについて適切に配管設計すること

で，ノズル部に過大な配管荷重が伝わらないようにすることが可

能である。 

よって，ケーシングノズルは動的機能維持評価の対象外とす

る。 

 

 

No.Ⅷ：軸受 

ポンプにおける軸受の役割は回転機能の保持であり，その役割

はスクリュー式ポンプと参考とする遠心式及びギヤ式ポンプで

同じである。軸受が損傷すると，ポンプの機能喪失につながるこ

とから，軸受は動的機能維持評価の基本評価項目として選定す

る。また，評価においては発生する荷重として，スラスト方向及

びラジアル方向の荷重を考慮して評価を行う。 

 

No.Ⅸ:電動機 

スクリュー式ポンプの電動機は，横向きに設置されるころがり

軸受を使用する電動機であり，その構造は耐特委(ＪＥＡＧ４６

０１)で検討されている横型ころがり軸受電動機の適用範囲内で

ある。 

そのため，電動機を動的機能維持評価の基本評価項目として選

定し，機能確認済加速度との比較により評価を行う。 

 

No.X:軸継手 

スクリュー式ポンプは遠心式及びギヤ式ポンプと同様に，軸受

でスラスト荷重を受け持つこと及びフレキシブルカップリング

を採用しており，軸継手にはスラスト荷重による有意な応力が発

生しない構造となっている。 

よって，軸継手は動的機能維持評価の対象外とする。 

 

No.Ⅺ:ケーシングノズル 

スクリュー式ポンプのケーシングノズル部は，遠心式及びギヤ

式ポンプと同様に，ポンプケーシングと配管の接続部であるが，

ノズル出入口配管のサポートについて適切に配管設計すること

で，ノズル部に過大な配管荷重が伝わらないようにすることが可

能である。 

よって，ケーシングノズルは動的機能維持評価の対象外とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

 

 

・対象設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 
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以上から，スクリュー式ポンプにおいて抽出される動的機能維

持の評価項目のうち，計算書の評価対象とするものは以下の通り

である。 

・基礎ボルト及び取付ボルトの評価 

・摺動部（軸系）の評価 

・軸系としてねじの評価 

・逃がし弁の評価 

・軸受の評価 

・電動機の評価 

 

(b) ギヤ式ポンプの評価項目の検討 

ギヤ式ポンプの要因分析結果について，耐特委における遠心式

ポンプの要因分析結果と同様に整理した結果，ギヤ式ポンプの評

価項目は，遠心式ポンプとほぼ同様となる。ギヤ式ポンプの動的

機能維持の評価項目の抽出にあたり，遠心式ポンプの耐特委にお

ける評価項目に加え，構造の差異により抽出されたギヤ式ポンプ

の評価項目を加えて検討を行う。なお，構造の差異として抽出さ

れた評価項目は下記の通りである。 

・逃がし弁（遠心式ポンプの評価項目になくギヤ式ポンプのみで

抽出） 

・摺動部（ギヤ式ポンプと遠心式ポンプの両方で抽出された評価

項目であるが，構成部品が異なる。） 

・メカニカルシール（ギヤ式ポンプの評価項目になく遠心式ポン

プのみで抽出） 

 

・軸冷却水配管（ギヤ式ポンプの評価項目になく遠心式ポンプの

みで抽出） 

耐特委で検討された遠心式ポンプは，大型のポンプであり軸受

としてすべり軸受を採用していることから，軸受の冷却が必要と

なる。このため，地震により軸冷却水配管の損傷に至ればポンプ

の機能維持に影響を及ぼすため，軸冷却水配管を評価項目として

抽出している。 

一方でスクリュー式ポンプの標準設計として，軸冷却水配管を

有していない。軸冷却水配管は軸受の冷却のため設置されるが，

スクリュー式ポンプの軸受は内部流体で冷却が可能であるため，

軸冷却水配管は設置されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.XII：軸冷却水配管 

耐特委で検討された遠心式ポンプは大型のポンプであり，軸受

としてすべり軸受を採用していることから，軸受の冷却が必要と

なる。このため，地震により軸冷却水配管の損傷に至ればポンプ

の機能維持に影響を及ぼすため，基本評価項目としている。 

 

 

一方，スクリュー式ポンプの軸受は内部流体で冷却が可能であ

るため，軸冷却水配管は有していないことから，軸冷却水配管は

動的機能維持評価の対象外とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№Ⅻ：軸冷却水配管 

耐特委で検討された遠心式ポンプは大型のポンプであり，軸受

としてすべり軸受を採用していることから，軸受の冷却が必要と

なる。このため，地震により軸冷却水配管の損傷に至ればポンプ

の機能維持に影響を及ぼすため，基本評価項目としている。 

 

 

一方，スクリュー式ポンプの軸受は内部流体で冷却が可能であ

るため，軸冷却水配管は有していないことから，軸冷却水配管は

動的機能維持評価の対象外とする。 
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また，ギヤ式ポンプは軸封部の標準設計としてオイルシールを

採用している（第 10 図参照）。オイルシールはケーシングと軸受

（ブッシング）で形成される隙間部に挿入される形態で取り付け

られており,オイルシールとブッシングの間には隙間がある構造

であるため，地震荷重は軸受（ブッシング）を通してケーシング

に伝達されることから，ケーシングと軸受（ブッシング）が健全

であれば，オイルシールが損傷することはないことから，地震時

異常要因分析による評価項目に選定されていない。 

 

 

第 10図 ギヤ式ポンプの標準的な構造概要図 

 

  ・設備構成の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 
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① 基礎ボルト（取付ボルトを含む）の評価 

ギヤ式ポンプは遠心式ポンプと同様に，基礎ボルトで固定され

た架台の上に，駆動機器及び被駆動機器が取付ボルトに設置され

ており，地震時に有意な荷重がかかることから動的機能維持の評

価項目として選定する。 

②③④ 摺動部の評価 

摺動部の損傷の観点より，遠心式ポンプの検討におけるケーシ

ングと接触して損傷するライナーリング部の評価を行うのと同様

に，ギヤ式ポンプにおける評価項目を以下のとおり選定する。 

ギヤ式ポンプのギヤ部は，構造が非常に剛であり，地震応答増

幅が小さく動的機能評価上重要な部分の地震荷重が通常運転荷重

に比べて十分小さいと考えられる。また，ケーシングについては，

横形ポンプと同様に耐圧構造であり，使用圧力に耐えられる強度

の肉厚を有している。 

主軸又は従動軸については，損傷によってギヤがケーシングと

接触することで回転機能及び輸送機能が喪失に至ることが考えら

れる。主軸の重量は，従動軸の重量に比べ大きく，軸を支持する

距離は双方の軸で同じであるため，評価項目は，主軸（ギヤ部）

を対象として行う。 

② 主軸の評価 

ギヤ式ポンプは二軸（主軸及び従動軸）構造であり，一軸構造

の横形ポンプとは軸の構造が異なるが，主軸の重量は，従動軸に

比べ大きく，軸を支持する距離は双方の軸で同じであるため，主

軸の健全性確認を行うことによって，一軸構造の横形ポンプと同

様の見解が適用できるものである。そのため，ギヤ式ポンプにお

いても，遠心式ポンプと同様に，軸損傷が発生しないことを確認

するため，主軸の評価を動的機能維持の評価項目として選定する。 

⑤ 軸受の評価 

ポンプにおいて，軸受の役割は「回転機能の保持」であり，そ

の役割は遠心ポンプもギヤ式ポンプも同じである。 

当該軸受が損傷することにより，ポンプの機能喪失につながる

ため，動的機能維持の評価項目として選定する。また，評価にお

いては発生する荷重としてスラスト方向及びラジアル方向の荷重

を考慮して評価を行う。 

 

  ・設備構成の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 
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なお，遠心式ポンプは「ころがり軸受」を用いており，「回転機

能の保持」という役割を果たすために，ベアリング内外輪間に鋼

球を装備した回転機構を有する構造となっている。 

一方，ギヤ式ポンプは「ブッシング」を用いており，「ころがり

軸受」と同様に「回転機能の保持」という役割を果たすために，

軸とブッシング間に形成された油膜によるスベリ支持を有する構

造となっている。 

⑥ 電動機の評価 

ギヤ式ポンプの電動機は横向きに設置されるころがり軸受を使

用する電動機であり，耐特委（ＪＥＡＧ4601）で検討されている

横型ころがり軸受電動機の適用範囲内であることから，動的機能

維持済加速度との比較により評価を行う。 

⑦ 軸継手の評価 

ギヤ式ポンプは，遠心式ポンプと同様に，軸受でスラスト荷重

を受け持つこと及びフレキシブルカップリングを採用しているこ

とから，軸継手にはスラスト荷重による有意な応力が発生しない

ため，計算書の評価対象外とする。 

⑧ ケーシングノズルの評価 

ギヤ式ポンプのケーシングノズル部は，遠心式ポンプと同様に，

機器と配管の接続部であるが，ノズル出入口配管のサポートにつ

いて適切に配管設計することで，ノズル部に過大な配管荷重が伝

わらないため，計算書の評価対象外とする。 

⑨ 逃がし弁の評価 

逃がし弁はばね式であるため，弁に作用する最大加速度が，安

全弁の動的機能維持確認済加速度以下であることを確認する。 

 

以上から，ギヤ式ポンプにおいて抽出される動的機能維持の評価

項目のうち，計算書の評価対象とするものは以下の通りである。 

・基礎ボルト（取付ボルトを含む）の評価 

・主軸（ギヤ部）の評価 

・主軸の評価 

・軸受の評価 

・電動機の評価 

・逃がし弁の評価 

 

  ・設備構成の相違 

【東海第二】 

 ⑤の相違 
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(3) まとめ 

 

新たな検討が必要な設備について，地震時要因分析を行い，基

本的な機構造が類似している機種／型式に対する耐特委での検討

を参考に，型式による構造の違いを踏まえた上で地震時異常要因

分析を行い，評価項目の抽出を行った。 

 

 

 

 

 

 また，耐特委における遠心式ポンプの評価項目に対して，スク

リュー式ポンプ及びギヤ式ポンプは，一部構造の異なる部位があ

るが，これら部位に対する評価方法については，耐特委で検討さ

れた遠心式ポンプにおける評価手法と同様であること，既往の評

価方法を踏まえて実施が可能であることから，耐特委の検討をも

とに参考とする遠心式ポンプをベースとした評価は可能であると

考える。 

 

 

 

 

4.7 まとめ 

女川２号炉における規格適用外の動的機能維持が必要な設備

のうち，新たな検討が必要な設備であるスクリュー式ポンプにつ

いて，基本的な構造が類似している耐特委での遠心式ポンプ及び

電共研でのギヤ式ポンプにおける検討結果を参考に，型式による

構造の違いを踏まえた上で地震時異常要因分析を行い，動的機能

維持を確認するための基本評価項目の抽出を行った。 

その結果，スクリュー式ポンプの基本評価項目は，参考とした

遠心式ポンプ及びギヤ式ポンプとの構造の違いにより一部の評

価項目は異なるが，ほぼ同様となった。また，参考とするポンプ

との構造及び評価項目の差異を踏まえ，基本評価項目について，

女川２号炉のスクリュー式ポンプにおける動的機能維持評価の

基本評価項目についての検討した結果，評価項目が異なる部位に

対する評価方法は同様であり，既往の評価手法を踏まえた詳細評

価が可能であると考えられる。 

 

 

 

以上の検討結果から，女川２号炉のスクリュー式ポンプにおけ

る動的機能維持評価の基本評価項目については，第 4.7-1表のと

おりに整理し，抽出された基本評価項目に対して，耐震計算を実

施する。 

 

4.2.6 スクリュー式ポンプの動的機能維持評価項目の検討結果 

島根２号炉における規格適用外の動的機能維持が必要な設備

のうち，新たな検討が必要な設備であるスクリュー式ポンプにつ

いて，基本的な構造が類似している耐特委での遠心式ポンプ及び

電共研でのギヤ式ポンプにおける検討結果を参考に，形式による

構造の違いを踏まえた上で地震時異常要因分析を行い，動的機能

維持を確認するための基本評価項目の抽出を行った。 

その結果，スクリュー式ポンプの基本評価項目は，参考とした

遠心式ポンプ及びギヤ式ポンプとの構造の違いにより一部の評

価項目は異なるが，ほぼ同様となった。また，参考とするポンプ

との構造及び評価項目の差異を踏まえ，基本評価項目について，

島根２号炉のスクリュー式ポンプにおける動的機能維持評価の

基本評価項目について検討した結果，評価項目が異なる部位に対

する評価方法は同様であり，既往の評価手法を踏まえた詳細評価

が可能であると考えられる。 

 

 

 

以上の検討結果から，島根２号炉のスクリュー式ポンプにおけ

る動的機能維持評価の基本評価項目については，第 4.2.6－1 表

のとおりに整理し，抽出された基本評価項目に対して，耐震計算

を実施する。 
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第 4.7-1表 女川２号炉のスクリュー式ポンプにおける 

動的機能維持評価の基本評価項目の検討結果 

 

 

 

 

第 4.2.6－1表 島根２号炉のスクリュー式ポンプにおける 

動的機能維持評価の基本評価項目の検討結果 

 

 

 

 

 

 

○：評価対象（計算書対象），－：対象外 

№ 
既往知見における 

基本評価項目 

スクリュー式ポンプにおける

動的機能維持評価の基本評価

項目 

主な理由 

Ⅰ 
基礎ボルト 

（取付ボルト含む） 
○ 損傷によりポンプ機能喪失 

Ⅱ 支持脚 － 基礎ボルトにて代替評価 

Ⅲ 摺動部 ○ 損傷によりポンプ機能喪失 

Ⅳ 軸系 ○ 損傷によりポンプ機能喪失 

Ⅴ 
逃がし弁フランジ部 

（漏えい防止） 
○ 損傷によりポンプ機能喪失 

Ⅵ 
逃がし弁 

（移送機能） 
○ 

誤動作によりポンプ機能喪

失 

Ⅶ メカニカルシール － 
地震により損傷しないため

評価不要 

Ⅷ 軸受 ○ 損傷によりポンプ機能喪失 

Ⅸ 電動機 ○ 損傷によりポンプ機能喪失 

Ⅹ 軸継手 － 
地震により損傷しないため

評価不要 

XI ケーシングノズル － 
配管設計により対応可能な

ため評価不要 

XII 軸冷却水配管  
構造上，存在しないため評

価不要 
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  4.3 ガスタービン発電機に対する検討 

4.3.1 検討対象設備の概要 

ガスタービン発電機は，その作動原理・構造から異常要因分析

や基本評価項目の抽出が可能であり，分析や項目の抽出において

参考とする類似機器の検討事例があることから，解析による評価

を実施する。地震時異常要因分析を検討するに当たり，第 4.3.1

－1 表に新たな検討が必要な設備及び参考とする機種／形式を示

すとともに，第 4.3.1－1 図，第 4.3.1－2 図及び第 4.3.1－3 図

に今回工認において新たな検討が必要な設備として抽出された

ガスタービン発電機，参考とする耐特委で検討された非常用ディ

ーゼル発電機及びポンプ駆動用タービンの構造概要図を示す。 

ガスタービン発電機は第 4.3.1－1 図に示すように，同一の台

板上にガスタービンと発電機が据え付けられた構造となってい

る。ガスタービンと発電機は，軸継手によって連結されており，

ガスタービンによって出力軸を回転させ，軸継手を介して発電機

回転子を回転させて発電を行っている。ガスタービン発電機に

は，運転に必要な空気の取り込み，排出を行うために，伸縮継手

を介して専用のダクト（吸排気設備）を設けている。 

 

 

第 4.3.1－1表 新たな検討が必要な設備において参考とする 

機種／形式 

 

 

 

 

・新たな検討が必要な

設備の相違 

【東海第二，女川 2】 

①の相違 

 

新たな検討が必要な設備 参考とする 

機種／形式 設備名 機種／形式 

ガスタービン発電機 
ガスタービン発電機

／機関本体 

非常用ディーゼル発電機／

機関本体 

ポンプ駆動用タービン／ 

ＡＦＷＰ用 
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第 4.3.1－1図 ガスタービン発電機構造概要図 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違

4条-別紙15-38



 

東海第二発電所（2018.9.18版） 女川原子力発電所 2号炉（2020.2.7版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

   

 

第 4.3.1－2図 非常用ディーゼル発電機構造概要図 

 

 

 

第 4.3.1－3図 ポンプ駆動用タービン（ＡＦＷＰ用） 

構造概要図 

 

・新たな検討が必要な

設備の相違 

【東海第二，女川 2】 

①の相違 
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  ガスタービン発電機の動的機能維持評価において参考とする

非常用ディーゼル発電機及びポンプ駆動用タービンについて，ガ

スタービンとの類似性を以下に示す。 

 

(1)非常用ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル発電機とガスタービン発電機は機関の構造

は異なるが，動力機関と発電機及び付帯設備からなる非常用発電

機という点で類似な設備であり，系統構成が同等である。各構成

設備においても，その機能・作動原理から類似といえる機器が存

在する。以下に，類似性を有する構成機器及びその根拠を示す。 

 

ａ．ガスタービン（機関） 

非常用ディーゼル発電機の過給機と以下の点において類似性

を有する。 

非常用ディーゼル発電機の過給機とガスタービン（機関）の構

造比較を第 4.3.1－4 図に示す。非常用ディーゼル発電機の過給

機とガスタービン（機関）は，共に昇圧した燃焼用空気を機関に

送気する機能を有したターボ機械である。過給機は，燃焼後の排

気ガスにて動力を得るための軸流型タービンと燃焼用空気を過

給するためのインペラ型圧縮機を一軸上に配した回転軸を 2つの

軸受で支持した構造である。一方，ガスタービン（機関）も圧縮

機とタービンを一軸上の回転軸に配し両端の軸受で支持した構

造である。 

共に高速で回転する回転軸が支持している軸受を介してケー

シング内に内包された構造であり，このケーシングを本体取付面

にボルト結合されている点で類似の構造である。また，共に回転

軸は常用の回転速度において固有振動数が危険速度と一致しな

いように離調されており，この軸振動特性を確保するために回転

軸のみならず軸受及びこれを支えるケーシングに対しても変形

を抑制する高い剛性が要求されている。このように，機関全体が

高い剛性を有しており，振動特性の観点からも両者は類似してい

る。 

 

 

・新たな検討が必要な

設備の相違 

【東海第二，女川 2】 

①の相違 
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  ｂ．ガスタービン（減速機） 

非常用ディーゼル発電機のギヤリングと以下の点において類

似性を有する。 

非常用ディーゼル発電機のギヤリングとガスタービン（減速

機）の構造比較を第 4.3.1－5 図に示す。非常用ディーゼル発電

機のギヤリングは，クランクの回転より得た動力をクランクギ

ヤ，アイドルギヤ，及びカムギヤ等で構成された歯車機構を介し

て燃料噴射系及び排気動弁系の機器を駆動させるカムへ伝達す

る機能を有している。一方，ガスタービン（減速機）も遊星歯車

等の歯車で構成された歯車機構を介してガスタービン（機関）主

軸より得た動力を適切な回転速度に減速調整して出力軸より発

電機へ伝達する機能を有しており，類似の動力伝達の機能を有し

た機器である。また，共に回転する歯車軸が軸受を介してケーシ

ング内に内包された構造であり，このケーシングを台板にボルト

結合されている点で類似の構造を有している。 

また，動力伝達時に歯車同士が噛み合うことで生じる反力を歯

車軸で受けながら円滑な回転を確保するために，歯車軸をはじ

め，軸受及びこれを支えるケーシングに対しても変形を抑制する

高い剛性が要求されている。このように，機関全体が高い剛性を

有しており，振動特性の観点からも類似性を有している。 

 

ｃ．ガスタービン付きポンプ（主燃料油ポンプ，潤滑油ポンプ） 

非常用ディーゼル発電機の潤滑油ポンプと以下の点において

類似性を有する。 

非常用ディーゼル発電機の潤滑油ポンプとガスタービン付き

ポンプ（主燃料油ポンプ，潤滑油ポンプ）の構造比較を第 4.3.1

－6 図に示す。非常用ディーゼル発電機の潤滑油ポンプは，機関

各部へ潤滑油を供給するため，機関本体に付属して回転するクラ

ンク軸（クランクギヤ）より歯車を介して動力を得る回転式ポン

プである。一方，ガスタービン付きポンプ（主燃料油ポンプ，潤

滑油ポンプ）も機関各部へ燃料油や潤滑油を供給するため，ガス

タービン（減速機）に付属して回転する減速機軸より動力を得る

回転式ポンプであり，共に主機関より動力を得て流体を輸送する

ポンプ機能を有する点で類似している。 

 

・新たな検討が必要な

設備の相違 

【東海第二，女川 2】 

①の相違 
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  また，共に流体を押し出す回転部品とケーシングで構成された

単純な構造の機器であり，主機関にボルト結合された支持構造で

あることから，振動特性の観点からも類似性を有している。 

 

ｄ．燃料制御装置（燃料制御ユニット，燃料制御ユニットドライ

バ，燃料供給電磁弁） 

非常用ディーゼル発電機のガバナ及びオーバースピードトリ

ップ装置と以下の点において類似性を有する。 

非常用ディーゼル発電機のガバナは，ディーゼル機関の回転数

を一定に保つために，燃料流量を制御しており，機構は異なるも

のの同様に回転数を一定に保つために燃料流量制御を行うガス

タービンの燃料制御装置と機能面で類似性を有している。 

また，非常用ディーゼル発電機のオーバースピードトリップ装

置とガスタービン発電機の燃料供給電磁弁は，共に過速度トリッ

プ機能として燃料供給制御を行う点で類似性を有している。 

 

 

・新たな検討が必要な

設備の相違 

【東海第二，女川 2】 

①の相違 
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第 4.3.1－4図 非常用ディーゼル発電機の過給機と 

ガスタービン（機関）の比較 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
過
給
機

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
（
機
関
）

類
似
点

・燃焼用空気を機関に送気する機能を有したターボ機械である。

・圧縮機とタービンを一軸上の回転軸に配置し両端の軸受で支持した構造である。

・回転軸がケーシング内に内包されており，ケーシングがボルト結合されている。

・機関全体が高い剛性を有している。

軸受 

インペラ型圧縮機 取付ボルト 軸流型タービン 

軸受 
軸 
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第 4.3.1－5図 非常用ディーゼル発電機のギヤリングと 

ガスタービン（減速機）の比較 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
ギ
ヤ
リ
ン
グ 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
（
減
速
機
） 

類
似
点 

・歯車機構を介して動力を伝達する機能を有する。

・歯車軸がケーシング内に内包されており，ケーシングがボルト結合されている。

・機器全体が高い剛性を有している。

Ａ 

Ａ 

Ａ－Ａ 

カムギヤ 

No.2アイドルギヤ 

No.1アイドルギヤ 

クランクギヤ 

軸 
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第 4.3.1－6図 非常用ディーゼル発電機の潤滑油ポンプと 

ガスタービン付きポンプ（主燃料油ポンプ，潤滑油ポンプ） 

の比較 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
潤
滑
油
ポ
ン
プ

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
付
き
ポ
ン
プ
（
主
燃
料
油
ポ
ン
プ
・
潤
滑
油
ポ
ン
プ
）

類
似
点

・主機関より動力を得て流体を輸送するポンプ機能を有する。

・流体を押し出す回転部品とケーシングで構成された単純な構造の機器である。

・主機関にボルト結合されている。

取付ボルト 

主動軸 

従動軸 

4条-別紙15-45



 

東海第二発電所（2018.9.18版） 女川原子力発電所 2号炉（2020.2.7版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

  (2)ポンプ駆動用タービン 

ポンプ駆動用タービンとガスタービン発電機は，以下の点で類

似性を有するターボ機械である。 

ポンプ駆動用タービンとガスタービン（機関）の構造比較を第

4.3.1－7図に示す。ポンプ駆動用タービンは，駆動用蒸気を動力

とする軸流型タービンとポンプタービンを一軸上に配した回転

軸を複数の軸受で支持した構造である。一方，ガスタービン（機

関）も，圧縮機とタービンからなる一軸の回転軸を両端の軸受で

支持した構造である。共に高速で回転する回転軸を支持する軸受

を介してケーシング内に内包した構造であり，このケーシングを

本体取付面にボルト結合している点で類似の構造を有している。 

また，共に回転軸は常用の回転速度において固有振動数が危険

速度と一致しないように離調されており，この軸振動特性を確保

するために回転軸のみならず軸受，及びこれを支えるケーシング

に対しても変形を抑制する高い剛性が要求されている。このよう

に，回転軸及び関連部位が高い剛性を有しており，振動特性の観

点からも両者は類似している。 

 

・新たな検討が必要な

設備の相違 

【東海第二，女川 2】 

 ①の相違 
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第 4.3.1－7図 ポンプ駆動用タービンとガスタービン（機関）

の比較 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違

ポ
ン
プ
駆
動
用
タ
ー
ビ
ン

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
（
機
関
）

類
似
点

・タービンにより高速で回転する回転軸を有する。

・回転軸がケーシング内に内包されており，ケーシングがボルト結合されている。

・回転軸及び関連部位が高い剛性を有する。

ボール軸受 
（スラスト兼用） 

ローラー軸受 

軸 
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  4.3.2 ガスタービン発電機の動的機能維持評価項目の抽出 

新たな検討が必要な設備であるガスタービン発電機の動的機

能維持評価の評価項目については，耐特委で検討された非常用デ

ィーゼル機関及びポンプ駆動用タービンに対する地震時異常要

因分析による基本評価項目を踏まえた検討を行う。 

ガスタービン発電機における動的機能維持評価のための基本

評価項目の抽出フローを第 4.3.2-1図に示す。 

 

 

第 4.3.2－1図 ガスタービン発電機における 

動的機能維持評価のための基本評価項目の抽出フロー 

 

 

・新たな検討が必要な

設備の相違 

【東海第二，女川 2】 

①の相違 

 

 

ガスタービン発電機の地震時異常要因分析 

に基づいた基本評価項目の抽出 

新たな検討が必要となる設備における 

動的機能維持評価のための評価項目の抽出 

非常用ディーゼル発電機及びポンプ駆動用タービンの 

基本評価項目を踏まえたガスタービン発電機の 

基本評価項目の検討 

抽出された基本評価項目に 

対する耐震計算の実施 

非常用ディーゼル発電機の基本評価項目 

（耐特委での検討結果） 

ポンプ駆動用タービン（ＡＦＷＰ用）の 

基本評価項目 

（耐特委での検討結果） 
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  ガスタービン発電機の動的機能維持を評価する上で，ガスター

ビン及びガスタービン付き機器を対象に評価項目を検討した。 

第 4.3.1－1 図に示すガスタービン発電機のうち，台板等の構

造物は動作を要求される機器ではないため，本検討の対象外とし

た。また，ガスタービン発電機の関連設備として，非常用ディー

ゼル発電機における吸排気設備やデイタンク等と同様に付帯設

備として設置される設備も存在するが，既往の非常用ディーゼル

発電機にて評価手法が確立されているため，本検討の対象外とし

た。発電機については，非常用ディーゼル発電機における発電機

の評価と同様に，基本構造が同一である電動機における機能確認

済加速度との比較により動的機能維持評価を行う。なお，ガスタ

ービンと発電機は，軸継手により連結しているが，それぞれの軸

は機器両端の軸受で支持されており，軸継手には変位吸収が可能

なダイヤフラムカップリングを用いて，軸端の応答が互いに影響

を及ばさない構造となっているため，機器は個別に評価が可能で

ある。 

ガスタービン発電機の異常要因分析図を第 4.3.2－2 図～第

4.3.2－7図に示す。要因分析図に基づき抽出されるガスタービン

の基本評価項目は，第 4.3.2－1 表のとおりである。なお，ガス

タービンの異常要因分析は以下の区分に分類し実施した。 

 

＜異常要因分析の検討区分＞ 

Ⅰ ガスタービン（機関，減速機） 

Ⅱ 出力制御系 

Ⅲ 着火系 

Ⅳ 始動系 

Ⅴ 燃料油系 

Ⅵ 潤滑油系 

 

なお，ガスタービン（機関）等の軸応答過大による軸損傷は，

次の理由により基本評価項目から除外した。 

軸損傷は軸部のケーシングへの接触や破断がその対象となる。

いずれも軸に作用する外力によって軸の変形を伴う事象である

が，構造的な特徴として破断に到る前に軸とケーシングが接触す

る。よって，軸の破断に対する強度評価は軸とケーシングとのク

リアランスを評価することで包絡可能である。 

・新たな検討が必要な

設備の相違 

【東海第二，女川 2】 

①の相違 
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第 4.3.2－2図 異常要因分析図と構造図（ガスタービン） 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違

対　　象 要求機能 要　　因 現　　象 喪 失 機 能

Ⅰ

（回転の継続、
駆動性能の維
持）

（機関回転速度
の減速）

ガスタ-
ビン

ｹｰｼﾝｸﾞ

応答過大

ｹｰｼﾝｸﾞ転倒ﾓｰﾒﾝﾄ過大 取付ﾎﾞﾙﾄ応力過大 取付ﾎﾞﾙﾄ折損

ガスタービン機関

応答過大

ｹｰｼﾝｸﾞ変形過大

軸系

応答過大
軸応答過大

軸・ｹｰｼﾝｸﾞ接触 軸損傷軸変形過大

軸受荷重過大

軸損傷

軸受損傷

取付ﾎﾞﾙﾄ折損ｹｰｼﾝｸﾞ転倒ﾓｰﾒﾝﾄ過大燃焼器応答過大

ｹｰｼﾝｸﾞ

応答過大

ｹｰｼﾝｸﾞ転倒ﾓｰﾒﾝﾄ過大 取付ﾎﾞﾙﾄ応力過大 取付ﾎﾞﾙﾄ折損

ガスタービン減速機

応答過大

ｹｰｼﾝｸﾞ変形過大

軸系

応答過大
軸応答過大

軸・ｹｰｼﾝｸﾞ接触 軸損傷軸変形過大

歯車荷重過大

軸損傷

歯車損傷

軸受荷重過大

取付ﾎﾞﾙﾄ応力過大

機関運転不能

機関運転不能

機関運転不能

機関運転不能

機関運転不能

機関運転不能

機関運転不能

機関運転不能

機関運転不能

軸受損傷 機関運転不能

①

②

②

③

④

⑤

⑥

⑥

⑦

⑧

1-（ⅰ）

1-（ⅲ）

1-（ⅳ）

1-（ⅱ）

2-（ⅰ）

2-（ⅱ）

2-（ⅲ）
2-（ⅳ）
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第 4.3.2－3図 異常要因分析図と構造図（出力制御系） 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違

対　　象 要求機能 要　　因 現　　象 喪 失 機 能注1注2

（機関回転

　速度の制御）

Ⅱ
出力制
御系

燃料制御

ﾕﾆｯﾄ

応答過大

排気温度ｾﾝｻｰ

異常応答

回転速度ｾﾝｻｰ

異常応答

検出異常

検出異常

過速度ﾄﾘｯﾌﾟ誤作動

排気温度高 ﾄﾘｯﾌﾟ誤作動

着火失敗

着火失敗

機関停止

機関停止

機関運転不能

機関停止

機関運転不能

ｹｰｼﾝｸﾞ転倒ﾓｰﾒﾝﾄ過大 取付ﾎﾞﾙﾄ応力過大 機関運転不能

取付ﾎﾞﾙﾄ折損取付ﾎﾞﾙﾄ応力過大 機関運転不能

取付ﾎﾞﾙﾄ折損ｾﾝｻｰ応答過大 取付ﾎﾞﾙﾄ応力過大 機関運転不能

燃料制御ﾕﾆｯﾄ

ﾄﾞﾗｲﾊﾞ

応答過大

弁体損傷

弁体損傷

機関運転不能

機関運転不能燃料制御弁応答過大

機関停止機関回転数乱調 過速度ﾄﾘｯﾌﾟ

取付ﾎﾞﾙﾄ折損

ｹｰｼﾝｸﾞ転倒ﾓｰﾒﾝﾄ過大 取付ﾎﾞﾙﾄ応力過大 機関運転不能取付ﾎﾞﾙﾄ折損

機関回転数乱調 過速度ﾄﾘｯﾌﾟ

取付ﾎﾞﾙﾄ応力過大 機関運転不能取付ﾎﾞﾙﾄ折損燃料油供給

電磁弁

応答過大

ｾﾝｻｰ応答過大

弁体の応答過大

ｹｰｼﾝｸﾞ転倒ﾓｰﾒﾝﾄ過大

電気的特性異変

弁開度乱調

弁開度乱調

3-（ⅰ） 

3-（ⅲ） 

3-（ⅱ） 

3-（ⅰ） 

3-（ⅱ） 

3-（ⅰ） 

3-（ⅲ） 

4-（ⅰ） 

4-（ⅱ） 

5-(ⅰ) 

5-(ⅱ) 

①②

③
④

⑤ ⑥

⑦ ⑧

⑨ ⑩

注１ 機関運転不能：構成機器の損傷や動作不良により運転が不能となる

注２ 機関停止：誤信号によるトリップにより運転が停止する（損傷に至らない）
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第 4.3.2－4図 異常要因分析図と構造図（着火系） 

第 4.3.2－5図 異常要因分析図と構造図（始動系） 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違

対　　象 要求機能 要　　因 現　　象 喪 失 機 能

（始動機能）

Ⅳ
始動系 ｽﾀｰﾀﾓｰﾀ

応答過大

軸受荷重過大

軸応答過大

軸受損傷

軸損傷

ｹｰｼﾝｸﾞ転倒ﾓｰﾒﾝﾄ過大 取付ﾎﾞﾙﾄ応力過大 取付ﾎﾞﾙﾄ折損 機関運転不能

機関運転不能

機関運転不能

8-（ⅰ） 

8-（ⅲ） 

8-（ⅱ） 

①

②

③

対　　象 要求機能 要　　因 現　　象 喪 失 機 能

（始動時の点火）

Ⅲ
着火系 点火ﾌﾟﾗｸﾞ異常応答

点火ﾌﾟﾗｸﾞ動作不良 着火失敗

点火ｴｷｻｲﾀ動作不良

点火ｴｷｻｲﾀ異常応答

着火失敗

機関運転不能

機関運転不能

取付ﾎﾞﾙﾄ折損取付ﾎﾞﾙﾄ応力過大 機関運転不能

取付ﾎﾞﾙﾄ折損取付ﾎﾞﾙﾄ応力過大 機関運転不能

6-（ⅰ） 

6-（ⅱ） 

7-（ⅰ） 

7-（ⅱ） 

①

②

③

④
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第 4.3.2－6図 異常要因分析図と構造図（燃料油系） 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違

対　　象 要求機能 要　　因 現　　象 喪 失 機 能

（燃料油供給機能）

Ⅴ
燃料油
系

主燃料油ﾎﾟﾝﾌﾟ

応答過大
機関運転不能

軸受損傷

軸損傷

燃料噴射不能

機関運転不能

取付ﾎﾞﾙﾄ応答過大 取付ﾎﾞﾙﾄ折損
ｹｰｼﾝｸﾞ転倒

ﾓｰﾒﾝﾄ過大

軸受荷重過大

機関運転不能

軸受損傷

軸損傷

燃料噴射不能

機関運転不能

取付ﾎﾞﾙﾄ応答過大 取付ﾎﾞﾙﾄ折損
ｹｰｼﾝｸﾞ転倒

ﾓｰﾒﾝﾄ過大

軸受荷重過大

軸応答過大

軸応答過大

機関運転不能

軸受損傷

軸損傷

機関運転不能

取付ﾎﾞﾙﾄ応答過大 取付ﾎﾞﾙﾄ折損
ｹｰｼﾝｸﾞ転倒

ﾓｰﾒﾝﾄ過大

軸受荷重過大

軸応答過大

始動用燃料油ﾎﾟﾝﾌﾟ

応答過大

始動用燃料油ﾎﾟﾝﾌﾟ用

ﾓｰﾀ応答過大

9-（ⅰ） 

9-（ⅲ） 

9-（ⅱ） 

10-（ⅰ） 

10-（ⅲ） 

10-（ⅱ） 

11-（ⅰ） 

11-(ⅲ) 

11-(ⅱ) 

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨
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第 4.3.2－7図 異常要因分析図と構造図（潤滑油系） 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違

対　　象 要求機能 要　　因 現　 　象 喪 失 機 能

（潤滑機能）

Ⅵ
潤滑油
系

潤滑油ﾎﾟﾝﾌﾟ

応答過大
機関運転不能

軸受荷重過大 軸受損傷

軸損傷

潤滑油流出

機関運転不能

取付ﾎﾞﾙﾄ応答過大 取付ﾎﾞﾙﾄ折損

ｹｰｼﾝｸﾞ転倒

ﾓｰﾒﾝﾄ過大

軸応答過大

12-（ⅰ） 

12-（ⅲ） 

12-（ⅱ） 

①

②

③
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第 4.3.2－1表 ガスタービン発電機の異常要因分析図から 

抽出した基本評価項目(1/5) 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違

No. 基本評価項目 異常要因 

1-(ⅰ) ケーシング取付ボルト

ガスタービン（機関）の地震応答が過大とな

ると，転倒モーメントによるガスタービン

（機関）の取付ボルトの応力が過大となる。

その結果，取付ボルトが損傷に至り，機関ケ

ーシング部が脱落し，回転の継続及び駆動性

能の維持機能を喪失する。 

1-(ⅱ) 燃焼器取付ボルト 

燃焼器の地震応答が過大となると，転倒モー

メントによる取付ボルトの応力が過大とな

り損傷に至る。その結果，燃焼器が脱落し，

燃焼ガスを保持できなくなり機関の回転の

継続及び駆動性能の維持機能を喪失する。 

1-(ⅲ) 

ガスタービン機関摺動部

（軸とケーシングとのク

リアランス）

ガスタービン（機関）の地震応答が過大とな

ると，回転軸の応答が過大となり，軸部の変

形によりケーシングに付随する静止部と接

触する。その結果，軸部が損傷に至り，回転

の継続及び駆動性能の維持機能を喪失する。

なお，クリアランスを形成する静止部は軸よ

りも外径側にあり，且つ耐圧構造で剛性の高

いケーシングに固定されているため，その変

形量は軽微となる。よって，変形量の評価は

軸のみを対象とする。 

1-(ⅳ) ガスタービン機関軸受 

軸受荷重が過大となり，軸受が損傷すること

により回転の継続及び駆動性能の維持機能

が喪失する。 

2-(ⅰ) 減速機取付ボルト 

ガスタービン全体系の地震応答が過大とな

ると，転倒モーメントによる減速機取付ボル

トの応力が過大となる。その結果，取付ボル

トが損傷に至り，全体系が転倒することで機

関回転速度の減速機能を喪失する。

2-(ⅱ) 
減速機摺動部（軸とケー

シングのクリアランス）

ガスタービン全体系の地震応答が過大とな

ると，回転体である歯車の応答が過大とな

り，歯車軸部の変形によりケーシングと接触

する。その結果，軸が損傷に至り，機関回転

速度の減速機能を喪失する。 
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第 4.3.2－1表 ガスタービン発電機の異常要因分析図から 

抽出した基本評価項目(2/5) 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違

No. 基本評価項目 異常要因 

2-(ⅲ) 減速機歯車 

減速機軸系の地震応答が過大となると，減速

機歯車荷重が過大となる。その結果，歯車が

損傷することで機関回転速度の減速機能を

喪失する。 

2-(ⅳ) 減速機軸受 
軸受荷重が過大となり，軸受が損傷すること

により機関回転速度の減速機能を喪失する。 

3-(ⅰ) 

燃料制御ユニット，燃料

制御ユニットドライバ，

燃料油供給電磁弁 取付

ボルト 

燃料制御ユニット，燃料制御ユニットドライ

バ，燃料油供給電磁弁の地震応答が過大とな

ると，転倒モーメントによる取付ボルトの応

力が過大となる。その結果，取付ボルトが損

傷に至り，脱落することで機関回転速度の制

御機能を喪失する。 

3-(ⅱ) 
燃料制御ユニット，燃料

制御ユニットドライバ  

燃料制御ユニットドライバの地震応答が過

大となると，回路の電気的特性に異変が生

じ，制御信号に乱れが生じる可能性がある。

制御信号の乱れ又は燃料制御ユニットの燃

料制御弁の過大応答により弁開度が乱調し，

適切な燃料投入量が得られなくなることで，

機関回転数の乱調に伴う過速度トリップに

よりガスタービンが停止する。 

3-(ⅲ) 
燃料制御ユニット，燃料

油供給電磁弁 弁体 

燃料制御ユニット，燃料油供給電磁弁の地震

応答が過大となると，弁体の損傷に至り，機

関回転速度の制御機能を喪失する。 

4-(ⅰ) 
回転速度センサー取付ボ

ルト

回転速度センサーの地震応答が過大となる

と，転倒モーメントによる回転速度センサー

の取付ボルトの応力が過大となる。その結

果，取付ボルトが損傷に至り，回転速度セン

サーが脱落すると機関回転速度の制御機能

を喪失する。 

4-(ⅱ) 回転速度センサー 

回転速度センサーの地震応答が過大となる

と，定格運転中は検出異常による過速度トリ

ップの誤作動が発生し，ガスタービンが停止

する可能性がある。また，始動中は燃料制御

異常による着火失敗（機関回転速度の制御機

能の喪失）に至る可能性がある。 
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第 4.3.2－1表 ガスタービン発電機の異常要因分析図から 

抽出した基本評価項目(3/5) 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違

No. 基本評価項目 異常要因 

5-(ⅰ) 
排気温度センサー取付ボ

ルト

排気温度センサーの地震応答が過大となる

と，転倒モーメントによる排気温度センサー

の取付ボルトの応力が過大となる。その結

果，取付ボルトが損傷に至り，排気温度セン

サーが脱落することで，始動中の機関回転速

度の制御機能を喪失する。 

5-(ⅱ) 排気温度センサー 

排気温度センサーの地震応答が過大となる

と，定格運転中は検出異常による排気温度高

トリップの誤作動が発生し，ガスタービンが

停止する可能性がある。また，始動中は燃料

制御異常による着火失敗（機関回転速度の制

御機能の喪失）に至る可能性がある。 

6-(ⅰ) 点火プラグ取付ボルト 

点火プラグの地震応答が過大となると，転倒

モーメントによる点火プラグの取付ボルト

の応力が過大となる。その結果，取付ボルト

が損傷に至り，点火プラグが脱落することで

始動時の点火機能を喪失し，着火失敗に至

る。 

6-(ⅱ) 点火プラグ 

点火プラグの地震応答が過大となることで，

始動時に電気的動作不良が発生すると，点火

機能を喪失し，着火失敗に至る。 

7-(ⅰ) 
点火エキサイタ取付ボル

ト 

点火エキサイタの地震応答が過大となるこ

とで，転倒モーメントによる点火エキサイタ

の取付ボルトの応力が過大となる。その結

果，取付ボルトが損傷に至り，点火エキサイ

タが脱落することで始動時の点火機能を喪

失する。 

7-(ⅱ) 点火エキサイタ 

点火エキサイタの地震応答が過大となるこ

とで，電気的動作不良が発生し，着火失敗に

至る。その結果，始動時の点火機能を喪失す

る。 

8-(ⅰ) 
スタータモータ取付ボル

ト

スタータモータの地震応答が過大となるこ

とで，転倒モーメントによる取付ボルトの応

力が過大となる。その結果，取付ボルトが損

傷に至り，スタータモータが転倒することで

始動機能を機能喪失する。 
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第 4.3.2－1表 ガスタービン発電機の異常要因分析図から 

抽出した基本評価項目(4/5) 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違

No. 基本評価項目 異常要因 

8-(ⅱ) 

スタータモータ摺動部

（軸とケーシングのクリ

アランス）

スタータモータの地震応答が過大となるこ

とで，回転体である軸の応答が過大となり，

軸部の変形によりケーシングと接触する。そ

の結果，軸が損傷に至り，始動機能を喪失す

る。 

8-(ⅲ) スタータモータ軸受
軸受荷重が過大となり，軸受が損傷すること

により始動機能を喪失する。 

9-(ⅰ) 
主燃料油ポンプ取付ボル

ト 

主燃料油ポンプの地震応答が過大となるこ

とで，転倒モーメントによる取付ボルトの応

力が過大となる。その結果，取付ボルトが損

傷に至り，ポンプが脱落することで燃料油供

給機能を喪失する。 

9-(ⅱ) 

主燃料油ポンプ摺動部

（軸とケーシングのクリ

アランス）

主燃料油ポンプの地震応答が過大となるこ

とで，回転軸の応答が過大となり，軸部の変

形によりケーシングと接触する。その結果，

軸が損傷に至り，燃料油供給機能を喪失す

る。 

9-(ⅲ) 主燃料油ポンプ軸受 

主燃料油ポンプの軸受荷重が過大となり，軸

受が損傷することで燃料油供給機能を喪失

する。 

10-(ⅰ) 
始動用燃料油ポンプ取付

ボルト 

始動用燃料油ポンプの地震応答が過大とな

ることで，転倒モーメントによる取付ボルト

の応力が過大となる。その結果，取付ボルト

が損傷に至り，ポンプが転倒することで燃料

油供給機能を喪失する。 

10-(ⅱ) 

始動用燃料油ポンプ摺動

部（軸とケーシングのク

リアランス）

始動用燃料油ポンプの地震応答が過大とな

ることで，回転体軸の応答が過大となり，軸

部の変形によりケーシングと接触する。その

結果，軸が損傷に至り，燃料油供給機能を喪

失する。 

10-(ⅲ) 始動用燃料油ポンプ軸受 

始動用燃料油ポンプの軸受荷重が過大とな

り，軸受が損傷することにより燃料油供給機

能を喪失する。 
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第 4.3.2－1表 ガスタービン発電機の異常要因分析図から 

抽出した基本評価項目(5/5) 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違

No. 基本評価項目 異常要因 

11-(ⅰ) 
始動用燃料油ポンプ用モ

ータ取付ボルト 

始動用燃料油ポンプ用モータの地震応答が

過大となることで，転倒モーメントによる取

付ボルトの応力が過大となる。その結果，取

付ボルトが損傷に至り，転倒することでモー

タの回転機能を喪失し，燃料油供給機能を喪

失する。 

11-(ⅱ) 

始動用燃料油ポンプ用モ

ータ 摺動部（軸とケーシ

ングのクリアランス） 

始動用燃料油ポンプ用モータの地震応答が

過大となることで，回転軸の応答が過大とな

り，軸部の変形によりケーシングと接触す

る。その結果，軸が損傷に至り，モータの回

転機能を喪失し，燃料油供給機能を喪失す

る。 

11-(ⅲ) 
始動用燃料油ポンプ用モ

ータ 軸受 

始動用燃料油ポンプ用モータの軸受荷重が

過大となり，軸受が損傷することによりモー

タの回転機能を喪失し，燃料油供給機能を喪

失する。 

12-(ⅰ) 潤滑油ポンプ取付ボルト 

潤滑油ポンプの地震応答が過大となること

で，転倒モーメントによる取付ボルトの応力

が過大となる。その結果，取付ボルトの損傷

に至り，ポンプが脱落することで，潤滑機能

を喪失する。 

12-(ⅱ) 

潤滑油ポンプ摺動部（軸

とケーシングのクリアラ

ンス）

潤滑油ポンプの地震応答が過大となること

で，回転軸の応答が過大となり，軸部の変形

によりケーシングと接触する。その結果，軸

が損傷に至り，潤滑機能を喪失する。 

12-(ⅲ) 潤滑油ポンプ軸受 
潤滑油ポンプの軸受荷重が過大となり，軸受

が損傷することにより潤滑機能を喪失する。 
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4.3.3 耐特委で検討された非常用ディーゼル発電機の地震時異

常要因分析による基本評価項目 

新たな検討が必要な設備として抽出されたガスタービン発電

機の基本評価項目の検討において，公知化された検討として，参

考とする耐特委での非常用ディーゼル発電機の地震時異常要因

分析図を第 4.3.3－1図～第 4.3.3－6図に，地震時異常要因分析

図から抽出される非常用ディーゼル発電機の基本評価項目とこ

れに対応するガスタービンにおける類似評価項目を第 4.3.3－1

表に示す。 

ガスタービン発電機に属する機器のうち，非常用ディーゼル発

電機と類似性を有する機器については，異常要因分析に基づいて

抽出された評価項目においても類似性を有していることが確認

できる。また，異常要因分析の考え方についても，非常用ディー

ゼル発電機での異常要因分析の手法に倣い，要求機能別の系統構

成に分類した各機器の構造や作動原理から地震時に発生し得る

異常現象を抽出した結果，ガスタービン発電機と非常用ディーゼ

ル発電機の要因分析結果との類似性が確認できる。

以上より，ガスタービン発電機のうち，非常用ディーゼル発電

機と類似性を有する評価項目が網羅的に抽出されていることが

確認された。 

第 4.3.3－1図 非常用ディーゼル発電機の異常要因分析図 

（ディーゼル機関本体） 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違
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第 4.3.3－2図 非常用ディーゼル発電機の異常要因分析図 

（出力制御系） 

第 4.3.3－3図 非常用ディーゼル発電機の異常要因分析図 

（始動空気及び吸排気系） 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違
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第 4.3.3－4図 異常要因分析図（燃料油系） 

第 4.3.3－5図 非常用ディーゼル発電機の異常要因分析図 

（冷却水系） 

第 4.3.3－6図 非常用ディーゼル発電機の異常要因分析図 

（潤滑油系） 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違

4条-別紙15-62



東海第二発電所（2018.9.18版） 女川原子力発電所 2号炉（2020.2.7版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第
4.
3.
3－

1
表
 
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
と
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
の
評
価
項
目
比
較
（
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
本
体
）
 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違

4条-別紙15-63



東海第二発電所（2018.9.18版） 女川原子力発電所 2号炉（2020.2.7版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

4.
3.
3－

1
表
 
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
と
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
の
評
価
項
目
比
較
（
出
力
制
御
系
）
 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違
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4.3.4 耐特委で検討されたポンプ駆動用タービンの地震時異常

要因分析による基本評価項目 

新たな検討が必要な設備として抽出されたガスタービン発電

機の基本評価項目の検討において，公知化された検討として参考

とする耐特委でのポンプ駆動用タービンの地震時異常要因分析

図を第 4.3.4－1 図に，地震時異常要因分析図から抽出されるポ

ンプ駆動用タービン（タービン本体部分）の基本評価項目とこれ

に対応するガスタービン発電機における類似評価項目を第 4.3.4

－1表に示す。 

ガスタービン発電機に属する機器のうちポンプ駆動用タービ

ン（タービン本体部分）と類似性を有する機器については，異常

要因分析に基づいて抽出された評価項目においても類似性を有

していることが確認できる。また，異常要因分析の考え方につい

ても，異常要因分析結果との類似性が確認できる。 

以上より，ガスタービン発電機のうち，ポンプ駆動用タービン

（タービン本体部分）と類似性を有する評価項目が網羅的に抽出

されていることが確認された。 

第 4.3.4－1図 ポンプ駆動用タービンの異常要因分析図 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違
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4.3.5 ガスタービン発電機の基本評価項目の検討 

ガスタービン発電機は高温高圧の燃焼ガスによる熱的荷重，高

速回転による遠心力に十分耐えられる材料，構造，強度を有して

おり，地震加速度による影響は小さいと考えられる。また，島根

２号炉のガスタービンと類似の仕様である米国ＰＷＲ向けガス

タービンに対して加振試験が実施されており，試験では島根２号

炉の機能維持評価用加速度を上回る加速度により健全性が確認

されていることから，前項までの検討結果を踏まえた異常要因分

析図から抽出された基本評価項目に対し，動的機能維持評価にお

ける評価対象部位を選定した。米国ＰＷＲ向けのガスタービン発

電機に対する加振試験について参考資料１に示すとともに，選定

結果を第 4.3.5－1表に示す。 

第 4.3.5－1表 ガスタービンの動的機能維持評価における 

評価対象部位の選定結果(1/7) 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違
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第 4.3.5－1表 ガスタービンの動的機能維持評価における 

評価対象部位の選定結果(2/7) 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違
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第 4.3.5－1表 ガスタービンの動的機能維持評価における 

評価対象部位の選定結果(3/7) 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違
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第 4.3.5－1表 ガスタービンの動的機能維持評価における 

評価対象部位の選定結果(4/7) 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違
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第 4.3.5－1表 ガスタービンの動的機能維持評価における 

評価対象部位の選定結果(5/7) 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違

4条-別紙15-73



東海第二発電所（2018.9.18版） 女川原子力発電所 2号炉（2020.2.7版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第 4.3.5－1表 ガスタービンの動的機能維持評価における 

評価対象部位の選定結果(6/7) 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違
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第 4.3.5－1表 ガスタービンの動的機能維持評価における 

評価対象部位の選定結果(7/7) 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違
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4.3.6 ガスタービン発電機の動的機能維持評価項目の検討結果 

島根２号炉における規格適用外の動的機能維持が必要な設備

のうち，新たな検討が必要な設備であるガスタービンについて，

耐特委での非常用ディーゼル発電機及びポンプ駆動用タービン

における検討結果を参考に，構造の違いを踏まえた上で地震時異

常要因分析を行い，動的機能維持を確認するための基本評価項目

の抽出を行った。また，抽出した基本評価項目に対し，ガスター

ビン発電機の動的機能維持評価における評価対象部位を選定し

た。 

以上の検討結果から，島根２号炉のガスタービン発電機におけ

る動的機能維持評価の評価項目については第 4.3.6－1 表に整理

し，抽出された評価項目に対して耐震評価を実施する。 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違
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第 4.3.6－1表 島根２号炉のガスタービンにおける動的機能 

維持評価の評価項目の検討結果(1/2) 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違
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第 4.3.6－1表 島根２号炉のガスタービンにおける動的機能 

維持評価の評価項目の検討結果(2/2) 

第 4.3.6－1図 燃料制御ユニット及び燃料制御ユニットドライ

バ加振試験 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違

燃料制御ユニット燃料制御ユニットドライバ

試験装置

ガスタービン発電機
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(2) 詳細検討が必要な設備における動的機能維持の検討方針 

評価用加速度が機能確認済加速度を超えた場合の検討について

は，ＪＥＡＧ4601－1991追補版及び耐特委報告書にて，動的機能

維持評価上必要な基本評価項目が地震時異常要因分析に基づき選

定されている（第 6表）。機能維持評価に当たっては，技術基準規

則解釈等の改正を踏まえて，基本評価項目に対して，必要な評価

項目を選定し，その妥当性を示した上で検討を実施する。 

 

 

 

 

第 6表 各設備における基本評価項目 

 

 

 

 

5. 詳細検討が必要な設備における動的機能維持の検討方針 

評価用加速度が機能確認済加速度を超えた場合の検討につい

ては，JEAG4601及び耐特委報告書にて，動的機能維持の評価上必

要な基本評価項目が地震時異常要因分析に基づき選定されてい

る（第 5-1表）。 

機能維持評価に当たっては，技術基準規則解釈等の改正を踏ま

えて，基本評価項目に対して，必要な評価項目を選定し，その妥

当性を示した上で検討を実施する。 

 

 

 

第 5-1表 各設備における基本評価項目（1/2） 

 

 

 

 

 

5. 詳細検討が必要な設備における動的機能維持の検討方針 

機能維持評価用加速度が機能確認済加速度を超えた場合の検

討については，ＪＥＡＧ４６０１及び耐特委報告書にて，動的機

能維持の評価上必要な基本評価項目が地震時異常要因分析に基

づき選定されている（第 5－1表）。 

機能維持評価に当たっては，技術基準規則解釈等の改正を踏ま

えて，基本評価項目に対して，必要な評価項目を選定し，その妥

当性を示した上で検討を実施する。なお，詳細設計段階において，

弁の応答加速度（機能維持評価用加速度）が機能確認済加速度を

超える場合，ＪＥＡＧ４６０１に基づき詳細検討を実施する。 

 

第 5－1表 各設備における基本評価項目(1/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象設備の相違 

【東海第二，女川 2】 

③の相違 
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第 5-1表 各設備における基本評価項目（2/2） 

 

 

 

 

 

第 5－1表 各設備における基本評価項目(2/2) 

 

 

 

 

・対象設備の相違 

【東海第二，女川 2】 

③の相違 
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6. 加振試験が必要な設備における動的機能維持評価の検討

高圧原子炉代替注水ポンプは，海外メーカー製であり，異常要

因分析や基本評価項目の抽出が容易ではないことから，加振試験

による評価を実施する。高圧原子炉代替注水ポンプの構造概要を

第 6－1図に示すとともに，加振試験の内容を添付資料１に示す。

また，加振試験結果より設定した機能確認済加速度と島根２号炉

高圧原子炉代替注水ポンプの動的機能維持における機能維持評

価用加速度の比較を第 6－1表に示す。 

第 6－1図 高圧原子炉代替注水ポンプの構造概要図 

第 6－1表 島根２号炉高圧原子炉代替注水ポンプ機能維持評価

用加速度と機能確認済加速度の比較 

島根２号炉 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

機能維持評価用加速度注 1

 [G] 

加振試験により確認された 

機能確認済加速度 

 [G] 

水平：0.81 

鉛直：0.58 

注１：機能維持評価用加速度は，暫定値であり今後設計進捗によ

り変更の可能性がある。 

・資料構成の相違

【東海第二，女川 2】 

②の相違
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3. 弁機能維持評価に用いる配管系の応答値について

技術基準規則解釈等の改正を踏まえて，東海第二発電所の配管

系に設置される弁の機能維持評価に適用する加速度値の算定方針

について，規格基準に基づく設計手順を整理し，比較することに

より示す。規格基準に基づく手法としてＪＥＡＧ4601の当該記載

部の抜粋を第 11図に示す。 

(1) 規格基準に基づく設計手順の整理

ＪＥＡＧ4601において，弁の動的機能維持評価に用いる弁駆動

部の応答加速度の算定方針が示されている。 

配管系の固有値が剛と判断される場合は最大加速度（ZPA）を用

いること，また，柔の場合は設計用床応答スペクトルを入力とし

た配管系のスペクトルモーダル解析を行い算出された弁駆動部で

の応答加速度を用いることにより，弁の動的機能維持評価を実施

することとされている。 

(2) 今回工認における東海第二発電所の設計手順

今回工認における東海第二発電所の弁駆動での応答加速度値の

設定は，上記のＪＥＡＧ4601の規定に加えて一定の余裕を見込み

評価を実施する方針とする。 

ａ．剛の場合 

配管系が剛な場合は，最大加速度に一定の余裕を考慮し 1.2 倍

した値(1.2ZPA)を用いて弁駆動部の応答加速度を算出し，機能維

持評価を実施する。 

ｂ．柔の場合 

配管系の固有値が柔の場合は，ＪＥＡＧ4601の手順と同様にス

ペクトルモーダル解析を行い弁駆動部の応答加速度を算出した値

に加えて，剛領域の振動モードの影響を考慮する観点から 1.2 倍

した最大加速度（1.2ZPA）による弁駆動部の応答加速度を算定し，

何れか大きい加速度を用いて機能維持評価を行う方針とする。 

6．弁の機能維持評価に用いる配管系の応答値について 

技術基準規則解釈等の改正を踏まえて，女川２号炉の配管系に

設置される弁の機能維持評価に適用する加速度値の算定方針に

ついて，規格基準に基づく設計手順を整理し，比較することによ

り示す。規格基準に基づく手法として JEAG4601 の当該記載部の

抜粋を第 6-1図に示す。 

（1）規格基準に基づく設計手順の整理 

JEAG4601において，弁の動的機能維持評価に用いる弁駆動部の

応答加速度の算定方針が示されている。配管系の固有値が剛と判

断される場合は最大加速度（ZPA）を用いること，また，柔の場

合は設計用床応答スペクトルを入力とした配管系のスペクトル

モーダル解析を行い，算出された弁駆動部での応答加速度を用い

ることにより，弁の動的機能維持評価を実施することとされてい

る。 

（2）今回工認における女川２号炉の設計手順 

今回工認における女川２号炉の弁駆動部での応答加速度値の設

定は，上記 JEAG4601の規定に加えて，一定の余裕を見込み評価

を実施する方針とする。 

ａ．剛の場合 

配管系が剛な場合は，最大加速度に一定の余裕を考慮し，1.2

倍した値(1.2ZPA)を用いて弁駆動部の応答加速度を算出し，機能

維持評価を実施する。 

ｂ．柔の場合 

配管系の固有値が柔の場合は，JEAG4601の手順と同様にスペク

トルモーダル解析を行い，弁駆動部の応答加速度を算出した値に

加えて，剛領域の振動モードの影響を考慮する観点から 1.2倍し

た最大加速度（1.2ZPA）による弁駆動部の応答加速度を算定し，

いずれか大きい加速度を用いて機能維持評価を行う方針とする。 

7. 弁の動的機能維持評価に用いる配管系の応答値について

技術基準規則解釈等の改正を踏まえて，島根２号炉の配管系に

設置される弁の機能維持評価に適用する加速度値の算定方針に

ついて，規格基準に基づく設計手順を整理し，比較することによ

り示す。規格基準に基づく手法としてＪＥＡＧ４６０１の当該記

載部の抜粋を第 7－1図に示す。 

(1) 規格基準に基づく設計手順の整理

ＪＥＡＧ４６０１において，弁の動的機能維持評価に用いる弁

駆動部の応答加速度の算定方針が示されている。配管系の固有値

が剛と判断される場合は最大加速度（ＺＰＡ）を用いること。ま

た，柔の場合は設計用床応答スペクトルを入力とした配管系のス

ペクトルモーダル解析を行い，算出された弁駆動部での応答加速

度を用いることにより，弁の動的機能維持評価を実施することと

されている。 

(2) 今回工認における島根２号炉の設計手順

今回工認における島根２号炉の弁駆動部での応答加速度値の

設定は，上記ＪＥＡＧ４６０１の規定に加えて，一定の余裕を見

込み評価を実施する方針とする。 

ａ．剛の場合 

配管系が剛な場合は，最大加速度に一定の裕度を考慮し，1.2

倍した値（1.2ＺＰＡ）を弁駆動部の応答加速度を算出し，機能

維持評価を実施する。 

ｂ．柔の場合 

配管系の固有値が柔の場合は，ＪＥＡＧ４６０１の手順と同様

にスペクトルモーダル解析を行い，弁駆動部の応答加速度を算出

した値に加えて，剛領域の振動モードの影響を考慮する観点から

1.2倍した最大加速度（1.2ＺＰＡ）による弁駆動部の応答加速度

を算定し，いずれか大きい加速度を用いて機能維持評価を行う方

針とする。 
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また，弁駆動部の応答加速度の算定に用いる配管系のスペクト

ルモーダル解析において，剛領域の振動モードの影響により応答

加速度の増加が考えられる場合には，剛領域の振動モードの影響

を考慮するため，高周波数域の振動モードまで考慮した地震応答

解析を行う。スペクトルモーダル解析において考慮する高周波数

域の範囲については，応答解析結果を用いた検討を踏まえて決定

する。 

弁の機能維持評価における規格基準に基づく耐震設計手順及び

東海第二発電所の耐震設計手順の比較を第 7表に示す。 

第 7 表に示すとおり，東海第二発電所における弁の機能維持評

価に用いる加速度値としては，規格基準に基づく設定方法に比べ

て一定の裕度を見込んだ値としている。 

第 7表 弁の機能維持評価の耐震設計手順の比較 

また，弁駆動部の応答加速度の算定に用いる配管系のスペクト

ルモーダル解析において，剛領域の振動モードの影響により応答

加速度の増加が考えられる場合には，剛領域の振動モードの影響

を考慮するため，高周波数域の振動モードまで考慮した地震応答

解析を行う。スペクトルモーダル解析において考慮する高周波数

域の範囲については，応答解析結果を用いた検討を踏まえて決定

する。 

弁の機能維持評価における規格基準に基づく耐震設計手順及

び女川２号炉の耐震設計手順の比較を第 6-1表に示す。 

第 6-1表に示すとおり，女川２号炉における弁の機能維持評価に

用いる加速度値としては，規格基準に基づく設定方法に比べて一

定の裕度を見込んだ値としている。 

第 6-1表 弁の機能維持評価の耐震設計手順の比較 

また，弁駆動部の応答加速度の算定に用いる配管系のスペクト

ルモーダル解析において，剛領域の振動モードの影響により応答

加速度の増加が考えられる場合には，剛領域の振動モードの影響

を考慮するため，高周波数域の振動モードまで考慮した地震応答

解析を行う。地震応答解析に用いる 20Hz以上（周期 0.05s以下）

の高振動数領域を考慮した床応答スペクトルは，従来から適用し

ている 20Hz 以下（周期 0.05s 以上）の床応答スペクトルの作成

方法と同様に，建物や連成解析から得られた応答加速度時刻歴を

用いて算出し，周期軸方向に拡幅して設定する。弁の動的機能維

持評価に適用する床応答スペクトルのイメージを第 7－2 図に示

す。 

弁の機能維持評価における規格基準に基づく耐震設計手順及

び島根２号炉の耐震設計手順の比較を第 7－1表に示す。 

第 7－1 表に示すとおり，島根２号炉における弁の機能維持評

価に用いる加速度値としては，規格基準に基づく設定方法に比べ

て一定の裕度を見込んだ値としている。 

第 7－1表 弁の動的機能維持評価の耐震設計手順の比較 

・記載の充実

【東海第二，女川 2】 

島根２号炉では，ス

ペクトルモーダル解析

に用いる床応答スペク

トルについて記載して

いる 

配管系の 

固有値 
ＪＥＡＧ４６０１ 島根２号炉 

剛の場合 最大応答加速度（1.0ＺＰＡ）を適用す

る。 

最大応答加速度を 1.2 倍した値（1.2

ＺＰＡ）を適用する。 

柔の場合 スペクトルモーダル解析により算出し

た弁駆動部の応答を適用する。 

スペクトルモーダル解析により算出し

た弁駆動部の応答注１又は最大応答加

速度を 1.2倍した値（1.2ＺＰＡ）のい

ずれか大きい方を適用する。 

注１：高周波数領域の振動モードまで考慮した地震応答解析を行う。 
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第 11図 ＪＥＡＧ4601（1991）の抜粋 第 6-1図 JEAG4601（1991）の抜粋 第 7－1図 ＪＥＡＧ４６０１-1991抜粋 

第 7－2図 弁の動的機能維持評価に適用する床応答スペクトル

（イメージ）

・記載の充実

【東海第二，女川 2】 

島根２号炉では，ス

ペクトルモーダル解析

に用いる床応答スペク

トルについて記載して

いる 

固有周期

応答
加速度

0.05秒

1.0ZPA

建物や連成解析から得られた応答加速度時刻歴
による床応答スペクトル

周期軸方向に拡幅(±10％)
した床応答スペクトル
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別表１ 検討対象設備の抽出結果 別表１ 検討対象設備における動的機能維持評価の整理結果 

（1/5） 

別表 1 検討対象設備の抽出結果(1/4) ・対象設備の相違

【東海第二，女川 2】 

③の相違
機種名

形式
（適用範囲）

設備容量
適用性

○：適用可
×：適用外

方向
機能維持評価

用加速度注１

機能確認済
加速度

水平 1.46
3.2（軸直角方向）
1.4（軸方向）

鉛直 1.44 1.0

水平 1.46 4.7

鉛直 1.44 1.0

－ － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

原子炉再循環ポンプ 無 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

－ － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

－ － ― ― ― ― ― ― － ― ― ―

水平 0.81 10.0

鉛直 0.58 1.0

水平 0.81 2.5

鉛直 0.58 1.0

水平 0.81 10.0

鉛直 0.58 1.0

水平 0.81 2.5

鉛直 0.58 1.0

水平 0.81 10.0

鉛直 0.58 1.0

水平 0.81 2.5

鉛直 0.58 1.0

水平 － －

鉛直 － －

水平 －
3.2（軸直角方向）
1.4（軸方向）

鉛直 － 1.0

水平 － 4.7

鉛直 － 1.0

水平 0.81
3.2（軸直角方向）
1.4（軸方向）

鉛直 0.58 1.0

水平 0.81 2.4

鉛直 0.58 1.0

水平 0.92
3.2（軸直角方向）
1.4（軸方向）

鉛直 0.97 1.0

水平 0.92 4.7

鉛直 0.97 1.0

水平 1.42 10.0

鉛直 1.34 1.0

水平 1.42 2.5

鉛直 1.34 1.0

立形ポンプ
斜流式

（～7600m3/h）

機能維持評価用加
速度がＡｔ超過のた
め詳細検討を実施
する。

○

○

×
（該当型式

なし）

原子炉補機海水ポンプ 有

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

×

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

× 電動機
立形ころがり軸受
（～1300kW）

原子炉隔離時冷却ポンプ駆動
用蒸気タービン

有
ＪＥＡＧ４６０１
による確認

×
ポンプ駆動用
タービン

機能維持評価用加
速度がＡｔ超過のた
め詳細検討を実施
する。

2040 m3/h

410 kW

原子炉補機冷却設備

原子炉補機冷却系及び原子炉補機海水系

原子炉補機冷却水ポンプ 有

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

× 横形ポンプ
単段遠心式

（～2400m3/h）
1680 m3/h

360 kW

○

○
ＪＥＡＧ４６０１
による確認

× 電動機
横形ころがり軸受
（～950kW）

550 kW ○

原子炉冷却材補給設備

原子炉隔離時冷却系

原子炉隔離時冷却ポンプ 有
ＪＥＡＧ４６０１
による確認

× 横形ポンプ
多段遠心式

（～700m3/h）
99 m3/h ○

ＲＣＩＣポンプ用
（プラント出力等による
構造，寸法の違いはほ

とんどない。）

× 電動機
横形ころがり軸受
（～950kW）

低圧原子炉代替注水系

低圧原子炉代替注水ポンプ 有

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

× 横形ポンプ
多段遠心式

（～700m3/h）
230 m3/h

210 kW

○

○
ＪＥＡＧ４６０１
による確認

高圧原子炉代替注水系

高圧原子炉代替注水ポンプ 有
加振試験
による確認

× 横形ポンプ タービン駆動水潤滑式

・設備の構造が
JEAG4601適用外
のため，加振試験
を実施する。

93m3/h

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

× 電動機
立形すべり軸受
（～2700kW）

低圧炉心スプレイ系

低圧炉心スプレイポンプ 有

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

× 立形ポンプ
ピットバレル形

（～1800m3/h）
1164m3/h

910kw

○

○

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

× 電動機
立形すべり軸受
（～2700kW）

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

高圧炉心スプレイ系

1342m3/h

2380kw

○

○

高圧炉心スプレイポンプ 有

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

× 立形ポンプ
ピットバレル形

（～1800m3/h）

立形ポンプ
ピットバレル形

（～1800m3/h）

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

× 電動機
立形すべり軸受
（～2700kW）

主蒸気系

給水系

残留熱除去設備

残留熱除去系

残留熱除去ポンプ 有

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

× 1218m3/h

560kw

○

○

燃料プールスプレイ系

その他の核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

原子炉冷却系統施設

原子炉冷却材再循環設備

原子炉再循環系

原子炉冷却材の循環設備

× 横形ポンプ
単段遠心式

（～2400m3/h）

機能維持評価用加
速度がＡｔ超過のた
め詳細検討を実施
する。

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

× 電動機
横形ころがり軸受
（～950kW）

機能維持評価用加
速度がＡｔ超過のた
め詳細検討を実施
する。

○

○

備考

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

使用済燃料貯蔵設備

使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備

燃料プール冷却系

燃料プール冷却ポンプ 有

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

施設区分／設備名称 動的機能維持要求の有無
動的機能維持
の確認方法

機能維持評価用加速度がＡｔ超
過時の評価方法がＪＥＡＧに規
定されているか

○：規定されている
×：規定されていない

　　－：対象外

機能確認済加速度（Ａｔ）との比較

198m3/h

110kW

ＪＥＡＧ４６０１適用性確認
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別表１ 検討対象設備における動的機能維持評価の整理結果 

（2/5） 

別表 1 検討対象設備の抽出結果(2/4) ・対象設備の相違

【東海第二，女川 2】 

③の相違
機種名

形式
（適用範囲）

設備容量
適用性

○：適用可
×：適用外

方向
機能維持評価

用加速度注１

機能確認済
加速度

水平 0.88
3.2（軸直角方向）
1.4（軸方向）

鉛直 0.64 1.0

水平 0.88 4.7

鉛直 0.64 1.0

水平 1.42 10.0

鉛直 1.34 1.0

水平 1.42 2.5

鉛直 1.34 1.0

－ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

－ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

水平
評価用変位

35.0 mm
確認済変位

40.0 mm

鉛直

－ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

水平 1.17 1.6

鉛直 1.49 1.0

水平 1.17 4.7

鉛直 1.49 1.0

水平 1.10 2.3

鉛直 0.93 1.0

水平 1.10 4.7

鉛直 0.93 1.0

水平 1.10 2.3

鉛直 0.93 1.0

水平 1.10 4.7

鉛直 0.93 1.0

－ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

－ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

－ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

－ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

水平 0.81
3.2（軸直角方向）
1.4（軸方向）

鉛直 0.58 1.0

水平 0.81 4.7

鉛直 0.58 1.0

原子炉格納容器スプレイ設備

格納容器代替スプレイ系

534 m3/min

30 kW

中央制御室空気供給系

緊急時対策所換気空調系

生体遮蔽装置

その他の放射線管理施設

原子炉格納施設

原子炉格納容器安全設備

ファン
遠心直結型

（～2900m3/min）

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

× 電動機
横形ころがり軸受
（～950kW）

○

○

○

ペデスタル代替注水系

残留熱代替除去系

残留熱代替除去ポンプ 有

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

× 横形ポンプ
単段遠心式

（～2400m3/h）

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

× 電動機
横形ころがり軸受
（～950kW）

150 m3/h

75 kW

○

○

中央制御室非常用再循環送風
機

有

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

×

ファン
遠心直結型

（～2900m3/min）

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

× 電動機
横形ころがり軸受
（～950kW）

○

放射性廃棄物の廃棄施設

放射線管理施設

換気設備

中央制御室空調換気系

中央制御室送風機 有

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

×

180 kW

2000

m3/min

制御棒駆動水圧系

ほう酸水注入設備

ほう酸水注入系

9.72 m3/h

45 kW

○

○

ほう酸水注入ポンプ 有

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

× 往復動式ポンプ
横形3連往復動式
（流量，吐出圧力等

ほぼ同一）

機能維持評価用加
速度がＡｔ超過のた
め詳細検討を実施
する。

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

× 電動機
横形ころがり軸受
（～950kW）

機能維持評価用加
速度がＡｔ超過のた
め詳細検討を実施
する。

× 制御棒
ＢＷＲ

標準型式 詳細設計段階で鉛直方向地震に
よる影響を評価する

制御材駆動装置

原子炉補機代替冷却系

原子炉冷却材浄化設備

原子炉浄化系

計測制御系統施設

制御材

制御棒（地震時挿入性） 有
ＪＥＡＧ４６０１
による確認

ＢＷＲ
標準型式

○

立形ポンプ
斜流式

（～7600m3/h）

機能維持評価用加
速度がＡｔ超過のた
め詳細検討を実施
する。

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

× 電動機
立形ころがり軸受
（～1300kW）

機能維持評価用加
速度がＡｔ超過のた
め詳細検討を実施
する。

336 m3/h

75 kW

○

○

高圧炉心スプレイ補機海水ポン
プ

有

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

×

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

×

施設区分／設備名称 動的機能維持要求の有無
動的機能維持
の確認方法

機能維持評価用加速度がＡｔ超
過時の評価方法がＪＥＡＧに規
定されているか

○：規定されている
×：規定されていない

　　－：対象外

機能確認済加速度（Ａｔ）との比較

電動機
横形ころがり軸受
（～950kW）

高圧炉心スプレイ補機冷却系及び高圧炉心スプレイ補機海水系

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポ
ンプ

有

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

× 横形ポンプ
単段遠心式

（～2400m3/h）
240 m3/h

37 kW

備考

ＪＥＡＧ４６０１適用性確認

○

○
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別表１ 検討対象設備における動的機能維持評価の整理結果 

（3/5） 

別表 1 検討対象設備の抽出結果(3/4) ・対象設備の相違

【東海第二，女川 2】 

③の相違
機種名

形式
（適用範囲）

設備容量
適用性

○：適用可
×：適用外

方向
機能維持評価

用加速度注１

機能確認済
加速度

水平 1.17 2.3

鉛直 1.49 1.0

水平 1.17 4.7

鉛直 1.49 1.0

水平 1.17 2.6

鉛直 1.49 1.0

水平 1.17 4.7

鉛直 1.49 1.0

－ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

－ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

－ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

水平 0.88 1.1

鉛直 0.64 1.0

水平 0.88 1.8

鉛直 0.64 1.0

水平 0.88 2.6

鉛直 0.64 1.0

水平 － －

鉛直 － －

水平 1.22 4.7

鉛直 0.78 1.0

水平 0.88 1.1

鉛直 0.64 1.0

水平 0.88 1.8

鉛直 0.64 1.0

水平 0.88 2.6

鉛直 0.64 1.0

水平 － －

鉛直 － －

水平 1.22 4.7

鉛直 0.78 1.0

水平 － －

鉛直 － －

水平 1.47 4.7

鉛直 0.69 1.0

水平 － －

鉛直 － －

水平 0.96 4.7

鉛直 0.61 1.0

型式がＪＥＡＧ４６０１
の適用対象外のた
め新たな検討を実
施する。

4 m3/h

3.7 kW

ファン
遠心直動型

（～2500m3/min）

発電機の基本構造
は電動機と同一で
あることから，電動
機における機能確
認済加速度を適用
する。

発電機の基本構造
は電動機と同一で
あることから，電動
機における機能確
認済加速度を適用
する。

発電機の基本構造
は電動機と同一で
あることから，電動
機における機能確
認済加速度を適用
する。

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

× 電動機
横形ころがり軸受
（～950kW）

型式がＪＥＡＧ４６０１
の適用対象外のた
め新たな検討を実
施する。

×
（該当型式
なし）

×
（該当型式
なし）

○

2.2 kW ○

× ガスタービン機関 機関本体

UG形

4 m3/h

ガスタービン発電機用燃料移送
ポンプ

有

新たな検討
による確認

× 横形ポンプ スクリュー式

ガスタービン発電機

○

4800kW

×

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

× 電動機
横形ころがり軸受
（～950kW）

型式がＪＥＡＧ４６０１
の適用対象外のた
め新たな検討を実
施する。

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

○

○

×
（該当型式
なし）

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

× 電動機
横形すべり軸受
（～1400kW）

横形ころがり軸受
（～950kW）

機能維持評価用加
速度がＡｔ超過のた
め詳細検討を実施
する。

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備励磁装置及び保護継電装置

横形ポンプ スクリュー式

型式がＪＥＡＧ４６０１
の適用対象外のた
め新たな検討を実
施する。

× 調速装置 UG形

その他発電用原子炉の附属施設

非常用ディーゼル発電設備
ディーゼル機関及び発電機

有

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

×

3200kW

×
（該当型式
なし）

○電動機
横形ころがり軸受
（～950kW）

非常用電源設備

非常用発電装置

非常用ディーゼル発電設備

非常用ディーゼル発電設備励磁装置及び保護継電装置

備考施設区分／設備名称 動的機能維持要求の有無
動的機能維持
の確認方法

機能維持評価用加速度がＡｔ超
過時の評価方法がＪＥＡＧに規
定されているか

○：規定されている
×：規定されていない

　　－：対象外

機能確認済加速度（Ａｔ）との比較

機能維持評価用加
速度がＡｔ超過のた
め詳細検討を実施
する。

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

× 電動機
横形ころがり軸受
（～950kW）

機能維持評価用加
速度がＡｔ超過のた
め詳細検討を実施
する。

放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備

非常用ガス処理系

74m3/min

ＪＥＡＧ４６０１適用性確認

○

○22 kW

非常用ガス処理系排風機 有

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

× ファン
遠心直結型

（～2900m3/min）

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

×

可燃性ガス濃度制御系再結合
装置ブロワ

有

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

×

可燃性ガス濃度制御系

原子炉建物水素濃度抑制設備

窒素ガス代替注入系

原子炉格納容器調気設備

窒素ガス制御系

圧力逃がし装置

格納容器フィルタベント系

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

機能維持評価用加
速度がＡｔ超過のた
め詳細検討を実施
する。

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

× 電動機

電動機
横形すべり軸受
（～1400kW）

5840kW ○

UG形

4.25 m3/min

15 kW

○

○

○

○

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

×
中速形

ディーゼル機関
機関本体

（～15500kW）
6150kW

有

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

× 電動機
横形ころがり軸受
（～950kW）

高圧炉心スプレイ系ディーゼル
発電設備ディーゼル機関及び
発電機

有

4 m3/h

2.2 kW

3480kW

非常用ディーゼル発電設備燃
料移送ポンプ

有

新たな検討
による確認

×

○4800kW

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

×
中速形

ディーゼル機関
機関本体

（～15500kW）

高圧炉心スプレイ系ディーゼル
発電設備燃料移送ポンプ

有

新たな検討
による確認

横形ポンプ スクリュー式

ガスタービン発電機

ガスタービン発電機励磁装置及び保護継電装置

新たな検討
による確認

ＪＥＡＧ４６０１
による確認

× 調速装置 UG形
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別表１ 検討対象設備における動的機能維持評価の整理結果 

（4/5） 

別表 1 検討対象設備の抽出結果(4/4) 

注１：機能維持評価用加速度は，暫定値であり今後設計進捗によ

り変更の可能性がある。 

注２：弁の確認結果については，詳細設計段階にて示す。 

・対象設備の相違

【東海第二，女川 2】 

③の相違
機種名

形式
（適用範囲）

設備容量
適用性

○：適用可
×：適用外

方向
機能維持評価

用加速度注１

機能確認済
加速度

グローブ弁注２ 有
ＪＥＡＧ４６０１
による確認

○ － － － － － － － －

ゲート弁注２ 有
ＪＥＡＧ４６０１
による確認

○ － － － － － － － －

バタフライ弁注２ 有
ＪＥＡＧ４６０１
による確認

○ － － － － － － － －

逆止弁注２ 有
ＪＥＡＧ４６０１
による確認

○ － － － － － － － －

主蒸気隔離弁注２ 有
ＪＥＡＧ４６０１
による確認

○ － － － － － － － －

安全弁注２ 有
ＪＥＡＧ４６０１
による確認

○ － － － － － － － －

制御棒駆動系スクラム弁注２ 有
ＪＥＡＧ４６０１
による確認

○ － － － － － － － －

特殊弁

備考施設区分／設備名称 動的機能維持要求の有無
動的機能維持
の確認方法

機能維持評価用加速度がＡｔ超
過時の評価方法がＪＥＡＧに規
定されているか

　○：規定されている
　×：規定されていない
　－：対象外

機能確認済加速度（Ａｔ）との比較ＪＥＡＧ４６０１適用性確認

弁

一般弁
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別表１ 検討対象設備における動的機能維持評価の整理結果 

（5/5） 

・対象設備の相違

【東海第二，女川 2】 

③の相違
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添付資料１ 

高圧原子炉代替注水ポンプの加振試験について 

高圧原子炉代替注水ポンプは横形のポンプであるが，原動機で

あるタービンと一体構造となっており，ＪＥＡＧ４６０１におけ

る適用形式が異なることから，機能確認済加速度を用いた評価と

することができない。そのため，機能確認済加速度を設定するこ

とを目的とし，  を用いて，高

圧原子炉代替注水ポンプに対する加振試験を実施した。加振試験

の概要について，以下に示す。 

1. 試験概要

高圧原子炉代替注水ポンプはタービンと一体構造であるため，

ガバナ等の付属品を含む形で試験を実施した。ポンプ断面イメー

ジ図を第 1－1図に示す。 

試験方法としては振動特性把握試験を実施し固有振動数を求

め，剛構造であることを確認した後，機器の据付位置における機

能維持評価用加速度を包絡する加振波で加振試験を実施した。ま

た，加振試験に加え，試験前後の性能比較及び試験後に機器毎の

部品に分解し目視検査を実施することで健全性を確認している。

振動試験装置外観を第 1－2図，加振台仕様を第 1－1表に示す。 

第 1－1図 ポンプ断面イメージ図 

・資料構成の相違

【東海第二，女川 2】 

②の相違
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第 1－2図 振動試験装置外観 

第 1－1表 加振台仕様 

2. 振動特性把握試験

2.1 試験条件 

ポンプに 3 軸加速度計を取付け，                までの範

囲のランダム波による各軸単独加振を実施し，応答加速度による

周波数応答関数から固有周期を求める。計測センサー取付位置を

第 2.1－1 図に示す。 

・資料構成の相違

【東海第二，女川 2】 

②の相違

寸法 

最大積載量 

運転周波数帯域 

最大加速度 
水平 

鉛直 
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第 2.1－1 図 計測センサー取付位置 

2.2 試験結果 

試験結果として得られた周波数応答関数を第 2.2－1図に，各軸

方向の固有振動数を第 2.2－1表に示す。第 2.2－1表より，各軸

方向について剛構造と見なせる固有周期 0.05 秒を十分に下回る

結果が得られた。 

・資料構成の相違

【東海第二，女川 2】 

②の相違
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第 2.2－1 図 周波数応答関数 

第 2.2－1表 各軸方向での固有振動数 

・資料構成の相違

【東海第二，女川 2】 

②の相違

方向 固有周期（s） 固有振動数（Hz） 

Ｘ 

Ｙ 

Ｚ 

Ｙ方向 

計測位置：Ｂ

振動数(Hz) 

応
答

倍
率

 

Ｘ方向 

計測位置：Ａ 

振動数(Hz) 

応
答

倍
率

 

Ｚ方向 

計測位置：Ｃ

振動数(Hz) 

応
答

倍
率
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3. 加振試験

3.1 試験条件 

加振試験における試験条件を第 3.1－1表に示す。また，加振

台上の加速度時刻歴波形を第 3.1－1 図に，加振台床応答曲線と

島根２号炉の高圧原子炉代替注水ポンプの設置位置における床

応答曲線（以下「HPAC床応答曲線」という。）の比較を第 3.1－

2図に示す。機器の固有周期は 0.05 秒を下回っており，剛構造

と見なせることから，機器設置位置における機能維持評価用加速

度を包絡する加振波を生成し，加振試験を実施する。加振方向は

水平（前後，左右）及び鉛直方向の三軸同時加振とする。なお，

第 3.1－1図に示す加振台床応答曲線は，加振波を入力とした振

動台の時刻歴応答波形の床応答曲線であり， 振動台の 

の影響により，50Hz近傍にピークが生じている。 

第 3.1－1表 加振試験条件 

注１：重大事故等は「地震の独立事象」として扱っており，高圧

原子炉代替注水ポンプの運転を想定する時間は，事象発生

後約 8.3時間であることから，地震荷重との組合せが不要

な期間（10-2年）より短時間であるため，加振試験条件と

して停止時を考慮する。

・資料構成の相違

【東海第二，女川 2】 

②の相違
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第 3.1－1 図 加振台上の加速度時刻歴波形 

・資料構成の相違

【東海第二，女川 2】 

②の相違
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第 3.1－2 図 加振台床応答曲線と HPAC床応答曲線の比較 

・資料構成の相違

【東海第二，女川 2】 

②の相違

Ｙ方向

Ｚ方向

Ｘ方向

0

10

20

30

1 10 50

加
速

度
（

Ｇ
）

固有振動数（Hz）

（減衰定数：1.0%）

0

10

20

30

1 10 50

加
速

度
（

Ｇ
）

固有振動数（Hz）

（減衰定数：1.0%）

0

10

20

30

1 10 50

加
速

度
（

Ｇ
）

固有振動数（Hz）

（減衰定数：1.0%）

凡例
加振台床応答曲線
HPAC床応答曲線

凡例
加振台床応答曲線
HPAC床応答曲線

凡例
加振台床応答曲線
HPAC床応答曲線
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3.2 試験結果 

以下について機器に異常のないことを確認し，本試験において

加振台での最大加速度を整数位で切り捨てた値を機能確認済加

速度とした。 

(1) 漏えいのないこと。

(2) 構造上損傷のないこと。

(3) 加振中にガバナが 以上変位しないこと。 

(4) トリップ装置が誤作動しないこと。

(5) 動作試験として，加振試験前後の性能比較を実施し，機

器の健全性ならびに動作性に異常のないこと。 

a. 高圧および低圧時における定格流量点で設計揚程の

の範囲にあること。 

b. 高圧時による性能試験で，必要揚程を下回らないこと。

c. 高圧時による性能試験で，設定締切揚程を上回らないこ

と。 

d. 正常にトリップ機能が動作すること

e. 漏えいのないこと

(6) 加振試験後に機器毎の部品に分解し，外観目視点検によ

り損傷のないこと。 

加振試験における機能確認済加速度と，島根２号炉高圧原子炉

代替注水ポンプの動的機能維持における機能維持評価用加速度

の比較を第 3.2－1表に示す。また，試験体と島根２号炉高圧原

子炉代替注水ポンプの主な仕様の比較を第 3.2－2表に示す。 

・資料構成の相違

【東海第二，女川 2】 

②の相違
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第 3.2－1表 機能確認済加速度と島根２号炉高圧原子炉代替

注水ポンプ機能維持評価用加速度の比較 

第 3.2－2表 高圧原子炉代替注水ポンプの主な仕様の比較

・資料構成の相違

【東海第二，女川 2】 

②の相違

方向 

島根２号炉 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

機能維持評価用加速度注 1

 [G] 

試験により確認された 

機能確認済加速度 

 [G] 

加振台加振試験時 

最大加速度 

 [G] 

Ｘ 0.81 

Ｙ 0.81 

Ｚ 0.58 

注１：機能維持評価用加速度は，暫定値であり今後設計進捗により変更の可能性がある。 

試験体 

島根２号炉 

高圧原子炉代替注水 

ポンプ 

外形寸法 

1430mm（長さ） 

940mm（幅） 

1285mm（高さ） 

1394mm（長さ） 

850mm（幅） 

1251.5mm（高さ） 

重量 3740kg 3280kg 

ポンプ 
種類 ターボ形

容量 136 m3/h 93 m3/h 

原動機 
種類 背圧式蒸気タービン 

出力 553kW 567kW 
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参考資料１ 

ガスタービン発電機の加振試験について 

米国ＰＷＲ向けのガスタービン（以下「US-APWRガスタービン」

という。）について，加振試験が実施されている[1]。 

島根２号炉のガスタービンと US-APWRガスタービンは類似の仕

様であることから，島根２号炉のガスタービン発電機に対する動

的機能維持のための新たな検討の補足として，US-APWRガスター

ビンに対する加振試験を示すとともに，US-APWRガスタービンと

島根２号炉のガスタービンの類似性を示す。 

1. US-APWRガスタービン加振試験

1.1 試験概要 

US-APWRガスタービンは，米国における電気設備の加振試験に

関して規定されている IEEE Std 344[2]に基づき試験が実施され

ている。実規模の試験における US-APWRガスタービンの構造概要

を第 1.1－1図に示す。 

第 1.1－1図 US-APWRガスタービンの構造概要 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違
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1.2 振動特性把握試験 

1.2.1 試験条件 

振動特性把握試験における試験条件を第 1.2.1－1表に示す。

水平（軸方向，軸直方向）及び鉛直方向に対して、それぞれ 1～

50Hz の振動数範囲で加振レベル約 0.1 G の正弦波掃引加振を実

施し，ガスタービンの固有振動数を確認した。計測センサー取付

位置を第 1.2.1－1 図に示す。 

第 1.2.1－1表 正弦波掃引加振の試験条件 

第 1.2.1－1 図 計測センサー取付位置 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違

項目 試験条件 

掃引振動数 1～50Hz 

加振レベル 0.1G 

加振方向 水平（軸方向，軸直方向）及び鉛直方向単独 
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1.2.2 試験結果 

試験結果として得られた周波数応答関数を第 1.2.2－1 図に，各

軸方向での固有振動数を第 1.2.2－1表に示す。第 1.2.2－1表よ

り，ガスタービンが剛構造であることを確認した。 

第 1.2.2－1 図 周波数応答関数 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違
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第 1.2.2－1表 各軸方向の固有振動数 ・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違
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1.3 加振試験 

1.3.1 試験条件 

加振試験における試験条件を第 1.3.1－1表に示す。また，

US-APWRガスタービンの加振試験は地震波加振により実施され

ている為，参考として加振台床応答曲線と島根２号炉のガスタ

ービン設置位置における床応答曲線（以下「GTG床応答曲線」

という。）の比較を第 1.3.1－1 図に示す。なお，第 1.3.1－1 図

に示す加振台床応答曲線の減衰定数は，IEEE Std 344[2]に基づ

き，米国の加振試験における加振波の設定において推奨されて

いる減衰定数 5.0％を用いている。 

 

第 1.3.1－1表 加振試験条件 

 

 

 

第 1.3.1－1 図 加振台床応答曲線と GTG床応答曲線の比較 

 

 

・新たな検討が必要な

設備の相違 

【東海第二，女川 2】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水平方向 鉛直方向

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10

0.01 0.10 1.00

加
速

度
(G
)

固有周期 (S)

（減衰定数：5.0%） （減衰定数：5.0%）

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

0.01 0.10 1.00

加
速

度
(G
)

固有周期 (S)

凡例
加振台床応答曲線
GTG床応答曲線

凡例
加振台床応答曲線
GTG床応答曲線
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1.3.2 試験結果 

US-APWRガスタービンの試験結果を第 1.3.2－1表に示す。加振

試験時及び加振試験後において，ガスタービンの運転性能に異常

は確認されず，US-APWRガスタービンの機能確認済加速度として，

水平方向：2.2Ｇ，鉛直方向：3.1Ｇが得られた。 

 

第 1.3.2－1表 加振試験結果 

 

 

 

・新たな検討が必要な

設備の相違 

【東海第二，女川 2】 

①の相違 

 

項目 試験結果 

最大 

加速度 

水平 ２．２Ｇ 

鉛直 ３．１Ｇ 

試験結果 

全ての運転状態（停止中加振，運転中加振，加振中起動）

において，ガスタービンの運転性能に異常のないことを確

認した。 

試験後確認 

試験後の確認運転において，ガスタービンの運転性能に異

常のないことを確認した。また，試験後の開放点検におい

ても，外観，寸法，構成部品の作動に異常のないことを確

認した。 
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2. 島根２号炉のガスタービンと US-APWRガスタービンの類似性

US-APWRガスタービンと島根２号炉のガスタービンの主な仕様

の比較を第 2－1表に，ガスタービン機関の構造概要の比較を第 2

－1図に示す。また，US-APWRガスタービン加振試験における機

能確認済加速度と，島根２号炉ガスタービンの動的機能維持にお

ける機能維持評価用加速度の比較を第 2－2表に示す。 

第 2－1表及び第 2－1図の通り，US-APWRガスタービンと島根

２号炉のガスタービンは類似している。また，島根２号炉の機能

維持評価用加速度を上回る加速度による加振試験により健全性

が確認されている。このため，島根２号炉のガスタービンにおい

ても加振試験に対して同等の健全性を有すると考えられる。 

第 2－1表 ガスタービンの主な仕様の比較 

・新たな検討が必要な

設備の相違

【東海第二，女川 2】 

①の相違

US-APWRガスタービン 
島根２号炉 

ガスタービン 

型式 

エンジン基数

構造 

圧縮機 

タービン

燃焼器 

減速機 

外形寸法 

2877 mm(全長) 

2180 mm(幅) 

2275 mm(高さ) 

同左 

定格出力 

[発電機出力] 

5,625 kVA 

[4,500 kW] 

6,000 kVA 

[4,800 kW] 

電圧 6,900 V 同左 

周波数 60 Hz 同左 

回転数 
ガスタービン 

発電機 1,800 min-1 同左 

始動方式 空気始動方式 電気始動方式 
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第 2－1図 ガスタービン機関の構造概要の比較 

 

第2－2表 US-APWRガスタービンの機能確認済加速度と島根２

号炉ガスタービン機能維持評価用加速度の比較 

 

 

【参考文献】 

[1] Mitsubishi Heavy Industries, LTD.，”Initial Type Test 

Result of Class 1E Gas Turbine Generator System”

(MUAP-10023-NP[R7])， December 2013 

[2] IEEE Recommended Practice for Seismic Qualification of 

Class 1E Equipment for Nuclear Power Generating Stations 

 

・新たな検討が必要な

設備の相違 

【東海第二，女川 2】 

①の相違 

 

 

US-APWRガスタービンの

試験により確認された 

機能確認済加速度 

 [G] 

島根２号炉ガスタービン 

機能維持評価用加速度注１ 

 [G] 

水平：2.2 

鉛直：3.1 

水平：1.47 

鉛直：0.69 

注１：機能維持評価用加速度は，暫定値であり今後設計進捗に

より変更の可能性がある。 
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まとめ資料比較表 〔第４条 地震による損傷の防止 別紙－17〕 

女川原子力発電所 ２号炉 （2019.7.30版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

  比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。 

相違 No. 相違理由 

① 島根２号炉は，地下水位低下設備を設置許可基準規則第 12 条を準用する設備としていない 

② 島根２号炉では，設置許可段階における構造成立性検討のための地下水位を設定 

③ 島根２号炉は，アクセスルートについて地下水位低下設備の効果を期待していない 

④ 島根２号炉は，ドレーンが閉塞しないと評価 

⑤ 島根２号炉の地下水位低下設備は設置許可基準規則第 12 条に該当しないため，保安規定に定める運転上の制限は考慮していない 
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・解析条件の相違 

島根 2号炉は，再現解析と予

測解析で，分水嶺までの同一の

モデルを使用 

・資料構成の相違 

 

・資料構成の相違 

 

 

・検討内容の相違 

島根２号炉は，地下水位低下

設備を設置許可基準規則第 12

条を準用する設備としていない

（以下，①の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検討内容の相違 

島根２号炉は，設置許可段階

で構造成立性の検討に用いる地

下水位の設定方針について言及 
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第Ⅰ編 地下水位低下設備の要求機能及び地下水位の設定方針 

1. 地下水位低下設備の要求機能

原子炉建屋等の主要建屋直下及びその周囲には地下水位を一定の範囲に保持する地下水位低下

設備が設置され,その機能を考慮した地下水位に基づき,施設の耐震設計を行ってきた。 

地下水位低下設備(既設)設置位置を別紙18-1図に示す(添付資料１参照)。 

地下水位低下設備は,各施設周囲の岩盤上に設置されたドレーン(硬質ポリ塩化ビニル製有孔管

「以下,有孔塩ビ管」<φ100mm～200mm>及び有孔遠心力鉄筋コンクリート管「以下,有孔ヒューム

管」<φ500mm～1,050mm>)により揚水井戸に集水し,揚水ポンプ・配管を介して構内排水路へ排水

する構造となっている。 

地下水位低下設備の機能は,地下水位を一定の範囲に保持することであり,これにより地下水位

低下設備の機能に期待する施設に及ぶ水位上昇に伴う影響が低減される。 

従前は山から海へ向かう一方向の流動場が形成されていたが(補足説明資料１参照),津波防護

施設として敷地海側に設置する防潮堤の沈下対策(下方の地盤改良)を行う(別紙18-2図)ことに

より,地下水の流れが遮断され流動場が変化する。 

地下水位低下設備の機能に期待できない場合,地下水位は沈下対策前より上昇し,施設の安全性

へ影響が生じる可能性がある。 

第Ⅰ編 地下水位低下設備の要求機能及び地下水位の設定方針 

1. 地下水位低下設備の要求機能

【地下水位低下設備の位置付け】 

原子炉建物等の主要建物直下及びその周囲には地下水位を一定の範囲に保持する地下水位低

下設備（既設）※１を設置しており，建物・構築物（原子炉建物等）については,揚圧力低減のた

め地下水位低下設備（既設）の機能に期待した地下水位を設定していた。 

一方，屋外重要土木構造物（取水槽及び屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒））は，施設

護岸に近傍しており，施設護岸が基礎捨石上に設置された構造物であるため，地下水位を朔望平

均満潮位H.W.L.（既工認時EL+0.3ｍ）と設定していた。 

地下水位低下設備（既設）の機能は,地下水位を一定の範囲に保持することであり,これにより

地下水位低下設備の機能に期待する施設に及ぶ水位上昇に伴う影響が低減される。 

従来，地下水は山から海へ向かう一方向の流動場が形成されていたが(補足説明資料１参照),

津波防護施設として防波壁の設置及び地盤改良を実施したこと(別紙17-2,3図)により,地下水の

流れが遮断される等，流動場が変化する可能性がある。 

また，地下水位低下設備の機能に期待できない場合,地下水位は防波壁設置前より上昇し,施設

の安全性へ影響が生じる可能性がある。 

防波壁設置後の地下水位を観測した結果，１，２号機エリアの地下水位低下設備（既設）周辺

及び高台の地下水位については，大きな変化がないものの，３号機北側施設護岸周辺（改良地盤）

の地下水位は若干上昇する傾向が認められる。 

以上を踏まえ，地下水位低下設備（既設）の有無による建物・構築物等への影響を検討し，基

準適合上の位置付けを整理する。 

地下水位低下設備（既設）の有無による建物・構築物等への影響について，第３条第２項にお

ける液状化影響低減及び第４条（第39条）における揚圧力低減のため，地下水位低下設備（既設）

の機能に期待する施設は，建物・構築物のうち原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物，制

御室建物及び排気筒であり，地下水位低下設備（既設）の機能に期待する基礎地盤・周辺斜面，

屋外重要土木構造物，津波防護施設，重大事故等対処施設及び保管場所・アクセスルートはない。 

一方で，地下水位低下設備（既設）については，ドレーン（サブドレーン，集水管及び接続枡）

の直接的な確認ができない等から，保守管理性が低い設備である。 

以上を踏まえ，原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物，制御室建物及び排気筒に作用す

・説明方針の相違

島根２号炉は，屋外重要土木

構造物についても説明 

・説明方針の相違

島根２号炉は，防波壁設置後

の地下水位について記載を拡充 

・説明方針の相違

島根２号炉は，地下水位低下

設備（既設）の位置付けを説明 
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本資料では,上記で述べた女川のサイト特性を踏まえ,今後の施設設計に用いる地下水位を設定

するに当たり,防潮堤沈下対策後における施設の安全性に及ぼす影響を確認し,必要な機能を保

持するための信頼性確保の方針について検討した。 

その上で,信頼性確保の方針を踏まえた設計用地下水位の設定方法について整理した。 

る揚圧力，及び液状化影響の低減を目的として，信頼性（耐久性・耐震性・保守管理性）を満足

する地下水位低下設備※２を新設する。 

また，設置許可基準規則第３条第２項及び第４条(第39条)への適合に当たり，原子炉建物等の

設計の前提条件となる地下水位を一定の範囲に保持するために必要であることから,地下水位低

下設備を設計基準対象施設（Cクラス：Ss機能維持）として位置付ける。 

なお，地下水位低下設備は安全施設に該当しないが，設備の重要性を考慮し，故障要因等を整

理した上で信頼性向上（多重化，非常用電源確保，Ss機能維持，復旧用可搬ポンプの準備等）を

図る。 

本資料では,上記で述べた島根のサイト特性を踏まえ,今後の施設設計に用いる地下水位を設

定するに当たり,防波壁周辺の地盤改良実施後における施設の安全性に及ぼす影響を確認し,必

要な機能を保持するための信頼性確保の方針について検討した。 

その上で,信頼性確保の方針を踏まえた設計地下水位の設定方法について整理した。 

※１ 地下水位低下設備（既設）は，集水機能（ドレーン：サブドレーン，集水管及び接続枡），

支持・閉塞防止機能（揚水井戸：サブドレーンピット），排水機能（揚水ポンプ及び配管），

監視制御機能（制御盤及び水位計）及び電源機能（電源）を有する設備である。 

※２ 地下水位低下設備は，地下水位低下設備（既設）のドレーンより低い位置で集水し，かつ

地下水位低下設備（既設）から独立した，信頼性（耐久性・耐震性・保守管理性）を満足

する設備とする。なお，配置及び構造については，詳細設計段階で確定する。 

別紙17-1図 地下水位低下設備の概念図 

【地下水位低下設備（既設）の概要】 

地下水位低下設備(既設)の概要を別紙17-2図に示す。 

地下水位低下設備（既設）は,各施設周囲の岩盤上に設置されたサブドレーン(硬質ポリ塩化ビ

ニル製有孔管〈φ150mm〉），集水管（有孔遠心力鉄筋コンクリート管〈φ300mm〉）及び接続枡

を介してサブドレーンピットに集水し,揚水ポンプ・配管を介して構内排水路へ排水する構造と

なっている。地下水位が，通常運転状態の水位を超えるEL-5.90m以上に上昇すると，水位センサ

ーが検知して揚水ポンプを起動し，EL-5.70mまで順次起動することにより，通常運転水位まで低

下させる。ポンプは保守点検のルールを定めて運用しており，定期的な巡視・点検を行っている

他，地震後は速やかに設備点検し状況を確認することとしている。 

・説明方針の相違

島根２号炉は，地下水位低下

設備（既設）と地下水位低下設

備の定義を記載 

・説明方針の相違

島根２号炉は，地下水位低下

設備（既設）の運用について記

載 

Ｐ

２号原子炉
建物

Ｐ

Ｐ

地下水位低下
設備（既設）

新設する地下水位
低下設備（案）
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別紙 18-1図 地下水位低下設備(既設)設置位置 別紙 17-2(1)図 地下水位低下設備（既設）の概要 

別紙 17-2(2)図 地下水位低下設備（既設）のうちサブドレーン他の断面図 

・資料構成の相違

島根２号炉は，地下水位低下

設備（既設）の構造について，

冒頭で記載 

２号炉
タービン建物

２号炉
廃棄物
処理建物

１号炉
タービン建物

２号炉
取水槽

１号
原子炉
建物

２号原子炉建物

１号炉
取水槽

３号原子炉建物

３号炉
取水槽

３号炉
サービス
建物

３号炉
制御室
建物

３号炉
タービン
建物

３号炉
廃棄物処理建物

接続枡

集水管

サブドレーン

サブドレーンピット

地盤改良箇所

防波壁

集水管（原子炉建物周辺）

原子炉
建物

埋戻土
（掘削ズリ）等

集水管（タービン建物，廃棄物処理建物周辺）

廃棄物
処理建物

埋戻土
（掘削ズリ）等

サブドレーン

原子炉建物
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別紙 18-2図 防潮堤の沈下対策概要 

別紙 17-2(3)図 地下水位低下設備（既設）のうちサブドレーンピット断面図 

別紙 17-3図 防波壁（波返重力擁壁）下部の地盤改良概要 

・資料構成の相違

島根２号炉は，地下水位低下

設備（既設）の構造について，

冒頭で記載 

GL（EL+15.0m）

pp

集水管下端（EL-5.43m）

EL-11.00m

EL-8.19m

揚水ポンプA2, B2のうち2台目起動（EL-5.70m）

揚水ポンプA1, B1のうち2台目起動
揚水ポンプA2, B2のうち1台起動

揚水ポンプA2, B2停止（EL-7.20m）

揚水ポンプA1, B1のうち1台起動（EL-5.90m）

揚水ポンプA1, B1停止（EL-6.60m）

集水管

pp

（EL-5.80m）

通常運転状態の水位

p

p

：揚水ポンプA2, B2

：揚水ポンプA1, B1

：配管
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2.設計用地下水位の設定方針 

 

2.1基本的な考え方 

前述のとおり,防潮堤の下方の地盤改良によって地下水の流れが遮断され,地下水位が上昇した

場合には,揚圧力上昇及び液状化による土圧等の変化により施設等の耐震性に影響※1 が及ぶ可能

性がある。 

このことから,施設の設計の前提が確保されるよう地下水位を一定の範囲に保持する地下水位

低下設備の機能を考慮した設計用地下水位を設定し,揚圧力が作用した場合及び液状化,揺すり

込み沈下等の周辺地盤の変状を考慮した場合においても,当該施設の機能が損なわれるおそれが

ないように設計する方針とする。 

地下水位低下設備の効果が及ばない範囲においては,自然水位より保守的に設定した水位又は

地表面にて設計用地下水位を設定し,同様に揚圧力が作用した場合及び液状化,揺すり込み沈下

等の周辺地盤の変状を考慮した場合においても,当該施設の機能が損なわれるおそれがないよう

に設計する方針とする。 

地下水位低下設備の機能を考慮し,施設の設計用地下水位を設定するに当たっては,地形等を適

切にモデル化した浸透流解析を実施することとし,保守性を確保する方針とする。 

解析の保守性については,解析に用いるパラメータや境界条件の保守的な設定の他,地下水位低

下設備を信頼性が確保された範囲※2 に限定し考慮することにより確保する。なお,地下水位低下

設備の検討に当たっては建設時工認における設計用地下水位の確保を目安とする。 

以上の方針に基づき,工事計画認可段階において,地下水位低下設備の機能を考慮した浸透流解

析を実施の上,設計用地下水位を設定し耐震評価を行いその詳細を示す。 

浸透流解析を用いた設計用地下水位の設定フローを別紙 18-3図に示す。 

※1 第Ⅰ編 2.4項に示す地下水位が上昇した場合の揚圧力影響(実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置,構造及び設備の基準に関する規則(以下,設置許可基準規則)第４条)及び液状化

影響(設置許可基準規則第３条第２項)。液状化等による影響の観点から,盛土・旧表土の分

布と施設の配置との関係を補足説明資料４に示す。 

※2 地下水位低下設備の重要安全施設への影響に鑑み,安全機能の重要度分類を踏まえ講ずる

設計上の配慮として,多重性及び独立性を確保できる確保した範囲,信頼性向上の方針は第

Ⅱ編で詳述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.設計地下水位の設定方針 

 

2.1基本的な考え方 

前述のとおり,防波壁の設置及び防波壁周辺の地盤改良によって地下水の流れが遮断され,地

下水位が上昇した場合には,揚圧力上昇及び液状化による土圧等の変化により施設等の耐震性に

影響※1が及ぶ可能性がある。 

このことから,施設の設計の前提が確保されるよう地下水位を一定の範囲に保持する地下水位

低下設備の機能を考慮した設計地下水位を設定し,揚圧力が作用した場合及び液状化,揺すり込

み沈下等の周辺地盤の変状を考慮した場合においても,当該施設の機能が損なわれるおそれがな

いように設計する方針とする。 

地下水位低下設備の効果が及ばない範囲においては,自然水位より保守的に設定した水位又は

地表面にて設計地下水位を設定し,同様に揚圧力が作用した場合及び液状化,揺すり込み沈下等

の周辺地盤の変状を考慮した場合においても,当該施設の機能が損なわれるおそれがないように

設計する方針とする。 

地下水位低下設備の機能を考慮し,施設の設計地下水位を設定するに当たっては,地形等を適

切にモデル化した浸透流解析を実施することとし,保守性を確保する方針とする。 

解析の保守性については,解析に用いるパラメータや解析条件の保守的な設定の他,地下水位

低下設備を信頼性が確保された範囲※2 に限定し考慮することにより確保する。なお,地下水位低

下設備の検討に当たっては建設時工認における設計地下水位の確保を目安とする。 

以上の方針に基づき,詳細設計段階において,地下水位低下設備の機能を考慮した浸透流解析

の結果から設計地下水位を設定し耐震評価を行いその詳細を示す。 

浸透流解析を用いた設計地下水位の設定フローを別紙 17-4図に示す。 

※1 第Ⅰ編 2.4項に示す地下水位が上昇した場合の揚圧力影響(実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置,構造及び設備の基準に関する規則(以下,設置許可基準規則)第４条)及び液状

化影響(設置許可基準規則第３条第２項)。液状化等による影響の観点から, 埋戻土（掘削

ズリ）・砂礫層の分布と施設の配置との関係を補足説明資料４に示す。 

※2 地下水位低下設備の原子炉建物等への影響に鑑み,地下水位低下設備の機能を保持する設

計とする。信頼性向上の方針は第Ⅱ編で詳述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検討内容の相違 

①の相違 
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別紙 18-3図 浸透流解析を用いた設計用地下水位の設定フロー 

 

別紙 18-3 図の各プロセスにおける検討方針を以下に示す。なお,各審査段階における提示内容

を添付資料３に示す。 

(A)～(B)水位評価用モデル作成・再現解析による検証 

 

 

 

・解析モデル・境界条件について建設時工認を参照し設定した上で,観測記録との比較等により

モデル全体としての保守性の確認を行う。 

 

 

 

(C)地下水位が上昇した場合の影響確認 

・防潮堤沈下対策による地下水流動場の変化を考慮した水位評価用モデルにおいて地下水位低

下設備による地下水位を一定の範囲に保持する機能が期待できない場合の地下水位を算定す

る。 

・この算定結果も踏まえ,耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある施設等を網羅

的に抽出する。 

 

 

 

別紙 17-4図 浸透流解析を用いた設計地下水位の設定フロー 

 

別紙 17-4図の各プロセスにおける検討方針を以下に示す。なお,各審査段階における提示内容

を添付資料２に示す。 

(A)～(B) 解析モデル作成・再現解析による検証 

・島根サイトの地形的特徴，計算機能力を踏まえ，適切に地下水位を評価する観点から，１，

２号炉エリア及び３号炉エリアそれぞれで解析モデルを作成する。 

 

・再現解析（定常）を実施し,解析水位と観測水位の比較結果を踏まえ，解析モデルに用いる

透水係数等の解析用物性値を含めたモデルの妥当性を確認する。また，参考として再現解析

（非定常）を実施し，解析水位と観測水位の比較確認を行う。 

 

 

(C)地下水位が上昇した場合の影響確認 

・防波壁周辺の地盤改良により敷地内の地下水の流動場が変化することを踏まえ, 耐震評価に

おいて地下水位の影響を受ける可能性のある施設等を網羅的に抽出する。この影響確認にお

いては，降雨条件を発電所の平均年間降水量より保守的に設定するとともに，地下水位低下

設備（既設）の機能に期待しないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析方法の相違 

島根２号炉は，２種類の解析

モデルを作成 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，再現解析（定

常）によりモデルの妥当性を確

認し，参考として再現解析（非

定常解析）を実施 

 

 

 

 

 

 

１，２号炉エリア

３号炉エリア

START

（Ａ）解析モデル作成

（Ｃ）地下水位が上昇した
場合の影響確認

（Ｆ）設計地下水位の設定

END

（Ｄ）構造成立性検討用の
地下水位設定

（Ｅ）地下水位低下設備の考慮
（信頼性が確保された範囲）

（Ｂ）再現解析による検証

（Ｇ）観測による検証

３号炉モデル１，２号炉モデル

：設置許可段階において確認する範囲

：詳細設計段階において確認する範囲
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・抽出した施設等について,地下水位の上昇により生じる影響の時系列的な変化を整理し,この

影響を低減するための施設ごとの対応方針を定めた上で地下水位低下設備の信頼性を図る方

針とする(第Ⅱ編にて詳述)。 

 

 

 

 

(D)地下水位低下設備の考慮 

・浸透流解析における算定条件として,地下水位低下設備は施設周辺における地下水位の保持に

寄与し信頼性が確保できる範囲を有効なものとして設定する。 

 

(E)設計用地下水位の設定 

・工事計画認可段階で(A)～(D)に基づく予測解析を実施し,地下水位を一定の範囲に保持する地

下水位低下設備の機能を考慮した設計用地下水位を設定する。 

 

 

 

(F)観測による検証 

・防潮堤沈下対策前後の地下水位観測データを取得し,(E)にて定める設計用地下水位の検証を

行う。 

 

設計用地下水位の設定に当たっては,①～③に示すとおり,建設時工認段階の地下水位設定(二

次元浸透流解析)において適用した保守性確保方針(解析に用いるパラメータや境界条件の保守

的な設定,①と③)の他,さらに地下水位低下設備を信頼性が確保された範囲に限定し考慮する

(②)ことにより保守性を確保する方針とする。 

①地盤の透水性 

建設時工認の透水係数を基本とし地下水位を高めに評価するよう保守的に設定する。 

 

②ドレーンの有効範囲 

信頼性が確保されたドレーンのみ管路として考慮する。施設に対するドレーンの配置から期

待範囲を設定し,信頼性の確保に係る 3 つの観点(耐久性,耐震性,保守管理性)を満たす範囲

を抽出した上で,地下水位低下設備の重要安全施設への影響に鑑み,安全機能の重要度分類

を踏まえ講ずる設計上の配慮として,多重性及び独立性を確保できる範囲のみ有効範囲とし

て設定する。 

 

 

 

 

・抽出した施設等について,地下水位の上昇により生じる影響の時系列的な変化を整理し,この

影響を低減するための施設ごとの対応方針を定める。 

 

 (D)構造成立性検討用の地下水位設定 

・(C)を踏まえ，設置許可段階における構造物の構造成立性を確認するための地下水位の設定

方針を示す。 

 

(E)地下水位低下設備の考慮（第Ⅱ編及び添付資料１にて詳述） 

・(C),(D)を踏まえ，地下水位低下設備（既設）の機能に期待する施設については，信頼性の

確保された地下水位低下設備を新設し，その機能に期待する方針とする。 

 

(F)設計地下水位の設定 

・詳細設計段階で, (A)～(E)に基づく予測解析を実施し，各施設における設計地下水位を設定

する。降雨条件は発電所の平均年間降水量より保守的に設定するとともに，地下水位低下設

備（既設）の機能に期待しないものとする。なお，地下水位低下設備（既設）の機能に期待

する施設については，信頼性の確保された地下水位低下設備の機能に期待する。 

 

(G)観測による検証 

・地下水位観測記録を取得し,(F)にて定める設計地下水位の検証を行う。 

 

 

設計地下水位の設定に当たっては,浸透流解析において，以下に示す保守性を確保する方針とす

る。 

 

 

 

 

 

①地下水位低下設備（既設）の機能に期待しない 

ドレーンは砕石及び土砂が流入して集水機能が低下した状態，揚水ポンプは稼働しない状態

とし，揚水経路としない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検討内容の相違 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析条件の相違 

島根２号炉は，地下水位低下

設備（既設）の機能に期待しな

い 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析条件の相違 

島根２号炉は，透水試験等に

基づき透水係数を設定 

・解析条件の相違 

島根２号炉は，地下水位低下

設備（既設）の機能に期待しな

い 

・検討内容の相違 

①の相違 
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③境界条件 

解析境界の地表面に水位固定する(別紙 18-4図,建設時工認と同様)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙18-4図 保守的な解析条件の設定例(③解析境界の地表面に水位固定) 

 

 

 

 

 

2.2水位評価用モデル 

原子炉建屋等の施設が設置される主要エリア(0.P.+14.8m盤周辺)の地下水位の評価において

は,0.P.+14.8m盤周辺の法肩までを解析範囲とした三次元地形モデルを作成する(解析ソフ

ト:GETFLOWS(General purpose Terrestrial fluid-FLOW Simulator)バージョン:ver.6.64.0.1)。 

 

 

水位評価用モデル鳥瞰図を別紙18-5図に,水位評価用モデルの概要を別紙18-1表に示す。 

②降雨条件 

島根原子力発電所での地下水位観測期間における平均年間降水量は約 1,540mm であり，気象

庁松江地方気象台における年間降水量(1941～2018年)の平均値は約 1,880mmである。 

浸透流解析における降水量の設定条件として，上記松江地方気象台における年間降水量にば

らつきを考慮した値（平均値+1σ）に，今後の気候変動予測による降水量の変化※を加味し，

降水量を設定する。別紙 17-5 図に解析用降雨条件と観測降雨条件によるモデル境界地点で

の水位分布を示す。 

※  気象庁・環境省 「日本国内における気候変動の不確実性を考慮した結果について」

より 

 

 
別紙 17-5図 保守的な解析条件の設定例 

 

2.2解析モデル作成 

地下水位の評価においては,敷地を取り囲む分水嶺までを解析範囲とした三次元地形モデルを

作成することから，計算機能力を踏まえて適切に地下水位を評価するため，それぞれのエリアで

解析モデルを作成した(解析ソフト: Dtransu-3D・EL,バージョン：ver.2af90MP)。 

なお，両モデルの境界において，重なる部分における地下水位は概ね一致することを確認して

いる。 

解析モデル鳥瞰図を別紙17-6図に,解析モデルの概要を別紙17-1表に示す。 

 

 

 

・解析条件の相違 

女川２号炉では解析境界を水

位固定としているが，島根２号

炉では解析領域全域に保守的な

降水量を設定している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析方法の相違 

島根２号炉は，Dtransu-3D・

ELを使用し，２種類の解析モデ

ルを作成 
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モデル境界地点の地下水位（降雨条件：2,400mm/年）

モデル境界地点の地下水位（観測降雨：1,540mm/年）
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別紙18-5図 水位評価用モデル鳥瞰図 

 

別紙18-1表 水位評価用モデルの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 17-6図 解析モデル鳥瞰図 

 

別紙 17-1表 解析モデルの概要 

 

また，１，２号炉主要建物周辺における構造物等のモデル化方針について，別紙 17-7 図に示

す。原子炉建物等の主要建物については，揚圧力影響を検証するために不透水層として設定し，

主要建物周辺の地下水流に影響を及ぼすと考えられる長大な構造物等については，実際の地下水

流を模擬するため，難透水層（1.0×10-5(cm/s)）として設定した。 

 

 

別紙 17-7図 主要建物周辺における構造物等のモデル化方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，構造物のモデ

ル化方針について記載を拡充 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１，２号炉主要施設

３号炉主要施設

防波壁

山側

海側
１，２号炉エリア 解析モデル ３号炉エリア 解析モデル

凡例

分水嶺 分水嶺

※耐震裕度向上等の目的で実施した地盤改良等は，難透水層としてモデル化する。

項目 内容

モデル化範囲等
・敷地を取り囲む分水嶺までを対象範囲とする。

・対象領域内の構造物※をモデル化し，敷地造成時における掘削・埋戻しを反映する。

名称

不
透
水
層
と
し
て
モ
デ
ル
化

２号原子炉建物

２号炉タービン建物

２号炉廃棄物処理建物

制御室建物

１号原子炉建物

１号炉タービン建物

１号炉廃棄物処理建物

難
透
水
層
と
し
て
モ
デ
ル
化

２号炉排気筒基礎

２号炉取水槽

２号炉放水槽

２号炉CSTタンク基礎他

２号炉フィルタ付ベント設備格納槽他

１号炉排気筒基礎

１号炉取水槽

防波壁

２号炉ジブクレーン基礎※

２号炉取水槽周り止水壁・土留壁※

２号炉南側土留壁※

集水管・接続枡

凡例

難透水層としてモデル化した範囲

不透水層としてモデル化した範囲

サブドレーンピット

サブドレーン

※２号炉建設時の工事用仮設構造物

２号炉
タービン建物

２号炉
廃棄物
処理建物

２号原子炉建物

２号炉排気筒基礎

２号炉放水槽

２号炉
ジブクレーン基礎

２号炉
CSTタンク基礎他

２号炉フィルタ付ベント
設備格納槽他

制御室
建物

1号炉タービン建物

１号原子炉建物

１号炉廃棄物処理建物

２号炉
取水槽

１号炉排気筒基礎

１号炉
取水槽

２号炉南側土留壁

２号炉取水槽周り
止水壁・土留め壁

防波壁
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2.3再現解析による検証 

(1)再現解析と観測水位との比較 

再現解析の目的は,水位評価用モデルに用いる透水係数等の解析用物性値を含めたモデル全体

としての保守性を確認することである。 

 

 

 

透水係数は,補足説明資料２に示す建設時工認段階の評価に用いた設定値等(ルジオン試験等に

基づく値)とする。 

 

再現解析は,前述の水位評価用モデルを敷地周辺の分水嶺まで拡張し,観測降雨を与えることに

より実施した。また,保守性は解析水位が観測水位を上回ることにより確認することとした(水位

観測時点の構造物をモデル化しており防潮堤沈下対策は非考慮)。 

再現解析モデル鳥瞰図を別紙18-6図に,観測孔位置を別紙18-7図に,観測値と解析値の比較を別

紙18-8図に示す。 

再現解析の結果,解析値は期間平均及び最大値のいずれにおいても観測値を上回ることを確認

した。この結果から,予測解析においても解析値が安全側(地下水位が高め)に評価されると考え

られ,モデル全体としての保守性が確保されることを確認した。 

 

 

 

別紙18-6図 再現解析モデル鳥瞰図 

 

2.3再現解析による検証 

(1)再現解析と観測水位との比較 

再現解析の目的は,解析モデルに用いる透水係数等の解析用物性値を含めたモデルの妥当性を

確認することである。 

再現解析において，降雨条件を観測降雨※より求まる年平均降雨（1,540mm/年）として，敷地

内の定常的な地下水位を確認するため，浸透流解析（定常解析）を実施する。また，参考として

観測降雨を与える浸透流解析（非定常解析）も実施する。 

その他の解析条件として，透水係数は別紙17-2表のとおり透水試験等に基づき設定（補足説明

資料２参照）し，揚水条件は既設の揚水ポンプの起動高さにおいて水位固定条件とする。 

 

解析の妥当性は解析値（解析水位）と観測値（観測水位）を比較することにより確認すること

とした(水位観測時点の構造物をモデル化)。 

 

観測孔位置を別紙17-8図に,観測値と解析値の比較を別紙17-9図に示す。 

 

再現解析（定常）の結果, 観測孔位置における地下水位について，解析値は観測値と概ね一致

するか上回ることから，解析モデル全体として妥当性を有することを確認した。この結果から，

予測解析においても解析値が適切に評価されると判断した。なお，地下水位を観測値よりも保守

的に設定するため，揚水量については解析値が観測値を若干下回っている。 

 

※島根原子力発電所における日降水量（H28.4～H30.8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，再現解析（定

常）によりモデルの妥当性を確

認し，参考として再現解析（非

定常解析）を実施 

・解析条件の相違 

島根２号炉は，透水試験等に

基づき透水係数を設定 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，再現解析（定

常）によりモデルの妥当性を確

認 
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別紙 18-7図 観測孔位置 

 

別紙18-8図 観測値と解析値の比較 

 

なお,岩盤が地表付近に近く,主に岩盤内を地下水が流れる観測孔(1Rsy-1～4,1Rsx-1,24B-33)

において,観測値と解析値の差が比較的大きい結果が得られている。これは,建設時工認において

設計用地下水位(揚圧力)を高めに評価するため,別紙18-2表に示すように岩盤Ⅰの透水係数を-1

σ小さく設定していることに起因するものと推察される。 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 17-8図 観測孔位置 

 

 

別紙 17-9図 観測値と解析値の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，再現解析（定

常）によりモデルの妥当性を確

認 

 

 

 

 

 

 

 

 

３号炉

２号炉１号炉

防波壁

地下水位観測孔

サブドレーンピット

-5

0

5

10

15

-5 0 5 10 15

No.2

No.7

No.3
No.1No.6

No.5

No.4

観測値(EL m)

解
析
値

(E
L
 m

)

揚水量(m3/日)

観測値 969

解析値 856

4条-別紙17-14



 

 

 

女川原子力発電所 ２号炉 （2019.7.30版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

別紙18-2表 透水係数 

 

 (2)水位経時変化の確認 

別紙18-8図に示す観測値と解析値の比較において比較的裕度の小さい24B-19孔・1Rsx-1孔を例

に,解析水位と観測水位の経時変化を別紙18-9図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙18-9図 地下水位の経時変化例 

 

 

 

別紙 17-2表 透水係数 

 

 

 

 

(2)水位経時変化の確認 

再現解析において，参考として非定常解析を実施し，水位の経時変化について別紙 17-10図の

とおり確認した。（別紙 17-7図参照）。 

 

 

 

 

別紙 17-10(1)図 地下水位の経時変化例（No.1孔） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，参考として再現

解析（非定常解析）を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 透水係数 (cm/s)

CH級 5×10-5

CM級 6×10-4

CL級 1×10-3

D級 2×10-3

砂礫層 4×10-3

埋戻土（掘削ズリ） 2×10-1

構造物，改良地盤 1×10-5
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別紙 17-10(2)図 地下水位の経時変化例（No.2孔） 

 

  

別紙 17-10(3)図 地下水位の経時変化例（No.3孔） 
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別紙 17-10(4)図 地下水位の経時変化例（No.4孔） 

 

  

別紙 17-10(5)図 地下水位の経時変化例（No.5孔） 
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別紙 17-10(6)図 地下水位の経時変化例（No.6孔） 

 

 

別紙 17-10(7)図 地下水位の経時変化例（No.7孔） 
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24B-19孔は盛土層厚が大きい地点,1Rsx-1孔は岩盤が地表面に近い地点であるが,いずれも降雨

時には解析値が観測値を上回っており,保守的な結果となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれの観測孔における地下水位の経時変化の傾向を以下に示す。 

 

a.24B-19孔 

盛土層が厚い24B-19孔では,解析値と観測値それぞれの水位変動と降雨との連動性は概ね一致

し,降雨時には解析値が観測値を全て上回っている。これは,盛土層が厚い他の観測孔(H26B-4孔)

においても同様である。 

なお,観測水位が岩盤表面以下に下がらない状況が確認されるが,観測孔位置は沢部であるため

周囲から岩盤表面の地下水が集まりやすい構造であることに起因するものと考えられる。 

沢地形部における小降雨時の地下水の流れのイメージを別紙18-10図に示す。 

 

別紙18-10図 沢地形部における小降雨時の地下水の流れ(イメージ) 

b.1Rsx-1孔 

岩盤が地表付近に近い1Rsx-1孔では,解析値と観測値それぞれの水位変動と降雨との連動性は

概ね一致し,降雨時には解析値が観測値を全て上回っている。 

これは,岩盤が地表付近に近い他の観測孔(1Rsy-1～4,24B-33)においても同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

No.1,3 孔は２号炉の北側に，No.2,6 孔は２号原子炉建物近傍に，No.4,5 孔は３号炉の北側に

位置し，埋戻土（掘削ズリ）の層厚の比較的薄い地点である。一方で，No.7孔は敷地の南側に位

置し，埋戻土（掘削ズリ）の層厚の比較的厚い地点である。地下水位の経時変化に係る観測値と

解析値を比較すると，No.1,3,4 孔では概ね両者は同程度であり，No.2,5,7 孔では解析値が観測

値を上回っている。No.6孔では一部の降雨に対して，短期的な地下水位挙動は再現できないもの

の，その他の期間では観測値と解析値が概ね同程度である。 

また，降雨時の地下水位の反応について観測値と解析値を比較すると，観測値は降雨と連動し

て地下水位が変化しているが，解析値は観測値と比較して地下水位の感度が小さい。この理由と

して，局所的に潜在する割れ目や水みち，主要建物周辺工事の影響等が挙げられるが，再現解析

の解析モデルに反映できていない。 

今後，解析モデルへの反映の可否を含めて検討し，非定常解析の位置付け及び非定常解析の信

頼性を向上させるための取り組みについて，詳細設計段階で説明する。 

それぞれの観測孔における地下水位の経時変化の傾向を以下に示す。 

 

a.No.1孔 

No.1孔の観測値によると，降雨等に伴い地下水位の上昇が認められるものの，大きな変動は確

認されず，概ね EL0～+1ｍの間を推移している。また，解析値でも概ね同程度で推移しているこ

とを確認した。 

 

b.No.2孔 

No.2孔の観測値によると，観測孔近傍に設置されている地下水位低下設備（既設）の機能によ

り，他の観測孔と比較して降雨等に伴う地下水位上昇後の低下が早い傾向があり，一部の降雨時

を除くと，地下水位は EL0m を超えない範囲を推移している。一方で，解析値では，それよりも

高い概ね EL+2ｍであることを確認した。 

 

c.No.3孔 

No.3の観測値によると，降雨等に伴い，地下水位の上昇が認められるものの，大きな変動は確

認されず，概ね EL0～+1m の間を推移している。また，解析値でも概ね同程度で推移しているこ

とを確認した。 

 

d.No.4孔 

No.4孔の観測値によると，既設のサブドレーンピット近傍の観測孔（No.2，No.6）と比較して，

降雨等による水位上昇後，緩やかに低下する傾向があり，概ね EL+1～3m の間を推移している。

また，解析値でも概ね同程度で推移していることを確認した。 

 

e.No.5孔 

No.5孔の観測値によると，既設のサブドレーンピット近傍の観測孔（No.2，No.6）と比較して，

降雨等による水位上昇後，緩やかに低下する傾向があり，概ね EL+1～3m の間を推移している。

 

 

 

 

 

 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，詳細設計段階

において，非定常解析の信頼性

向上等について検討 
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2.4地下水位が上昇した場合の影響確認 

(1)耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある施設等の抽出 

防潮堤の沈下対策により敷地内の地下水の流動場が変化することを踏まえ,耐震評価において

地下水位の影響を受ける可能性のある施設等として,基礎地盤・周辺斜面の他,0.P.+14.8m盤及び

0.P.+62m盤エリアに設置される耐震重要施設・常設重大事故等対処施設(いずれも間接支持構造

物を含む),並びに車両通行性への影響の観点等から保管場所・アクセスルートを抽出した。 

 

耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある施設等の抽出結果を別紙18-11図及び

別紙18-3表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方で，解析値では，それよりも高い概ね EL+3ｍであることを確認した。 

 

f.No.6孔 

No.6孔の観測値によると，観測孔近傍に設置されている地下水位低下設備（既設）の機能によ

り，他の観測孔と比較して降雨等に伴う地下水位上昇後の低下が早い傾向があり，一部の降雨時

を除くと，地下水位は EL-1～0mの間を推移している。また， No.6孔は南側の盛土斜面から地下

水が流れ込むため，一部の降雨時に地下水位が短期的な挙動を示す傾向が認められる。一方で，

解析値では，短期的な地下水位挙動は再現できないものの，その他の期間については，概ね同等

で推移している。 

 

g.No.7孔 

No.7孔の観測値によると，降雨等による水位上昇後，緩やかに低下する傾向にあり，概ね EL+5

～6ｍの間を推移している。一方で，解析値では，それよりも高い概ね EL+6～7ｍの間を推移して

いることを確認した。 

 

2.4地下水位が上昇した場合の影響確認 

(1)耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある施設等の抽出 

防波壁周辺の地盤改良により敷地内の地下水の流動場が変化することを踏まえ,耐震評価にお

いて地下水位の影響を受ける可能性のある施設等として,EL+8.5m 盤,EL+15m 盤,EL+44m 盤及び

EL+50m 盤エリアに設置される耐震重要施設・常設重大事故等対処施設(いずれも間接支持構造物

を含む)及びそれらの基礎地盤・周辺斜面,並びに車両通行性への影響の観点等から保管場所・ア

クセスルートを抽出した。 

耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある施設等の抽出結果を別紙 17-11図及び

別紙 17-3表に示す。 
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別紙18-11図 耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある 

施設等の抽出結果 

別紙17-11図 耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある 

施設等の抽出結果 
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別紙18-3表 耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある 

施設等の抽出結果 

 

 

 

 

 

 

 

別紙17-3表 耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある 

施設等の抽出結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備分類 設備名称

基礎地盤・周辺斜面
基礎地盤

周辺斜面

設
計
基
準
対
象
施
設

建物,
構築物

原子炉建物

タービン建物

廃棄物処理建物

制御室建物

排気筒

屋外重要
土木構造物

取水槽

屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒）

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）

ディーゼル燃料貯蔵タンク基礎

屋外配管ダクト（ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物）

津波防護
施設

防波壁（多重鋼管杭式擁壁）

防波壁（鋼管杭式逆Ｔ擁壁）

防波壁（波返重力擁壁）

１号炉取水槽流路縮小工

防波壁通路防波扉

１号放水連絡通路防波扉

重大事故等
対処施設

第１ベントフィルタ格納槽

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽

緊急時対策所建物

緊急時対策所用燃料地下タンク

ガスタービン発電機建物

ガスタービン発電機用軽油タンク基礎

屋外配管ダクト（ガスタービン発電機用軽油タンク～ガスタービン発電機）

保管場所・
アクセスルート

保管場所

アクセスルート

4条-別紙17-22



 

 

 

女川原子力発電所 ２号炉 （2019.7.30版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 (2)地下水位の上昇による影響と対応方針 

別紙18-11図及び別紙18-3表に示した耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある

施設等について,地下水位が上昇した場合は施設等への揚圧力影響及び液状化影響が生じる可能

性を踏まえ,その影響を低減するための対応方針を整理した(補足説明資料４参照)。 

a.地下水位が上昇した場合における施設に生じる影響について 

地下水位が上昇した場合には,揚圧力上昇及び液状化による土圧等の変化により施設の耐震性

等に影響が及ぶ可能性がある。 

地下水位の上昇に伴う影響は別紙18-12図に示すステップ順に段階的に生じるものと考えられ

る。 

 

 

別紙18-12図 地下水位上昇時に施設に段階的に生じる影響の概念図 

 

b.地下水位上昇の影響を低減するための対応方針 

地下水位上昇の影響を低減するため地下水位を低下させる対策や施設の耐震補強の選択肢が考

えられるが,地下水位の上昇による影響が段階的に進むことを踏まえ,早期に影響が生じる建

物・構築物の揚圧力影響の低減に着目し,地下水位を一定の範囲に保持する地下水位低下設備を

検討の上,設置することとする。 

液状化影響は,地下水位を一定の範囲に保持する地下水位低下設備の機能を考慮した設計用地

下水位を用い評価し,当該施設の機能が損なわれないことを確認する。また,当該施設の機能に影

響が及ぶ場合は適切な対策(地盤改良等の耐震補強)を実施する。 

一方,以下の施設は設計用地下水位の設定において地下水位低下設備の機能に期待しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)地下水位の上昇による影響と対応方針 

別紙 17-10 図及び別紙 17-3 表に示した耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のあ

る施設等について,地下水位が上昇した場合は施設等への揚圧力影響及び液状化影響が生じる可

能性を踏まえ,その影響を低減するための対応方針を整理した(補足説明資料４参照)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，建物・構築物

に作用する揚圧力，及び液状化

影響の低減を目的として，地下

水位低下設備を設置する旨を冒

頭で説明 
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・緊急時対策建屋,緊急用電気品建屋及びガスタービン発電設備軽油タンク室(いずれも0.P.+62m

盤で,自然水位(地下水位低下設備の効果が及ばない範囲の地下水位)より保守的に設定した水

位又は地表面にて設計用地下水位を設定) 

・取放水路流路縮小工 

(岩盤内に設置され,地下水位は設計に影響しない) 

・可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートにおいて評価する斜面 

(自然水位(地下水位低下設備の効果が及ばない範囲の地下水位)より保守的に設定した水位又

は地表面にて設計用地下水位を設定) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また,アクセスルートについては,c.アクセスルートの機能維持の方針で述べる。 

なお,可搬型重大事故等対処設備保管場所については,支持力のみの要求であり,岩盤・MMR上に

設置されるため,地下水位の影響は受けない。 

 

以上の対応方針については,工事計画認可段階において浸透流解析の結果を踏まえ,詳細を提示

する。 

c.アクセスルートの機能維持の方針 

アクセスルートは,地震時の液状化に伴う地下構造物の浮き上がり※1の影響を受けることなく

通行性を確保する設計とする。アクセスルートの機能維持に係る配慮事項を別紙18-4表及び以下

に示す。 

・地下水位低下設備の重要安全施設への影響に鑑み,安全機能の重要度分類を踏まえて講ずる設

計上及び機能喪失時の配慮※2により,地下水位は一定の範囲に保持される。このことから,地下

水位低下設備の機能を考慮した設計用地下水位を設定する区間においては,地震時の液状化に

伴う地下構造物の浮き上がりが発生せず,アクセスルートの通行性は確保される。 

・また,地下水位低下設備の機能喪失を想定しても,地震時の液状化に伴う地下構造物の浮き上が

りに対してアクセスルートの通行性を一定期間確保する設計況※4とする。 

・地下水位低下設備が機能喪失した場合に復旧作業等を行うため,必要な資機材として,可搬型設

備及び予備品を確保する。 

・地下水位低下設備の機能喪失が外部からの支援が可能となるまでの一定期間を超え長期に及ぶ

場合においては,予め整備する手順と体制に従い,外部支援等によりアクセスルートの通行性を
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確保する。 

※１:アクセスルートの地下構造物の浮き上がり評価において用いる地下水位は,地下水位低下

設備の機能を考慮した水位又は地表面とする。 

※２:機能喪失時の配慮については,第Ⅱ編で詳述する。 

※３:地下水位低下設備が機能喪失した場合を想定して,工事計画認可段階で機能喪失に伴う地

下水位の上昇程度を評価した上で,地震時の液状化に伴う地下構造物の浮き上がりによるアクセ

スルートへの影響について評価し,アクセスルートの通行性を一定期間確保する設計とする。こ

の結果,アクセスルートの通行性が一定期間確保できない場合は,地盤改良等の対策を講じる。 

※４:概略評価で150日間程度はアクセスルートの通行性に影響がない見通しを得ているが,外部

からの支援が可能となるまでの期間を踏まえ,一定期間として２か月程度を確保することを目安

に,工認段階における詳細評価も踏まえて地盤改良等の対策要否を判断する。 

別紙18-4表 アクセスルートの機能維持に係る配慮事項 

 

 

d.地下水位の影響を踏まえた評価と対応 

a.～ｃ.までの整理結果を踏まえ耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある施設

等について,地下水位の影響を踏まえた評価と対応を第18-5表のとおり整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ.地下水位の影響を踏まえた評価と対策 

耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある施設等について,地下水位の上昇によ

る影響を踏まえた評価と対策を別紙 17-4表に示す。 
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別紙18-5表 地下水位の影響を踏まえた評価と対応(１/３) 

 

 

別紙18-5表 地下水位の影響を踏まえた評価と対応(２/３) 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 17-4表 地下水位の上昇による影響を踏まえた評価と対策（１/２） 

 

 

別紙 17-4表 地下水位の上昇による影響を踏まえた評価と対策（２/２） 

 

 

 

 

 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，屋外重要土木

構造物，津波防護施設，重大事

故等対処施設及び保管場所・ア

クセスルートについて，地下水

位の上昇による影響はない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下水位の影響を受ける可能性のある施設等 地下水位の上昇による影響を踏まえた評価と対策
他サイトとの比較

東海第二 女川２号

基礎地盤・

周辺斜面

・基礎地盤

・周辺斜面

評価結果 影響なし

（保守的に地表面に設定）
影響なし 影響なし

対策 地下水位低下設備 － － －

各施設等（耐震補強） － － －

建物・

構築物

・原子炉建物

・タービン建物

・廃棄物処理建物

・制御室建物

・排気筒

評価結果 影響あり

（揚圧力影響・液状化影響）

影響あり

（揚圧力影響・液状化影響）

影響あり

（揚圧力影響・液状化影響）

対策 地下水位低下設備 【揚圧力対策】

○：地下水位低下設備（既設）の設置

【液状化対策】

△：（設計地下水位の設定において前提

とする）

【揚圧力対策】

○：地下水位低下設備の設置

【液状化対策】

△：（設計地下水位の設定にお

いて前提とする）

【揚圧力対策】

○：地下水位低下設備の設置

【液状化対策】

△：（設計地下水位の設定において前提

とする）

各施設等（耐震補強） △：耐震評価の結果，当該施設の機能

に影響が及ぶ場合は，適切な対策

（地盤改良等の耐震補強）を講ずる。

△：耐震評価の結果，当該施

設の機能に影響が及ぶ場合

は，適切な対策（地盤改良

等の耐震補強）を講ずる。

△：耐震評価の結果，当該施設の機能に

影響が及ぶ場合は，適切な対策（地

盤改良等の耐震補強）を講ずる。

屋外重要

土木構造物

・取水槽

・屋外配管ダクト

（タービン建物～排気筒）

・屋外配管ダクト

（タービン建物～放水槽）

・ディーゼル燃料貯蔵タンク基礎

・屋外配管ダクト

（ディーゼル燃料貯蔵タンク

～原子炉建物）

評価結果 影響なし

（地下水位低下設備（既設）の機能に

期待せず設計地下水位を設定）

影響なし
影響あり

（揚圧力影響・液状化影響）

対策 地下水位低下設備
－ －

△：（設計地下水位の設定において前提

とする）

各施設等（耐震補強）

－ －

△：耐震評価の結果，当該施設の機能に

影響が及ぶ場合は，適切な対策（地

盤改良等の耐震補強）を講ずる。

先行炉の情報に係る記載内容については，会合資料等をもとに弊社の責任において独自に解釈したものです。

凡例
○：地下水位低下設備が設計上必要
△：地下水位低下設備により保持される地下水位を前提として評価・対策
－：対策不要

地下水位の影響を受ける可能性のある施設等 地下水位の上昇による影響を踏まえた評価と対策
他サイトとの比較

東海第二 女川２号

津波防護施設

・防波壁

（多重鋼管杭式擁壁）

・防波壁

（鋼管杭式逆Ｔ擁壁）

・防波壁

（波返重力擁壁）

・１号炉取水槽流路縮小工

・防波壁通路防波扉

・１号放水連絡通路防波扉

評価結果 影響なし

（地下水位低下設備（既設）の機能

に期待せず設計地下水位を設定）

影響なし
影響あり（一部）

（揚圧力影響・液状化影響）

対策 地下水位低下設備
－ －

△：（設計地下水位の設定において前提

とする）

各施設等（耐震補強）

－ －

△：耐震評価の結果，当該施設の機能に

影響が及ぶ場合は，適切な対策（地

盤改良等の耐震補強）を講ずる。

重大事故等

対処施設

・第１ベントフィルタ格納槽

・低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽

・緊急時対策所建物

・緊急時対策所用燃料地下タンク

・ガスタービン発電機建物

・ガスタービン発電機用軽油タンク基礎

・屋外配管ダクト

（ガスタービン発電機用軽油タンク

～ガスタービン発電機）

評価結果 影響なし

（地下水位低下設備（既設）の機能

に期待せず設計地下水位を設定）

影響なし
－

対策 地下水位低下設備
－ －

－

各施設等（耐震補強）

－ －
－

保管場所

・アクセスルート

・保管場所

・アクセスルート

評価結果 影響なし

（地下水位低下設備（既設）の機能

に期待せず設計地下水位を設定）

影響なし
影響あり（一部）

（液状化影響）

対策 地下水位低下設備
－ －

△：（地下水位低下設備が機能喪失した

場合は初期水位として考慮）

各施設等（耐震補強）

－ －

△：（アクセスルートの通行性が一定期間

確保できない場合は，地盤改良等の

対策・外部支援等の活用による通行

性の確保）

先行炉の情報に係る記載内容については，会合資料等をもとに弊社の責任において独自に解釈したものです。

凡例
○：地下水位低下設備が設計上必要
△：地下水位低下設備により保持される地下水位を前提として評価・対策
－：対策不要
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別紙18-5表 地下水位の影響を踏まえた評価と対応(３/３) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．地下水位の設定方針 

ａ.を踏まえ，耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある施設等について,地下水

位の設定方針を別紙 17-5 表に示す（各審査区分における解析条件については，「2.7 解析条件及

び地下水位設定方針の整理」参照）。 

構造成立性検討用の地下水位設定方針については，以下のとおり。 

・設置許可段階で安全性評価が要求される基礎地盤・周辺斜面については，地下水位を地表面

とする。 

・屋外重要土木構造物及び津波防護施設等は地下水位低下設備（既設）の機能に期待しない。 

設計地下水位の設定方針（地下水位低下設備の考慮）については，以下のとおり。 

・地下水位低下設備（既設）については，保守管理性が低いため，建物・構築物に作用する揚

圧力，及び液状化影響の低減を目的として，信頼性（耐久性・耐震性・保守管理性）を満足

する地下水位低下設備を新設し，建物・構築物はその機能に期待して地下水位を設定する。 

・なお，屋外重要土木構造物及び津波防護施設等は地下水位低下設備の機能にも期待せず，自

然水位※より保守的に設定した水位に基づき，地下水位を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，各施設の地下

水位の設定方針をまとめとして

記載 
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(3)地下水位が上昇した場合の影響評価まとめ 

地下水位の影響を踏まえた評価と対応方針を踏まえ,耐震評価において地下水位の影響を受け

る施設等の地下水位低下設備との関係を整理した。整理結果を別紙18-6表に示す(基準適合の考

え方は添付資料３に示す)。 

a.地下水位低下設備の設置許可基準規則における位置付け等 

別紙18-6表の整理を踏まえ,施設の設置許可基準規則第４条(第39条)への適合に当たり,施設の

設計の前提条件となる地下水位を一定の範囲に保持する必要であることから,地下水位低下設備

を設計基準対象施設として位置付ける。 

各施設の耐震設計については,防潮堤の下方を地盤改良するために地下水の流れが遮断され地

下水位が上昇するおそれがあるという女川サイト固有の状況を踏まえ地下水位を一定の範囲に

保持する地下水位低下設備の機能を考慮した水位,自然水位(地下水位低下設備の効果が及ばな

い範囲の地下水位)より保守的に設定した水位又は地表面にて設計用地下水位を設定し,揚圧力

が作用した場合及び液状化,揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状を考慮した場合においても当該

施設の機能が損なわれないように設計することで基準適合が図られる。 

なお,地下水位の影響を受ける施設等,及び地下水位の影響を踏まえた対策については,工事計

画認可段階にその詳細を示す。 

別紙 17-5表 耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある施設等の地下水位の設定

方針 

 

※ 地下水位低下設備の機能に期待しない場合の地下水位 

 

(3)地下水位が上昇した場合の影響評価まとめ 

地下水位の影響を踏まえた評価と対応方針を踏まえ,耐震評価において地下水位の影響を受け

る施設等の地下水位低下設備との関係を整理した。整理結果を別紙 17-6表に示す(基準適合の考

え方は添付資料２に示す)。 

a.地下水位低下設備の設置許可基準規則における位置付け等 

別紙 17-6表の整理を踏まえ,施設の設置許可基準規則第４条(第 39条)への適合に当たり,施設

の設計の前提条件となる地下水位を一定の範囲に保持するために必要であることから,地下水位

低下設備を設計基準対象施設として位置付ける。 

各施設の耐震設計については,防波壁の周辺を地盤改良するために地下水の流れが遮断され地

下水位が上昇するおそれがあるという島根サイト固有の状況を踏まえ地下水位を一定の範囲に

保持する地下水位低下設備の機能を考慮した水位,自然水位(地下水位低下設備の機能に期待し

ない場合の地下水位)より保守的に設定した水位又は地表面にて設計地下水位を設定し,揚圧力

が作用した場合及び液状化,揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状を考慮した場合においても当該

施設の機能が損なわれないように設計することで基準適合が図られる。 

なお,地下水位の影響を受ける施設等,及び地下水位の影響を踏まえた対策については,詳細設

計段階にその詳細を示す。 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，地下水位の設定

方針をまとめとして記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備分類 設備名称 地下水位の設定方針

基礎地盤・周辺斜面
基礎地盤

保守的に地表面に設定
周辺斜面

設
計
基
準
対
象
施
設

建物,
構築物

原子炉建物

地下水位低下設備の機能に
期待して，設計地下水位を設定する。

タービン建物

廃棄物処理建物

制御室建物

排気筒

屋外重要
土木構造物

取水槽

自然水位※より保守的に設定した水位

屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒）

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）

ディーゼル燃料貯蔵タンク基礎

屋外配管ダクト（ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物）

津波防護
施設

防波壁（多重鋼管杭式擁壁）

防波壁（鋼管杭式逆Ｔ擁壁）

防波壁（波返重力擁壁）

１号炉取水槽流路縮小工

防波壁通路防波扉

1号放水連絡通路防波扉

重大事故等
対処施設

第１ベントフィルタ格納槽

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽

緊急時対策所建物

緊急時対策所用燃料地下タンク

ガスタービン発電機建物

ガスタービン発電機用軽油タンク基礎

屋外配管ダクト（ガスタービン発電機用軽油タンク～ガスタービン発電機）

保管場所・
アクセスルート

保管場所

アクセスルート
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b.地下水位低下設備と対応条文の関連性等 

建物・構築物について,設置許可基準規則第39条は同第４条と同様の要求であり,第４条への適

合をもって第39条への適合性を確認する。 

施設等について,余震時に対する要求を含む設置許可基準規則第５条・第40条及び第39条につい

ては,第４条への適合をもって確認する。また,同第３条第２項及び第38条第２項,第４条及び第

39条は,それぞれ同一の地盤,地震に対する設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の適合性

を要求しているものであり,地震時の影響については,代表的に設置許可基準規則第４条への適

合性を示すことにより確認する。 

以上から,地震時の影響については,代表的に設置許可基準規則第４条或いは第39条への適合性

を示すことにより確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.地下水位低下設備と対応条文の関連性等 

建物・構築物について,設置許可基準規則第 39 条は同第４条と同様の要求であり,第４条への

適合をもって第 39条への適合性を確認する。 

施設等について,余震時に対する要求を含む設置許可基準規則第５条・第 40 条及び第 39 条に

ついては,第４条への適合をもって確認する。また,同第３条第２項及び第 38条第２項,第４条及

び第 39 条は,それぞれ同一の地盤,地震に対する設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の適

合性を要求しているものであり,地震時の影響については,代表的に設置許可基準規則第４条へ

の適合性を示すことにより確認する。 

以上から,地震時の影響については,代表的に設置許可基準規則第４条或いは第 39 条への適合

性を示すことにより確認する。 
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設
備
分
類

設
備
名
称

安
全
性
確
保
に
お
け
る

地
下
水
位
低
下
設
備
の
位
置
付
け
※
1

関
連
す
る
条
文

○
は
設
計
上
必
要
，
△
は
設
計
条
件
と
し
て
前
提
と
す
る
。
色
分
け
は
※
4
に
示
す

各
条
文
の
包
絡
関
係
を
示
す
（
■
は
■
へ
の
適
合
性
を
示
す
こ
と
に
よ
り
確
認
）

備
考

(A
)

設
計
値

保
持
の
た
め

直
接
的
に
必
要

(B
)

左
記

(A
)に
よ
り
保
持
さ
れ

る
地
下
水
位
を
前
提
と
す
る

（
必
要
時
は
対
策
）

(C
)

不
要

地
盤

地
震

津
波
・
余
震
重
畳

重
大
事

故
等
対

処
設
備

3
条

1
項

3
8
条

1
項

3
条

2
項

※
4

3
8
条

2
項

※
4

4
条

※
4

3
9
条

※
4

5
条

※
4

4
0
条

※
4

4
3
条

基
礎
地
盤
・

周
辺
斜
面

基
礎
地
盤

○
※
２

※
２

周
辺
斜
面

○

設 計 基 準 対 象 施 設

建
物

,
構
築
物

原
子
炉
建
物

○
△

△
○

※
３

タ
ー
ビ
ン
建
物

○
△

△
○

※
３

廃
棄
物
処
理
建
物

○
△

△
○

※
３

制
御
室
建
物

○
△

△
○

※
３

排
気
筒

○
△

△
○

※
３

屋
外
重
要

土
木
構
造
物

取
水
槽

○

屋
外
配
管
ダ
ク
ト
（
タ
ー
ビ
ン
建
物
～
排
気
筒
）

○

屋
外
配
管
ダ
ク
ト
（
タ
ー
ビ
ン
建
物
～
放
水
槽
）

○

デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
基
礎

○

屋
外
配
管
ダ
ク
ト
（
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
～
原
子
炉
建
物
）

○

津
波
防
護

施
設

防
波
壁
（
多
重
鋼
管
杭
式
擁
壁
）

○

防
波
壁
（
鋼
管
杭
式
逆
Ｔ
擁
壁
）

○

防
波
壁
（
波
返
重
力
擁
壁
）

○

１
号
炉
取
水
槽
流
路
縮
小
工

○

防
波
壁
通
路
防
波
扉

○

１
号
放
水
連
絡
通
路
防
波
扉

○

重
大
事
故
等

対
処
施
設

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
格
納
槽

○

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
格
納
槽

○

緊
急
時
対
策
所
建
物

○
E
L
+

5
0
m
盤
に
設
置

緊
急
時
対
策
所
用
燃
料
地
下
タ
ン
ク

○
E
L
+

5
0
m
盤
に
設
置

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建
物

○
E
L
+

4
4
m
盤
に
設
置

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク
基
礎

○
E
L
+

4
4
m
盤
に
設
置

屋
外
配
管
ダ
ク
ト

（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク
～
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
）

○
E
L
+

4
4
m
盤
に
設
置

保
管
場
所
・

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト

保
管
場
所

○

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト

○

保
管
場
所
・
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
に
お
い
て
評
価
す
る
斜
面

○

別
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2.5設計地下水位の設定 

詳細設計段階で設定する設計地下水位の設定方法について，地下水位低下設備の機能に期待し

ない屋外重要土木構造物等のうち，箱型構造物及び線状構造物の設定例を示す。 

設計地下水位は解析断面における地下水位を用いて，構造物側面や解析断面境界等の各点での

最高水位を結んで保守的な設定とする。 

箱型構造物の設計地下水位設定の考え方について，別紙17-12図に，線状構造物の設計地下水

位設定の考え方について，別紙17-13図に示す。 

なお，再現解析における解析結果と観測記録の差異を踏まえ，以下に示す(a)～(c)の水位に余

裕を加えて設計地下水位を設定する。 

【箱型構造物】 

・構造物側面の地下水位は，三次元浸透流解析結果より，構造的特徴や周辺状況を踏まえて設

定した各解析断面における構造物側面の最高水位(a)を採用する。 

・構造物周辺地盤の地下水位は，構造物側面の水位(a)とその側方地盤の最高水位(b)を結ぶ。 

・ただし，構造物周辺地盤の地下水位が構造物から離れる方向に低下しても設計地下水位は最

高水位で一定(c)とする。 

 

別紙17-12図 箱型構造物の設計地下水位設定の考え方 

【線状構造物】 

・構造物側面の地下水位は，三次元浸透流解析結果より，縦断図において構造的特徴や周辺状

況を踏まえて設定した区間毎の最高水位(a)を採用する。 

・構造物周辺地盤の地下水位は，構造物側面の水位(a)とその側方地盤の最高水位(b)を結ぶ。 

・ただし，構造物周辺地盤の地下水位が構造物から離れる方向に低下しても設計地下水位は最

高水位で一定(c)とする。 

 

別紙17-13図 線状構造物の設計地下水位設定の考え方 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，詳細設計段階

における地下水位の設定方法に

ついて説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-C’断面

平面図

B-B’断面

A-A’断面

設計地下水位

(b) (c)(a) (a)

MMR MMR

C-C’断面地下水位
B-B’断面地下水位
A-A’断面地下水位

評価対象構造物

断面図

区間Ⅰ 区間Ⅱ

縦断図 横断図

区間Ⅰにおける
最高水位

評価対象構造物

(a) (a)

(b)

(c)

設計地下水位

MMR

MMR

区間Ⅰにおける最高水位の断面
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2.5観測による検証 

設計用地下水位の設定に用いる予測解析は防潮堤沈下対策完了後の状態をモデル化することか

ら,予測解析結果の妥当性の検証として,防潮堤沈下対策の工事完了後に地下水位の観測を行い,

解析にて想定した地下水位を観測水位が下回ることを確認する。 

観測孔は,防潮堤の沈下対策による地下水位への影響範囲を考慮し設定する。 

地下水位観測計画位置を別紙18-13図に示す。 

工事計画認可段階の予測解析の検証においては,防潮堤の沈下対策の影響を受けないNo.1～

No.4孔の観測記録を参照する。また,防潮堤の沈下対策工事完了後の運転段階においては,防潮堤

外も含めてNo.5～No.8孔の観測記録を検証材料に加える。 

なお,今後の地下水位設定の信頼性確認等への活用を念頭に,別紙18-13図のうち複数孔につい

ては防潮堤沈下対策影響の検証後も観測を継続し,基礎データとして集積していく。 

 

 

 

 

別紙18-13図 地下水位観測計画位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6観測による検証 

設計地下水位の設定に用いる予測解析は防波壁周辺の地盤改良完了後の状態をモデル化する

ことから,予測解析結果の妥当性の検証として, 防波壁周辺の地盤改良の工事完了後の地下水位

観測記録を用いて,解析結果が観測記録に対して保守的であることを確認する。 

 

 

 

 

 

なお,今後の地下水位設定の信頼性確認等への活用を念頭に,別紙17-14図のうち複数孔につい

ては防波壁周辺の地盤改良影響の検証後も観測を継続し,基礎データとして集積していく。 

 

別紙 17-14図 地下水位観測計画位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，防波壁沿いの

観測孔を今後も活用する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３号炉

２号炉１号炉

防波壁

地下水位観測孔

サブドレーンピット
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2.7解析条件及び地下水位設定方針の整理 

設置許可段階における再現解析では，年平均降雨・透水係数を設定した定常解析の結果，解析

水位と観測水位が概ね一致することから，解析モデルの妥当性を確認した。 

設置許可段階及び詳細設計段階における予測解析では，再現解析により妥当性を確認した解析

モデルを用いて，以下の保守性を考慮する。 

・発電所における年平均降水量（1,540mm/年）よりも厳しい降雨条件（2,400mm/年）を定常的

に与える。 

・地下水位低下設備（既設）のうち，ドレーンは砕石及び土砂が流入して集水機能が低下した

状態，揚水ポンプは稼働しない状態とし，揚水経路としない。 

・原子炉建物等の建物・構築物は信頼性のある地下水位低下設備の機能に期待するが，屋外重

要土木構造物や保管場所・アクセスルート等については保守的に期待しない。 

再現解析における解析結果と観測記録の差異を踏まえ，浸透流解析より求まる水位に余裕を加

えて設計地下水位を設定する。 

 

別紙17-7表 各審査区分における解析条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，第Ⅰ編で説明

した解析方法のまとめを記載  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：保守的に設定した条件

審査区分 設置許可段階 詳細設計段階

解析区分 再現解析（定常※１） 予測解析（定常）

解析の目的
解析用物性値を含めた
解析モデルの妥当性確認

構造成立性検討 設計地下水位の設定

解
析
条
件

(1)透水係数 透水試験結果等に基づき設定 再現解析で妥当性を確認した透水係数を設定

(2)地盤条件 一部，地盤改良未実施 地盤改良完了後

(3)降雨条件
1,540mm/年

（発電所 年平均降雨）
2,400mm/年 2,400mm/年 2,400mm/年

(4)

地下水位低下
設備（既設）

機能に期待する 機能に期待しない 機能に期待しない 機能に期待しない

地下水位低下
設備

－ － 機能に期待する 機能に期待しない

解析対象 （解析水位と観測水位を比較）

・基礎地盤・周辺斜面※２

・屋外重要土木構造物
・津波防護施設
・重大事故等対処施設
・保管場所・アクセスルート

建物・構築物
・原子炉建物
・タービン建物
・廃棄物処理建物
・制御室建物
・排気筒

・屋外重要土木構造物
・津波防護施設
・重大事故等対処施設
・保管場所・アクセスルート

※１ 参考として非定常解析を実施 ※２ 設置許可段階ですべり安定性への影響を確認（保守的に地表面に設定）
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第Ⅱ編 地下水位低下設備の信頼性向上の方針 

 

1.地下水位低下設備の目的,機能及び位置付け 

地下水位低下設備の目的及び機能,また,機能維持を要求する期間は,以下のとおりである。 

①地下水位低下設備の目的及び機能 

 原子力発電所の施設の機能・構造は,地盤の健全生が確保された前提で各種設計がなされて

いる。 

 地下水位低下設備の機能は,施設の設計の前提が確保されるよう,「地下水位を一定の範囲に

保持する」ことである。 

 地下水位低下設備が機能することにより,施設周辺の地下水位が一定の範囲に保持され,施

設に及ぶ揚圧力及び液状化影響が低減される。この地下水位低下設備の機能を考慮した設計

用地下水位を設定し,揚圧力が作用した場合及び液状化,揺すり込み沈下等の周辺地盤の変

状を考慮した場合においても機能が損なわれないよう設計する。 

また,地下水位低下設備の機能に期待しない場合は,自然水位(地下水位低下設備の効果が

及ばない範囲の地下水位)より保守的に設定した水位又は地表面にて設計用地下水位を設定

し,揚圧力が作用した場合及び液状化,揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状を考慮した場合

においても機能が損なわれないよう設計する。 

 

②地下水位低下設備の機能維持を要求する期間 

 地下水位低下設備は,以下に示す原子力発電所の供用期間の全ての状態において機能維持が

必要である。 

・通常運転時(起動時,停止時含む) 

・運転時の異常な過渡変化時 

・設計基準事故時 

・重大事故等時 

 また,プラント供用期間中において発生を想定する大規模損壊についても,その発生要因と

プラントの損壊状況を踏まえ,地下水位低下設備の設計を行う上で配慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下水位低下設備の目的,機能及び要求期間を踏まえ,重要安全施設への影響に鑑み,地下水位低

下設備を設置許可基準規則第12条で規定される安全機能の重要度分類における重要度の高いク

ラス1に相当する設備として多重性及び独立性を確保した設計・運用を行っていくこととする。 

第Ⅱ編 地下水位低下設備の信頼性向上の方針 

 

1.地下水位低下設備の目的,機能及び位置付け 

地下水位低下設備の目的及び機能,また,機能維持を要求する期間は,以下のとおりである。 

①地下水位低下設備の目的及び機能 

 原子力発電所の施設の機能・構造は,地盤の健全生が確保された前提で各種設計がなされて

いる。 

 地下水位低下設備の機能は,施設の設計の前提が確保されるよう,「地下水位を一定の範囲に

保持する」ことである。 

 地下水位低下設備が機能することにより, 原子炉建物等の建物・構築物周辺の地下水位が一

定の範囲に保持され, 原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物，制御室建物及び排気筒

に作用する揚圧力及び液状化影響が低減される。この地下水位低下設備の機能を考慮した設

計地下水位を設定し, 揚圧力が作用した場合及び液状化,揺すり込み沈下等の周辺地盤の変

状を考慮した場合においても機能が損なわれないよう設計する。 

また,地下水位低下設備の機能に期待しない場合は,自然水位(地下水位低下設備を考慮し

ない場合の地下水位)より保守的に設定した水位又は地表面にて設計地下水位を設定し,揚

圧力が作用した場合及び液状化,揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状を考慮した場合におい

ても機能が損なわれないよう設計する。 

②地下水位低下設備の機能維持を要求する期間 

 地下水位低下設備は,以下に示す原子力発電所の供用期間の全ての状態において機能維持が

必要である。 

・通常運転時(起動時,停止時含む) 

・運転時の異常な過渡変化時 

・設計基準事故時 

・重大事故等時 

 また,プラント供用期間中において発生を想定する大規模損壊についても,その発生要因と

プラントの損壊状況を踏まえ,地下水位低下設備の設計を行う上で配慮する。 

 

③地下水位低下設備の位置付け 

 施設の設置許可基準規則第３条第２項及び第４条(第39条)への適合に当たり,施設の設計の

前提条件となる地下水位を一定の範囲に保持するために必要であることから,地下水位低下

設備を設計基準対象施設として位置付ける。 

 地下水位低下設備は重大事故等に対処するための機能は有していないため，重大事故等対処

施設には位置付けない。 

 

地下水位低下設備の目的,機能及び要求期間を踏まえ,重要安全施設への影響に鑑み地下水位低

下設備の信頼性向上のための配慮項目を整理した上で設計・運用を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（島根２号炉は，信頼性の向上

を考慮した設備構成の検討を第

Ⅱ編 2.4に記載） 

4条-別紙17-34



 

 

 

女川原子力発電所 ２号炉 （2019.7.30版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

2.安全施設への要求事項を参照した設備構成の検討 

 

2.1設置許可基準規則第12条の要求事項の抽出 

ここでは,地下水位低下設備に対して,設計上配慮すべき要件及び機能喪失要 

因の分析を行うことにより,信頼性向上のあり方について整理を行う。 

地下水位低下設備を安全機能の重要度分類におけるクラス1に相当する設備と 

位置付けるに際して,設置許可基準規則第12条を一部準用することとし,地下水 

位低下設備の設計上配慮すべき要求事項を別紙18-7表のとおり抽出した。 

 

別紙18-7表 設置許可基準規則第12条の要求事項(１/３) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検討内容の相違 

①の相違 
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別紙18-7表 設置許可基準規則第12条の要求事項(２/３) 
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別紙18-7表 設置許可基準規則第12条の要求事項(３/３) 
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2.2 設置許可基準規則第12条の要求事項に基づく設備構成の検討 

ここでは,2.1で抽出した設置許可基準規則第12条に係る地下水位低下設備への設計上の要求事

項に照らして,集水機能(ドレーン等)及び排水機能(揚水ポンプ等)の機能保持が可能な設備構成

を検討する。 

なお,検討に当たっては,網羅的に故障想定を行うため,動的機器の単一故障(短期,長期)として

揚水ポンプの故障,並びに静的機器の単一故障(長期)としてドレーンの閉塞を想定することとし

た。 

設備構成の検討においては,第Ⅰ編の整理から地下水位低下設備が機能しない場合の影響とし

て,施設へ作用する揚圧力(設置許可基準規則第４条)及び液状化影響(設置許可基準規則第３条

第２項)が抽出されているが,ここでは早期に影響が現れる建物・構築物の揚圧力影響の低減に着

目し,地下水位を一定の範囲に保持する地下水位低下設備を設置することとし,集水及び排水機

能に係る設備構成の検討を行った。 

なお,液状化影響に対しては,地下水位を一定の範囲に保持する地下水位低下設備の機能を考慮

した水位より設計用地下水位を設定し,液状化,揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状を考慮した

場合においても機能が損なわれないことを確認し,機能に影響が及ぶ場合は適切な対策を講ずる

設計とする。 

また,設備構成の検討に当たっては信頼性確保が重要となることから,添付資料２に示すとお

り,施設に対するドレーンの配置から期待範囲を設定し,信頼性の確保に係る３つの観点(耐久

性,耐震性,保守管理性)を満たす範囲を抽出した上で,設置許可基準規則第12条の要求に対して

機能保持できる範囲を有効なドレーンとして設定した。 

原子炉建屋及び３号炉海水熱交換器建屋直下の有孔塩ビ管は,その構造や堆砂事象の進展速度

等から閉塞しないものと評価しているが,万が一閉塞等が発生した場合の検知と修復に不確実性

があるものと考えられるため,閉塞した状態(管路ではなく透水層)を前提とした。 

 

(1)設備構成概要 

設置許可基準規則第３条第２項,第４条及び第12条要求を考慮した地下水位低下設備の構成例

を別紙18-14図に示す。 

これは,早期に影響が現れる揚圧力影響(設置許可基準規則第４条)の低減に着目した建物・構築

物(原子炉建屋,制御建屋,排気筒,３号炉海水熱交換器建屋)に対し,設置許可基準規則条文適合

上必要な集水及び排水機能の範囲を示したものであり,設計値保持上の必要範囲(■)と,設置許

可基準規則第12条適合上の必要範囲(■)にて構成される。 

また,ドレーン・接続桝・揚水井戸として耐久性,耐震性及び保守管理性を満たし,集水及び排水

機能が期待できるものの,設置許可基準規則第12条適合の観点から管路より除外した範囲(■)に

ついては透水層として取扱う。 

 

なお,別紙18-14図は揚圧力影響(設置許可基準規則第４条)の低減に着目した設備構成案である

が,液状化,揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状を考慮した場合においても機能が損なわれない

ことを確認し,機能に影響が及ぶ場合は適切な対策を講ずる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検討内容の相違 

①の相違 

（島根２号炉は，設備構成の検

討について第Ⅱ編 2.6に記載） 
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別紙18-14図 地下水位低下設備の構成例 

 

別紙18-14図における各施設の範囲における集水及び排水機i能の設備構成例(模式図)を別紙

18-15図に示す。本模式図を用い,施設ごとに,集水及び排水機能を構成する動的・静的機器の単

一故障に対する機能保持の考え方を整理し,検討結果を以降に示す。 
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別紙18-15図 各施設の範囲における集水及び排水機能の設備構成例(模式図) 

 

(2)原子炉建屋周辺ドレーンにおける信頼性向上の対応 

原子炉建屋における故障想定を別紙18-8表に示す。 

 

別紙18-8表 設置許可基準規則第12条を考慮した検討ケース 

(原子炉建屋) 
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原子炉建屋における,動的機器(揚水ポンプ)の単一故障(短期・長期)に係る検討例を別紙18-16

図に示す。 

揚水ポンプの単一故障に対して,多重化により要求される機能(地下水位を一定の範囲に保持)

が維持される。 

 

 

別紙18-16図 原子炉建屋の設備構成検討例 

(動的機器(揚水ポンプ)の単一故障) 

 

原子炉建屋における,静的機器(ドレーン)の単一故障(長期)に係る検討例を別紙18-17図に示

す。 

ドレーンの単一故障に対して,揚水井戸・揚水ポンプの配置により機能(地下水位を一定の範囲

に保持)が維持される。 
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別紙18-17図 原子炉建屋の設備構成検討例 

(静的機器(ドレーン)の単一故障) 
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(3)制御建屋周辺ドレーンにおける信頼性向上の対応 

制御建屋周辺ドレーンにおける故障想定を別紙18-9表に示す。 

 

別紙18-9表 設置許可基準規則第12条を考慮した検討ケース(制御建屋) 

 

 

制御建屋における,動的機器(揚水ポンプ)の単一故障(短期・長期)に係る 

検討例を別紙18-18図に示す。 

揚水ポンプの単一故障に対して,多重化により要求される機能(地下水位を 

一定の範囲に保持)が維持される。 
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別紙 18-18図 制御建屋の設備構成検討例 

(動的機器(揚水ポンプ)の単一故障) 

 

制御建屋における,静的機器(ドレーン)の単一故障(長期)に係る検討例を別紙18-19図に示す。 

ドレーンの単一故障に対して,揚水井戸・揚水ポンプの配置により要求される機能(地下水位を

一定の範囲に保持)が維持される。 
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別紙18-19図 制御建屋の設備構成検討例 

(静的機器(ドレーン)の単一故障) 

 

(4)排気筒基礎周辺ドレーンにおける信頼性向上の対応 

排気筒基礎周辺ドレーンにおける故障想定を別紙18-10表に示す。 
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別紙18-10表 設置許可基準規則第12条を考慮した検討ケース 

(排気筒基礎) 

 

排気筒基礎における,動的機器(揚水ポンプ)の単一故障(短期・長期)に係る検討例を別紙18-20

図に示す。 

揚水ポンプの単一故障に対して,多重化により要求される機能(地下水位を一定の範囲に保持)

が維持される。 

 

別紙18-20図 排気筒基礎の設備構成検討例 

(動的機器(揚水ポンプ)の単一故障) 
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排気筒基礎における,静的機器(ドレーン)の単一故障(短期・長期)に係る検討例を別紙18-21図

に示す。 

ドレーンの単一故障に対して,揚水井戸・揚水ポンプの配置により機能要求される機能(地下水

位を一定の範囲に保持)が維持される。 

 

別紙18-21図 排気筒基礎の設備構成検討例 

(静的機器(ドレーン)の単一故障) 

 

(5)３号炉海水熱交換器建屋周辺ドレーンにおける信頼性向上の対応 

３号炉海水熱交換器建屋周辺ドレーンにおける故障想定を別紙18-11表に示す。 
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別紙18-11表 設置許可基準規則第12条を考慮した検討ケース 

(３号炉海水熱交換器建屋) 

 

３号炉海水熱交換器建屋における,動的機器(揚水ポンプ)の単一故障(短期・長期)に係る検討例

を別紙18-22図に示す。揚水ポンプの単一故障に対して,多重化により要求される機能(地下水位

を一定の範囲に保持)が維持される。 

 

別紙18-22図 ３号炉海水熱交換器建屋の設備構成検討例 

(動的機器(揚水ポンプ)の単一故障) 
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３号炉海水熱交換器建屋における,静的機器(ドレーン)の単一故障(長期)に係る検討例を別紙

18-23図に示す。 

ドレーンの単一故障に対して,揚水井戸・揚水ポンプの配置により要求される機能(地下水位を

一定の範囲に保持)が維持される。 

 

別紙18-23図 ３号炉海水熱交換器建屋の設備構成検討例 

(静的機器(ドレーン)の単一故障) 
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(6)まとめ 

設置許可基準規則第３条第２項及び第４条並びに第12条に係る要求事項に照らし,地下水位低

下設備の集水及び排水機能に係る設備構成を検討した。 

検討の結果,別紙18-14図に示した設備構成案にて設置許可基準規則第12条の要求事項に対して

も集水及び排水機能が保持されることを確認した。ここまでで整理した設備構成について,同第

12条の要求事項全体を踏まえた設備設計の妥当性は「2.3設置許可基準規則第12条の要求事項に

基づく設備構成の妥当性」にて確認する。 

工事計画認可段階においては,設計上の必要範囲が機能する場合並びに設置許可基準規則第12

条適合上の必要範囲が機能する場合等,検討ケースごとに対応した浸透流解析を実施し,設計用

地下水位を設定する(第1編及び添付資料2を参照)。 

新設する揚水井戸の構造・配置例について補足説明資料8に示す。なお,詳細な配置・構造等に

ついては工事計画認可段階における詳細検討で確定する。 

 

2.3設置許可基準規則第12条の要求事項に基づく設備構成の妥当性 

「2.2設置許可基準規則第12条の要求事項に基づく設備構成の検討」において整理した地下水位

低下設備の設備構成について,設置許可基準規則第12条の要求事項全体を踏まえた設備設計の妥

当性について,以下に整理する。なお,整理に当たっては,設置許可基準規則第12条で規定される,

単一故障想定ごと(短期間については「動的機器単一故障」,長期間については「動的機器の単一

故障」及び「静的機器の単一故障」)に分けて,妥当性を確認する。 

(1)短期間に発生する故障想定に対する設備設計の妥当性 

短期間において,動的機器に単一故障を想定した場合の地下水位低下設備の設備設計の妥当性

を別紙18-12表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検討内容の相違 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検討内容の相違 

①の相違 
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・検討内容の相違 

①の相違 
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(2)長期間に発生する故障想定に対する設備設計の妥当性 

長期間において,動的機器に単一故障を想定した場合の地下水位低下設備の設備設計の妥当性

を別紙18-13表に示す。 

長期間において,静的機器に単一故障を想定した場合の地下水位低下設備の設備設計の妥当性

を別紙18-14表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検討内容の相違 

①の相違 
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・検討内容の相違 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別
紙

18
-1
3
表
 
設
置
許
可
基
準
規
則
第

12
条
の
要
求
事
項
を
踏
ま
え
た
地
下
水
位
低
下
設
備
の
部
位
ご
と
に
配
慮
す
べ
き
事
項

（
長
期
間
：
動
的
機
器
）
 

 

4条-別紙17-53



 

 

 

女川原子力発電所 ２号炉 （2019.7.30版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検討内容の相違 

①の相違 
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3. 機能喪失要因等の分析に基づく設備構成の検討 

3.1 供用期間中における機能維持に必要な耐性の分析 

前述のとおり,地下水位低下設備の機能を維持するために,設置許可基準規則第12条における安

全機能の重要度分類を踏まえたクラス1に相当する設備としての設計に当たっての考え方を説明

した。 

ここでは,通常運転時から大規模損壊発生時までの供用期間中の全ての状態における地下水位

低下設備の信頼性を向上するために必要な耐性を検討するため,以下の分析を行う。 

 

【分析1】 

・地下水位低下設備の機能ごとに,設置許可基準規則第3条から第13条までにおいて考慮するこ

とが要求される事象を,「想定する機能喪失要因」とする。 

・なお,設置許可基準規則第14条から第36条までに対しては,別紙18-15表のとおり,地下水位低

下設備に対する機能について影響するものではないので機能喪失要因の対象とはならない。 

・地下水位低下設備の構成部位が,想定する機能喪失要因により機能喪失するかを分析(別紙

18-16表)する。 

・分析結果を踏まえ,地下水位低下設備の機能維持の観点から必要な対策について整理する。 

 

【分析2】 

・分析1から抽出された,地下水位低下設備の機能喪失要因となる事象が発生した場合に,同時

に「運転時の異常な過渡変化」,「設計基準事故」又は「重大事故等」が発生するかについ

て分析(別紙18-17表)する。 

・分析結果を踏まえ,地下水位低下設備の機能維持の対策に加え,追加の対策が必要であるか

について整理する。 

 

【分析3】 

・「運転時の異常な過渡変化」,「設計基準事故」又は「重大事故等」発生後に,何らかの原

因により地下水位低下設備が機能喪失した場合を想定し,運転時の異常な過渡変化等の事

象収束に対して影響があるかを分析(別紙18-18表)する。 

・分析結果を踏まえ,地下水位低下設備の機能維持の対策に加え,追加の対策が必要であるか

について整理する。 

 

【分析4】 

・大規模損壊の発生要因について,プラントの損壊状況を踏まえ,地下水位低下設備の設計を行

う上で配慮する。 

 

 

 

 

2. 機能喪失要因等の分析に基づく設備構成の検討 

2.1 供用期間中における機能維持に必要な耐性の分析 

 

 

 

通常運転時から大規模損壊発生時までの供用期間中の全ての状態における地下水位低下設備の

信頼性を向上するために必要な耐性を検討するため,以下の分析を行う。 

 

【分析1】 

・地下水位低下設備の機能ごとに,設置許可基準規則第3条から第13条までにおいて考慮するこ

とが要求される事象を,「想定する機能喪失要因」とする。 

・なお,設置許可基準規則第14条から第36条までに対しては,別紙17-8表のとおり,地下水位低

下設備に対する機能について影響するものではないので機能喪失要因の対象とはならない。 

・地下水位低下設備の構成部位が,想定する機能喪失要因により機能喪失するかを分析(別紙

17-9表)する。 

・分析結果を踏まえ,地下水位低下設備の機能維持の観点から必要な対策について整理する。 

 

【分析2】 

・分析1から抽出された,地下水位低下設備の機能喪失要因となる事象が発生した場合に,同時

に「運転時の異常な過渡変化」,「設計基準事故」又は「重大事故等」が発生するかについ

て分析(別紙17-10表)する。 

・分析結果を踏まえ,地下水位低下設備の機能維持の対策に加え,追加の対策が必要であるか

について整理する。 

 

【分析3】 

・「運転時の異常な過渡変化」,「設計基準事故」又は「重大事故等」発生後に,何らかの原

因により地下水位低下設備が機能喪失した場合を想定し,運転時の異常な過渡変化等の事

象収束に対して影響があるかを分析(別紙17-11表)する。 

・分析結果を踏まえ,地下水位低下設備の機能維持の対策に加え,追加の対策が必要であるか

について整理する。 

 

【分析4】 

・大規模損壊の発生要因について,プラントの損壊状況を踏まえ,地下水位低下設備の設計を行

う上で配慮する。 

 

 

 

 

 

 

・検討内容の相違 

①の相違 
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3.2 関係する条文の抽出 

地下水位低下設備の機能喪失要因と設置許可基準規則との関係を別紙18-15表に示す。 

地下水位低下設備の各構成部位が機能喪失する可能性のある事象として,ランダム故障に加え,

設置許可基準規則第3条から第13条までの要求事項を踏まえ,地震(第４条),津波(第５条),外部

事象(地震,津波以外)(第６条),内部溢水(第８条),内部火災(第９条)及び誤操作の防止(第10条)

が考えられるため要因として抽出した。 

これ以外の設置許可基準規則における設計基準対象施設に対する要求は,個別設備に対する設

計要求である等の理由から機能喪失する可能性のある事象から除外した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 関係する条文の抽出 

地下水位低下設備の機能喪失要因と設置許可基準規則との関係を別紙17-8表に示す。 

地下水位低下設備の各構成部位が機能喪失する可能性のある事象として,機器の故障に加え，設

置許可基準規則第3条から第13条までの要求事項を踏まえ,地震(第４条),津波(第５条),外部事

象(地震,津波以外)(第６条),内部火災(第８条),内部溢水(第９条)及び誤操作の防止(第10条)が

考えられるため要因として抽出した。 

これ以外の設置許可基準規則における設計基準対象施設に対する要求は,個別設備に対する設

計要求である等の理由から機能喪失する可能性のある事象から除外した。 
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外

 
－

 

第
1
3
条

 
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
及
び
設
計
基
準
事
故
の
拡
大
の
防
止

 
－

 
・
本
条
文
は

,
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
に
対
す
る
要
求
で
あ
り

,
機
能
喪
失
要
因
と
し
て
抽
出
す
る
事
項
を
含
ま
な
い
た
め

,

対
象
外

 
－

 

第
1
4
条

 
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
対
策
設
備

 
－

 

・
本
条
文
は

,
個
別
設
備
の
設
置
要
求
で
あ
り

,
機
能
喪
失
要
因
と
し
て
抽
出
す
る
事
項
を
含
ま
な
い
た
め

,
対
象
外

 
－

 

第
1
5
条

 
炉
心
等

 
－

 

第
1
6
条

 
燃
料
体
等
の
取
扱
施
設
及
び
貯
蔵
施
設

 
－

 

第
1
7
条

 
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ

 
－

 

第
1
8
条

 
蒸
気
タ
ー
ビ
ン

 
－

 

第
1
9
条

 
非
常
用
炉
心
冷
却
設
備

 
－

 

第
2
0
条

 
一
次
冷
却
材
の
減
少
分
を
補
給
す
る
設
備

 
－

 

第
2
1
条

 
残
留
熱
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備

 
－

 

第
2
2
条

 
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備

 
－

 

第
2
3
条

 
計
測
制
御
系
統
施
設

 
－

 

第
2
4
条

 
安
全
保
護
回
路

 
－

 

第
2
5
条

 
反
応
度
制
御
系
統
及
び
原
子
炉
停
止
系
統

 
－

 

第
2
6
条

 
原
子
炉
制
御
室
等

 
－

 

第
2
7
条

 
放
射
性
廃
棄
物
の
処
理
施
設

 
－

 

第
2
8
条

 
放
射
性
廃
棄
物
の
貯
蔵
施
設

 
－

 

第
2
9
条

 
工
場
等
周
辺
に
お
け
る
直
接
ガ
ン
マ
線
等
か
ら
の
防
護

 
－

 

第
3
0
条

 
放
射
線
か
ら
の
放
射
線
業
務
従
事
者
の
防
護

 
－

 

第
3
1
条

 
監
視
設
備

 
－

 

第
3
2
条

 
原
子
炉
格
納
施
設

 
－

 

第
3
3
条

 
保
安
電
源
設
備

 
－

 

第
3
4
条

 
緊
急
時
対
策
所

 
－

 

第
3
5
条

 
通
信
連
絡
設
備

 
－

 

第
3
6
条

 
補
助
ボ
イ
ラ
ー

 
－
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3.3 各構成部位の機能喪失要因の分析 

(1)供用期間中における機能維持に必要な耐生の分析(分析１) 

地下水位低下設備の各構成部位が,抽出した機能喪失要因により機能喪失が発生するかについ

て分析する。分析の前提条件と分析結果は以下のとおり。 

 

〈分析１前提条件〉 

・機能喪失有無の判定においては,地下水位低下設備に必要となる設計上の配慮事項を抽出する

観点から,全ての構成部位に対し設計上の外部事象への配慮が講じられていない状態を前提と

する。 

・地下水位低下設備の全ての構成部位は,屋外に設置されている状態を前提とする。 

 

〈分析結果〉 

・分析の結果,地下水位低下設備の各構成部位に対する機能喪失要因として別紙18-16表のとおり

の結果を得た。 

・これらの機能喪失要因を踏まえ地下水位低下設備の設計上の信頼性を向上させる観点から別紙

18-20表のとおり,設計上の配慮を行うこととする。 

・なお,既設の地下水位低下設備において,設計上配慮されている事項は下表の水色網掛けの箇所

であるが,これらについても新規設置に当たり,配慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 各構成部位の機能喪失要因の分析 

(1)供用期間中における機能維持に必要な耐生の分析(分析１) 

地下水位低下設備の各構成部位が,抽出した機能喪失要因により機能喪失が発生するかについ

て分析する。分析の前提条件と分析結果は以下のとおり。 

 

〈分析１前提条件〉 

・機能喪失有無の判定においては,地下水位低下設備に必要となる設計上の配慮事項を抽出する

観点から,全ての構成部位に対し設計上の外部事象への配慮が講じられていない状態を前提と

する。 

・地下水位低下設備の全ての構成部位は,屋外に設置されている状態を前提とする。 

 

〈分析結果〉 

・分析の結果,地下水位低下設備の各構成部位に対する機能喪失要因として別紙17-9表のとおり

の結果を得た。 

・これらの機能喪失要因を踏まえ地下水位低下設備の設計上の信頼性を向上させる観点から別紙

17-12表のとおり,設計上の配慮を行うこととする。 
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・分析結果の相違 

島根２号炉はドレーンが閉塞

しないと評価（以下，④の相違） 
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(2)供用期間中における機能維持に必要な耐性の分析(分析２) 

地下水位低下設備の機能喪失要因により,同時に「運転時の異常な過渡変化」,「設計基準事故」

又は「重大事故等」(以下,「各事象」)が発生するかについて分析を行い,事象収束にあたり追加

の対策が必要かについて確認する。分析の前提条件と分析結果は以下のとおり。 

 

〈分析2前提条件〉 

・地下水位低下設備の機能喪失要因として,分析1により抽出された項目を前提とし,ここでの分

析を行う。 

・地下水位低下設備の全ての構成部位に対し設計上の外部事象への配慮が講じられていない状態

を前提とする。 

・電源に関して,非常用電源の共通要因による機能喪失は考慮しない。また,非常用DGの状態にお

いて,プラント運転中は2系列が待機状態にあることとする。 

・プラント停止中は,外部電源は基準地震動Ss未満の地震により機能喪失する可能性があるため,

機能喪失状態を前提とする。さらに,停止中はDG本体又は海水系片系が点検のために待機除外で

ある状態を想定する。また,停止中の非常用DGに対しては,ランダム故障要因を考慮する。 

 

 

〈分析結果〉 

・別紙18-17表に示すとおり,地下水位低下設備が機能喪失する外部事象発生時には,外部事象に

より敷地外の送変電設備が損傷し,「運転時の異常な過渡変化(外部電源喪失)」が発生する可能

性がある。 

・これを防止するために,地下水位低下設備には,外部電源喪失に配慮した設計が必要となる。 

・また,各事象が収束した以降も収束状態を維持する観点から,建屋の安定性等の継続的な確保が

必要である。 

・このため,地下水位低下設備の各機能喪失要因に対する設計上の配慮を行うことで,「地下水位

低下設備の機能喪失により地下水位が上昇した状態で基準地震動Ss規模の地震が発生する」と

いう状況を回避でき,建屋の安定性等が確保されることとなる。 

・上記の配慮を行うことで,通常運転中の安全施設(異常発生防止系及び異常影響緩和系)への影

響を防止することができている。 

・別紙18-18表に示すとおり,地下水位低下設備が機能喪失する外部事象発生時には,外部事象に

より,同時に「全交流動力電源喪失(停止時)」が発生する。 

・このことから,地下水位低下設備の機能喪失要因に配慮した対策,及び非常用電源に関する信頼

性向上の観点からの常設代替交流電源から電源供給可能な設計とすることにより,地下水位低

下設備の信頼性を向上させることができる。 

 

 

 

 

(2)供用期間中における機能維持に必要な耐性の分析(分析２) 

地下水位低下設備の機能喪失要因により,同時に「運転時の異常な過渡変化」,「設計基準事故」

又は「重大事故等」(以下,「各事象」)が発生するかについて分析を行い,事象収束にあたり追加

の対策が必要かについて確認する。分析の前提条件と分析結果は以下のとおり。 

 

〈分析2前提条件〉 

・地下水位低下設備の機能喪失要因として,分析1により抽出された項目を前提とし,ここでの分

析を行う。 

・地下水位低下設備の全ての構成部位に対し設計上の外部事象への配慮が講じられていない状態

を前提とする。 

・電源に関して,非常用電源の共通要因による機能喪失は考慮しない。また,非常用DGの状態にお

いて,プラント運転中は2系列が待機状態にあることとする。 

・プラント停止中は,外部電源は基準地震動Ss未満の地震により機能喪失する可能性があるため,

機能喪失状態を前提とする。さらに,停止中はDG本体又は海水系片系が点検のために待機除外で

ある状態を想定する。また,停止中の非常用DGに対しては,起動失敗等の機器の故障を考慮する。 

 

 

〈分析結果〉 

・別紙17-10表に示すとおり,地下水位低下設備が機能喪失する外部事象発生時には,外部事象に

より敷地外の送変電設備が損傷し,「運転時の異常な過渡変化(外部電源喪失)」が発生する可能

性がある。 

・これを防止するために,地下水位低下設備には,外部電源喪失に配慮した設計が必要となる。 

・また,各事象が収束した以降も収束状態を維持する観点から,建物の安定性等の継続的な確保が

必要である。 

・このため,地下水位低下設備の各機能喪失要因に対する設計上の配慮を行うことで,「地下水位

低下設備の機能喪失により地下水位が上昇した状態で基準地震動Ss規模の地震が発生する」と

いう状況を回避でき,建物の安定性等が確保されることとなる。 

・上記の配慮を行うことで,通常運転中の安全施設(異常発生防止系及び異常影響緩和系)への影

響を防止することができている。 

・別紙17-10表に示すとおり,地下水位低下設備が機能喪失する外部事象発生時には,外部事象に

より,同時に「全交流動力電源喪失(停止時)」が発生する。 

・このことから,地下水位低下設備の機能喪失要因に配慮した対策,及び非常用電源に関する信頼

性向上の観点からの常設代替交流電源から電源供給可能な設計とすることにより,地下水位低

下設備の信頼性を向上させることができる。 
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(3)供用期間中における機能維持に必要な耐性の分析(分析３) 

「運転時の異常な過渡変化」,「設計基準事故」又は「重大事故等」が発生した状態で,地下水

位低下設備が機能喪失した場合を想定し,事象収束にあたり追加の対策が必要かについて確認す

る。分析の前提条件と分析結果は以下のとおり。 

 

〈分析３前提条件〉 

・運転時の異常な過渡変化等の発生後に,地下水位低下設備が機能喪失する状態及び地下水位低

下設備の機能喪失後に,さらに基準地震動Ｓｓ規模の地震が発生する状態に対し分析する。 

・地下水位低下設備の全ての構成部位に対し外部事象への設計上の配慮が講じられていない状態

を前提とする。 

 

〈分析結果〉 

・別紙18-19表に示すとおり,地下水位低下設備は,事象収束に必要な緩和機能を有していないた

め,事象の収束に直接は影響しない。 

・しかしながら,地下水位低下設備の機能喪失により地下水位が上昇している状態で,同時に基準

地震動Ｓｓ規模の地震の発生を想定した場合には,建屋の安定性等に影響があることから,事

象の収束に対する影響の懸念がある。 

・このため,地下水位低下設備の各機能喪失要因に対する設計上の配慮を行うことで,「地下水位

低下設備の機能喪失により地下水位が上昇した状態で基準地震動Ｓｓ規模の地震が発生す

る」という状況を回避でき,建屋の安定性等が確保されることとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)供用期間中における機能維持に必要な耐性の分析(分析３) 

「運転時の異常な過渡変化」,「設計基準事故」又は「重大事故等」が発生した状態で,地下水

位低下設備が機能喪失した場合を想定し,事象収束にあたり追加の対策が必要かについて確認す

る。分析の前提条件と分析結果は以下のとおり。 

 

〈分析３前提条件〉 

・運転時の異常な過渡変化等の発生後に,地下水位低下設備が機能喪失する状態及び地下水位低

下設備の機能喪失後に,さらに基準地震動Ｓｓ規模の地震が発生する状態に対し分析する。 

・地下水位低下設備の全ての構成部位に対し外部事象への設計上の配慮が講じられていない状態

を前提とする。 

 

〈分析結果〉 

・別紙17-11表に示すとおり,地下水位低下設備は,事象収束に必要な緩和機能を有していないた

め,事象の収束に直接は影響しない。 

・しかしながら,地下水位低下設備の機能喪失により地下水位が上昇している状態で,同時に基準

地震動Ｓｓ規模の地震の発生を想定した場合には,建物の安定性等に影響があることから,事

象の収束に対する影響の懸念がある。 

・このため,地下水位低下設備の各機能喪失要因に対する設計上の配慮を行うことで,「地下水位

低下設備の機能喪失により地下水位が上昇した状態で基準地震動Ｓｓ規模の地震が発生す

る」という状況を回避でき,建物の安定性等が確保されることとなる。 
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3.4 分析結果を踏まえた信頼性向上のための配慮事項 

分析１から分析４までの整理を踏まえ,原子力発電所の供用期間の全ての状態において,地下水

位低下設備を機能維持する観点から,地下水位低下設備の設計に係る信頼性向上のための配慮事

項は以下のとおりとなった。 

なお,分析４における具体的なプラント損壊状態と設計上の配慮事項については,大規模損壊に

対する対応として別途説明している。 

 

分析１の結果から,地下水位低下設備に対して配慮すべき機能喪失要因が抽出されており,これ

に対する個々の対策を別紙18-20表のとおり整理した。 

 

別紙18-20表 機能喪失要因とこれを踏まえた設計上の配慮項目 

 

 

 

分析1の結果から抽出された個々の機能喪失要因に対する対策(別紙18-20表)を集約し,別紙

18-21表のとおり整理した。 

2.4 分析結果を踏まえた信頼性向上のための配慮事項 

分析１から分析４までの整理を踏まえ,原子力発電所の供用期間の全ての状態において,地下水

位低下設備を機能維持する観点から,地下水位低下設備の設計に係る信頼性向上のための配慮事

項は以下のとおりとなった。 

なお,分析４における具体的なプラント損壊状態と設計上の配慮事項については,大規模損壊に

対する対応として別途説明する。 

 

分析１の結果から,地下水位低下設備に対して配慮すべき機能喪失要因が抽出されており,これ

に対する個々の対策を別紙17-12表のとおり多重化の要否を含め整理した。 

 

別紙17-12表 機能喪失要因とこれを踏まえた設計上の配慮項目 

 

 

分析1の結果から抽出された個々の機能喪失要因に対する対策(別紙17-12表)を集約し,別紙

17-13表のとおり整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・分析結果の相違 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能 構成部位 機能喪失要因 対策 
多重化 

要否 

集水機能 ドレーン 地震 
・Ss機能維持することにより集水機能を確保 

× 

支持・閉塞

防止機能 
揚水井戸 地震 

・Ss 機能維持することにより支持・閉塞防止機能を

確保 
× 

排水機能 

揚水ポンプ 

機器故障 

（継続運転失敗・

起動失敗） 

・ポンプの多重化による機能維持 

○ 
地震 

・Ss 機能維持することにより揚水ポンプの機能を確

保 

竜巻 ・井戸に飛来物影響の防護が可能な蓋を設置 

落雷 
・制御盤への保安器の設置等による避雷対策,又は避

雷針の保護範囲内への設置 

火山 ・井戸に対する火山灰の侵入を蓋の設置により防止 

配管 

機器故障 

（リーク・閉塞） 

・配管の多重化による機能維持 

○ 
地震 ・Ss機能維持 

竜巻 ・井戸に飛来物影響の防護が可能な蓋を設置 

監視・制御

機能 

制御盤 

機器故障 

（不動作・誤操作） 

・多重化により機能維持 

○ 

地震 ・Ss機能維持 

台風,竜巻 ・屋内設置 

凍結 ・凍結防止装置を設置,又は屋内設置 

降水 ・防水処理,又は屋内設置 

積雪 
・積雪荷重を受けないように屋根等を設置,又は屋内

設置 

落雷 
・制御盤への保安器の設置等による避雷対策,又は屋

内設置 

火山 ・火山灰の侵入防止措置の実施,又は屋内設置 

生物学的事象 
・止水や貫通部処理による小動物の侵入防止,又は屋

内設置 

森林火災(外部火

災) 

・火災の影響を受けないよう屋内設置 

内部火災 ・制御盤の分離,離隔距離を確保した配置 

内部溢水 ・共通要因故障に配慮した配置 

水位計 

機器故障 

（不動作・誤操作） 

・多重化による機能維持を図ることとし,片系が機能

喪失した場合には設定水位に到達時にもう片系の水

位計の検知によりバックアップ 

○ 
地震 ・Ss機能維持 

竜巻 ・井戸に飛来物影響の防護が可能な蓋を設置 

落雷 
・制御盤への保安器の設置等による避雷対策,又は避

雷針の保護範囲内への設置 

火山 ・井戸に対する火山灰の侵入を蓋の設置により防止 

電源機能 
電源 

(非常用 DG) 

機器故障 

（起動失敗） 

・機器故障に対しては多重化による機能維持 
○ 
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別紙18-21表 地下水位低下設備の設計に係る信頼性向上のための配慮事項 

 

 

分析２の結果からは分析１と同様の対策(別紙18-20表)が必要という結果を得た。また,これに

加えて,停止時における全交流動力電源喪失への配慮として,常設代替交流電源からの電源供給

が可能な設計とする。 

分析３の結果からは,分析１と同様の対策(別紙18-20表)が必要という結果を得た。 

以上のとおり,分析１から分析３を踏まえ,地下水位低下設備の信頼性向上の観点から対策を講

じることとする。 

なお,分析４については,分析１から分析３での対策により,設計上の配慮を行うことができる。 

 

また,上記のような信頼性向上の観点からの対策を行ってもなお,地下水位低下設備が機能喪失

する状態も考え,復旧のための予備品の確保及び可搬型設備を用いた機動的な措置について手順

等の整備を行う(「4.運用管理・保守管理上の方針」参照)。 

地下水位低下設備の各構成部位におけるＳｓ機能維持の確認方法を別紙18-22表に示す。 

 

 

 

 

 

別紙17-13表 地下水位低下設備の設計に係る信頼性向上のための配慮事項 

 

 

 

分析２の結果からは分析１と同様の対策(別紙17-12表)が必要という結果を得た。また,これに

加えて,停止時における全交流動力電源喪失への配慮として,常設代替交流電源からの電源供給

が可能な設計とする。 

分析３の結果からは,分析１と同様の対策(別紙17-12表)が必要という結果を得た。 

以上のとおり,分析１から分析３を踏まえ,地下水位低下設備の信頼性向上の観点から対策を講

じることとする。 

なお,分析４については,分析１から分析３での対策により,設計上の配慮を行うことができる。 

 

また,上記のような信頼性向上の観点からの対策を行ってもなお,地下水位低下設備が機能喪失

する状態も考え,復旧用可搬ポンプを用いた機動的な措置について手順等の整備を行う(「4. 運

用管理・保守管理上の方針」参照)。 

地下水位低下設備の各構成部位におけるＳｓ機能維持の確認方法を別紙17-14表に示す。 

 

 

 

 

 

・分析結果の相違 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

機能 構成部位 対策 備考 

集水機能 ドレーン ・Ss機能維持 

・Ss機能維持の確認方法は別紙 17-13表参照 

・ドレーンに関する信頼性向上は「添付資料１」

参照 

支持・閉塞防

止機能 
揚水井戸 

・Ss機能維持 

・蓋の設置 
・Ss機能維持の確認方法は別紙 17-13表参照 

排水機能 

揚水ポンプ 
・多重化 

・Ss機能維持 

・多重化の概要は別紙 17-12図参照 

・Ss機能維持の確認方法は別紙 17-13表参照 

配管 
・多重化 

・Ss機能維持 

・多重化の概要は別紙 17-12図参照 

・Ss機能維持の確認方法は別紙 17-13表参照 

監視・制御機

能 

制御盤 

・多重化 

・Ss機能維持 

・隔離を確保した屋内設置 

・内部事象に起因する共通要因故障

に配慮した配置 

・多重化の概要は別紙 17-12図参照 

・Ss機能維持の確認方法は別紙 17-13表参照 

水位計 
・多重化 

・Ss機能維持 

・多重化の概要は別紙 17-12図参照 

・Ss機能維持の確認方法は別紙 17-13表参照 

電源機能 
電源 

(非常用 DG) 
・多重化 

・多重化の概要は別紙 17-12図参照 
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別紙18-22表 地下水位低下設備の各構成部位における 

Ss機能維持の確認方法と設計方針 

 

 

3.5 監視・制御機能及び電源接続の系統構成 

地下水位低下設備の電源系,監視・制御系の系統構成概要を別紙18-24図に示す。各井戸におけ

る揚水ポンプ,水位計,現場における監視・制御系,中央制御室の監視盤及び非常用電源からの電

源供給については多重性及び独立性を確保した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

別紙17-14表 地下水位低下設備の各構成部位における 

Ss機能維持の確認方法と設計方針 

 

 

 

 

2.5 監視・制御機能及び電源接続の系統構成 

地下水位低下設備の電源系,監視・制御系の系統構成概要を別紙17-15図に示す。井戸における

揚水ポンプ,水位計,現場における監視・制御系,中央制御室の監視盤及び非常用電源からの電源

供給については信頼性の向上を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能 構成部位 
Ss機能維持の確認方法 

分類 具体的な方法 

集水機能 ドレーン 解析 
・基準地震動 Ss に対し地下水の集水機能を維持
する設計とする。 

支持・閉塞
防止機能 

揚水井戸 解析 
・基準地震動 Ssに対し機能(揚水ポンプ及び配管
の支持機能並びに閉塞防止機能)を維持する設
計とする。 

排水機能 

揚水ポンプ 
解析・ 
加振試験 

・基準地震動 Ss に対し機能(地下水の排水機能)
を維持する設計とする。 

・支持金物は基準地震動 Ssに対し機能(揚水ポン
プの支持機能)を維持する設計とする。 

配管 解析 

・基準地震動 Ss に対し揚水ポンプで汲み上げた
地下水の排水経路を維持する設計とする。 

・支持金物は,基準地震動 Ss に対し機能(配管の
支持機能)を維持する設計とする。 

監視・制御
機能 

制御盤 
解析・ 
加振試験 

・基準地震動 Ssに対し機能(揚水ポンプの制御機
能)を維持する設計とする。 

水位計 
解析・ 
加振試験 

・基準地震動 Ssに対し機能(揚水井戸内に継続的
に流入する地下水位監視機能,揚水ポンプの起
動停止の制御機能)を維持する設計とする。 

・支持金物は基準地震動 Ssに対し機能(水位計の
支持機能)を維持する設計とする。 
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別紙18-24図 地下水位低下設備の電源系,監視・制御系の系統構成概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙17-15図 地下水位低下設備の電源系,監視・制御系の系統構成概要 
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2.6 信頼性の向上を考慮した設備構成の検討 

ここでは,地下水位低下設備の目的,機能及び要求期間を踏まえ,原子炉建物等への影響を鑑

み,集水機能(ドレーン等)及び排水機能(揚水ポンプ等)の設備構成を検討する。 

なお,検討に当たっては,揚水ポンプの故障を想定することとした。 

設備構成の検討においては,第Ⅰ編の整理から地下水位低下設備が機能しない場合の影響とし

て,施設へ作用する揚圧力(設置許可基準規則第４条)及び液状化影響(設置許可基準規則第３条

第２項)が抽出されているが,ここでは早期に影響が現れる建物・構築物の揚圧力影響の低減に着

目し,地下水位を一定の範囲に保持する地下水位低下設備を設置することとし,集水及び排水機

能に係る設備構成の検討を行った。 

なお,液状化影響に対しては,地下水位を一定の範囲に保持する地下水位低下設備の機能を考

慮した水位より設計地下水位を設定し,液状化,揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状を考慮した

場合においても機能が損なわれないことを確認し,機能に影響が及ぶ場合は適切な対策を講ずる

設計とする。 

設備構成の検討に当たっては信頼性確保が重要となることから,添付資料２に示すとおり,施

設に対するドレーンの配置から期待範囲を設定し,信頼性の確保に係る３つの観点(耐久性,耐震

性,保守管理性)を満たす地下水位低下設備を新設する。また，検討に当たっては，揚水ポンプを

多重化することとした。 

 

(1)設備構成概要 

主要建物周辺に新たに設置する地下水位低下設備の配置例及び構成例を別紙17-16図に示す。 

これは,早期に影響が現れる揚圧力影響(設置許可基準規則第４条)の低減に着目した建物・構

築物(原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物，制御室建物及び排気筒)に対し,設置許可基

準規則条文適合上必要な集水及び排水機能の範囲を示したものであり,設計値保持上の必要範囲

(■)と,信頼性向上に寄与する範囲(■)にて構成される。 

 

また，揚水ポンプの故障を想定し，同等の排水能力を有する揚水ポンプを設置することにより

多重化した。 

なお, 別紙 17-16図は揚圧力影響(設置許可基準規則第４条)の低減に着目した設備構成案であ

るが,液状化,揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状を考慮した場合においても機能が損なわれな

いことを確認し,機能に影響が及ぶ場合は適切な対策を講ずる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・検討内容の相違 

①の相違 

（女川２号炉は，設備構成の検

討について第Ⅱ編 2.2に記載） 
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別紙17-16図 地下水位低下設備の配置例及び構成例 

設置許可基準規則第３条第２項及び第４条に係る要求事項に照らし,地下水位低下設備の集水

及び排水機能に係る設備構成を検討した。 

詳細設計段階においては,設計上の必要範囲が機能する場合の浸透流解析を実施し,設計地下

水位を設定する(第Ⅰ編及び添付資料2を参照)。 

新設する地下水位低下設備の構造・配置例について補足説明資料 7 に示す。なお, 地下水位低

下設備は既設のドレーンより低い位置で集水し，かつ地下水位低下設備（既設）から独立した設

備とすることとし，揚水井戸及びドレーンの配置及び構造については詳細設計段階で確定する。 

平

面

図

断

面

図

集水管・接続枡・サブドレーンピット
（機能に期待しない地下水位低下設備(既設)※）

凡例

※２号原子炉建物直下のサブドレーンについても，同様の理由で期待しない

建物・構築物（揚圧力影響）

ＰＰ 揚水井戸・揚水ポンプ・
ドレーン

揚水ポンプ

【設計値保持上の必要範囲】 【信頼性向上に寄与する範囲】

２号炉
タービン建物

２号炉
廃棄物
処理建物

２号原子炉建物 制御室
建物

Ｐ

２号炉
排気筒

Ｐ

Ｐ

２号原子炉
建物

Ｐ

Ｐ
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4.運用管理・保守管理上の方針 

(1)運用管理及び保守管理に係る位置付け 

原子炉施設保安規定及びこれに関連付けた社内規定類において,地下水位低下設備の運用管理,

保守管理に係る事項を定める。具体的には,運用管理については運転上の制限等を定めるととも

に,必要な手順を整備した上で管理していく。また,保守管理については予防保全対象として管理

していく。 

 

【運用管理の方針(案)】 

 原子炉施設保安規定において,地下水位低下設備に運転上の制限(以下,「LCO」と記載)を設

定する。 

〈具体的な対応〉 

・LCO,LCOを満足していない場合に要求される措置及び要求される措置の完了時間(以下,「AOT」

と記載)を設定し,逸脱した場合には,原子炉を停止することを定める。 

・地下水位低下設備が動作可能であることを定期的に確認することを定める。 

 原子炉施設保安規定に関連付けた社内規定類において地下水位低下設備の運転管理方法を

定める。 

〈具体的な対応〉 

・地下水位低下設備の運用に係る体制,確認項目・対応等を整備する。 

・地下水位低下設備が機能喪失した場合に,可搬型設備による機動的な対応による 

復旧を行うための手順を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.運用管理・保守管理上の方針 

(1)運用管理及び保守管理に係る位置付け 

地下水位低下設備の運用管理,保守管理に係る事項をＱＭＳ文書に定める。具体的には,運用管

理については，必要な手順を整備した上で管理していく。また,保守管理については予防保全対

象として管理していく。 

 

 

【運用管理の方針(案)】 

 

 

 

 

 

 ＱＭＳ文書において，地下水位低下設備が動作可能であることを定期的に確認することを定

める。 

 ＱＭＳ文書において地下水位低下設備の運転管理方法を定める。 

〈具体的な対応〉 

・地下水位低下設備の運用に係る体制,確認項目・対応等を整備する。 

・地下水位低下設備が機能喪失した場合に,復旧用可搬ポンプによる機動的な対応による 

復旧を行うための手順を定める。 

 

①復旧用可搬ポンプの考え方 

地下水位低下設備は,重要安全施設への影響に鑑み,高い信頼性を確保する設計とするものの,

それでもなお,動作不能が発生した場合を想定し,復旧用可搬ポンプを配備する。 

地下水位低下設備は,常時待機状態の緩和系とは異なり,比較的高い頻度での稼働が必要な設備

である。 

こうした性質を勘案して,機器の故障が発生しても,復旧用可搬ポンプでの対応が可能となるよ

う,必要台数を配備する。（別紙17-15表参照） 

 

別紙17-15表 資機材の配備数 

 

 

 

 

・運用の相違 

島根２号炉の地下水位低下設

備は設置許可基準規則第 12 条

に該当しないため，保安規定に

定める運転上の制限は考慮して

いない（以下，⑤の相違） 

 

 

・運用の相違 

⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

③の相違 

 

（女川２号炉は，保守管理方針

（案）に記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 配備数 

復旧用可搬ポンプ 
・揚水ポンプ 

・発電機 等 
一式 
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①LCOの設定の考え方 

LCOについては,対象エリア※ごとに地下水位低下設備の多重性確保の観点を踏まえた設定を行

う。揚水ポンプ等の機器故障及び揚水井戸の水位の視点からの動作不能の判断基準を設定する。

これにより,揚水ポンプが稼働している状態において何らかの要因により排水機能に影響が生

じ,揚水井戸の水位が上昇した場合においても,水位による動作不能の判断を行うことが可能と

なる。なお,機能喪失の詳細な判定項目(揚水ポンプ故障の要因等)は詳細設計を踏まえ設定する。

(別紙18-25図参照) 

※対象エリアとは,２号炉原子炉建屋・制御建屋周辺,３号炉海水熱交換器建屋周辺及び2号炉排

気筒周辺を指す。 

 

 

別紙18-25図 地下水位低下設備の動作不能要因イメージ 

 

②要求される措置の考え方 

・地下水位低下設備１系列が動作可能であれば,揚水井戸の水位を一定の範囲で保持することが

可能であることから,１系列が動作不能の場合は,残りの１系列について動作可能であることを

確認するとともに,可搬型設備を設置し地下水位を低下させる措置を開始し,予備品への交換を

行う。 

・上記で要求される措置を完了時間内に達成できない場合,または,地下水位低下設備2系列が動

作不能の場合には,原子炉を停止する。それに加えて,原子炉を停止した後の原子炉の状態にお

いても地下水位低下設備の機能が要求されることから,可搬型設備により地下水位を低下させ

る措置を開始し,予備品への交換を行い継続的に常設機の復旧を図る。 

③AOTの設定の考え方: 

・地下水位低下設備１系列が動作不能時のAOTはｎ日間※1とする。 

・地下水位低下設備２系列が動作不能の場合には,24時間で高温停止,36時間で冷温停止する。 

・可搬型設備によりα時間※2以内に地下水位を低下させる措置を完了する。 

※1:ｎについては,地下水位低下設備はプラントの状態に関わらず高い頻度で稼働するという性

質を踏まえ,工事計画認可段階での浸透流解析結果に基づき,現実的な設備の復旧時間等を勘案

して設定することとする。 

※2:体制構築時間及び可搬型設備設置後の起動時間を積み上げ,この時間が設計用地下水位到達

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

⑤の相違 
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までの時間(X時間)に包絡されるものとする。また,α時間は工認設計段階での浸透流解析結果に

より決定するが,設定する際,体制構築時間等に一定の保守性を確保する。(別紙18-26図参照) 

 

 

別紙18-26図 可搬型設備による水位を低下させる措置の概念 

 

④サーベランスの設定の考え方 

・地下水位低下設備の電源系及び制御系に異常がないこと,水位レベル及びポンプの運転に伴い

水位が低下していることを,1回/日の頻度で,制御盤で確認する。 

⑤常時監視の考え方 

・地下水位低下設備については,揚水井戸の水位及び揚水ポンプの運転状況を中央制御室におい

て常時監視する。 

 

【保守管理の方針(案)】 

 保全計画の策定では,原子炉施設保安規定において地下水位低下設備にLCOを設定すること

から,他のLCO設定設備と同様に,地下水位低下設備を「予防保全」の対象と位置付け管理し

ていく。 

 機能喪失した場合に備え予め予備品を確保した上で,機能喪失時には原因調査を行い補修す

る。 

 

①可搬型設備及び予備品確保の考え方 

地下水位低下設備は,重要安全施設への影響に鑑み,原子炉施設の安全機能の重要度分類を踏ま

えて,高い信頼性を確保する設計とするものの,それでもなお,動作不能が発生した場合を想定

し,可搬型設備及び予備品を配備する。 

地下水位低下設備は,常時待機状態の緩和系とは異なり,比較的高い頻度での稼働が必要な設備

である。 

こうした性質を勘案して,対象エリア各々で単一故障が発生し,かつ,その状態が重なる場合を

想定しても,可搬型設備での対応が可能となるよう,必要台数を配備することとする。 

また,可搬型設備を設置した上で予備品により恒久的な復旧を図るため,別紙18-23表に示す必

要な資機材を配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【保守管理の方針(案)】 

 保全計画の策定では,地下水位低下設備を「予防保全」の対象と位置付け管理していく。 

 

 

 機能喪失した場合に備え予め復旧用可搬ポンプを確保した上で,機能喪失時には原因調査を

行い補修する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（島根２号炉は，試験又は検査

の例を別紙 18-15表に記載） 

 

（島根２号炉は，監視について

別紙 18-16図に記載） 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

③の相違 

 

（島根２号炉は，【運用管理の方

針(案)】に記載） 

 

 

 

 

・検討結果の相違 

島根２号炉は，機器故障の重

畳は考慮していない 
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別紙18-23表 資機材の配備数 

 

 

 

(2)要求される措置の具体的な例 

揚水ポンプ１系列が動作不能の場合における新たに設置する揚水ポンプの運用例を別紙18-27

図に示す。 

地下水位低下設備１系列が動作可能であれば,揚水井戸の水位を一定の範囲に保持することが

可能であるが,１系列が動作不能の場合は,可搬型設備を設置し地下水位を低下させる措置を開

始するとともに,残りの１系列について動作可能であることを確認し,予備品の揚水ポンプとの

交換(復旧)を行う。 

上記により２系列動作可能な状態に復帰する。 

 

別紙18-27図 新たに設置する揚水ポンプの運用例 

(揚水ポンプ１系列が動作不能の場合) 

 

揚水ポンプ２系列が動作不能の場合における新たに設置する揚水ポンプの運用例を別紙18-28

図に示す。 

地下水位低下設備２系列が動作不能の場合には,地震が発生すると施設に対し揚圧力による影

響があることから原子炉を停止する。それに加えて,原子炉を停止した後の原子炉の状態におい

ても地下水位低下設備の機能が要求されることから,可搬型設備及び予備品により地下水位を低

下させる措置を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)復旧対応の具体的な例 

揚水ポンプ１系列が動作不能の場合における新たに設置する揚水ポンプの運用例を別紙17-17

図に示す。 

地下水位低下設備１系列が動作可能であれば,揚水井戸の水位を一定の範囲に保持することが

可能であるが,１系列が動作不能の場合は,復旧用可搬ポンプを設置し,動作不能の揚水ポンプの

補修(復旧)を行う。 

 

上記により２系列動作可能な状態に復帰する。 

  

別紙17-17図 新たに設置する揚水ポンプの運用例 

(揚水ポンプ１系列が動作不能の場合) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検討結果の相違 

島根２号炉は，機器故障の重

畳は考慮していない 
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別紙18-28図 新たに設置する揚水ポンプの運用例 

(揚水ポンプ２系列が動作不能の場合) 

 

(3)地下水位低下設備の具体的な試験又は検査 

設置許可基準規則第12条の解釈において,試験又は検査について以下の要求事項がある。 

・運転中に定期的に試験又は検査(実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則

(平成25年原子力規制委員会規則第6号)に規定される試験又は検査を含む。)ができること。 

・多重性又は多様性を備えた系統及び機器にあっては、各々が独立して試験又は検査ができるこ

と。 

 

これを踏まえて,地下水位低下設備は独立して試験又は検査ができる設計とする。 

地下水位低下設備に係る試験又は検査の例を別紙18-24表に,地下水位低下設備の検査項目と範

囲を別紙18-29図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)地下水位低下設備の具体的な試験又は検査 

信頼性向上のため,試験又は検査について以下を考慮する。 

・運転中に定期的に試験又は検査ができること。 

 

・信頼性向上の配慮により多重化した系統及び機器にあっては、各々が独立して試験又は検査が

できること。 

 

これを踏まえて,地下水位低下設備は独立して試験又は検査ができる設計とする。 

地下水位低下設備に係る試験又は検査の例を別紙17-16表に,地下水位低下設備の検査項目と範

囲を別紙17-18図に示す。 
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別紙18-24表 地下水位低下設備に係る試験又は検査の例 

 

 

 

別紙18-29図 地下水位低下設備の試験又は検査項目と範囲 

 

 

 

 

別紙17-16表 地下水位低下設備に係る試験又は検査の例 

 

 

別紙17-18図 地下水位低下設備の試験又は検査項目と範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 内容 頻度 

水位検出器性能（校正）検査 水位検出器の校正を行い，適切な値が伝送さ

れることを確認する。 
定期検査ごと 

水位計設定値確認検査及びイ

ンターロック確認検査 

水位計設定値が適切な値であること，インタ

ーロックが作動することを確認する。 
定期検査ごと 

揚水ポンプ機能検査 インターロックの入力信号によりポンプが

起動・停止することを確認する。 
定期検査ごと 

揚水ポンプ起動試験 揚水ポンプが起動することを確認する。 １回／月 

揚水井戸点検 ひび割れ等の変状が発生していないことを

確認する。 

別途，「島根原子力

発電所土木建築関

係設備点検手順書」

にて定める 

ドレーン点検 ドレーンにカメラ等を挿入し，通水面積が保

持されていることを確認する。 
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5.信頼性向上の方針のまとめ 

地下水位低下設備の設置目的と機能の重要性に鑑み,安全機能の重要度分類におけるクラス１

に相当する設備と位置付け,設備構成を検討した。 

さらに,地下水位低下設備については,機能の目的及び機能の維持期間を踏まえ,別紙18-30図に

示すようにハード対策及びソフト対策といった多段な対策によりその信頼性向上に努める。 

 

 

これにより,原子炉施設に対する炉心損傷又は燃料破損等のリスクの低減を図ることができる。 

 

 

 

別紙18-30図 地下水位低下設備の信頼性向上の方針まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.信頼性向上の方針のまとめ 

地下水位低下設備の設置目的と機能の重要性に鑑み,設備構成を検討した。 

 

さらに,地下水位低下設備については,機能の目的及び機能の維持期間を踏まえ,信頼性向上に

係る対策として地下水位低下設備のSs機能維持及び多重化を行う。それでもなお動作不能が発生

した場合を想定し,復旧用可搬ポンプを用いて復旧を行う多段な対策によりその信頼性向上に努

める。 

これにより,原子炉施設に対する炉心損傷又は燃料破損等のリスクの低減を図ることができる。 
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第Ⅲ編 設置許可段階における構造成立性検討用の地下水位の設定 

 

耐震評価において地下水位の影響を受ける可能性のある施設等について，設置許可段階におけ

る構造成立性を確認する場合，第Ⅰ編 別紙 17-5 表「耐震評価において地下水位の影響を受け

る可能性のある施設等の地下水位の設定方針」に基づき地下水位を設定する。 

なお，地下水位条件については，構造成立性に係る個別の説明資料において，他の設計条件と

併せて説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検討内容の相違 

②の相違 

 

4条-別紙17-79



 

 

 

女川原子力発電所 ２号炉 （2019.7.30版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

添付資料１ 

既設の地下水位低下設備の概要 

1.全体構成 

既設の地下水位低下設備は，原子炉建屋，制御建屋，タービン建屋及び排気筒，海水ポンプ室

等の各号炉の主要施設下部周辺に設置しており，地下水はドレーンによって集水し，揚水井戸内

に設置した揚水ポンプ・配管により構内排水路(補足説明資料３)へ排水される。 

建設時工認(女川２号炉及び３号炉工認)では地下水位低下設備の機能を考慮した二次元浸透

流解析を参照し，周辺施設(屋外重要土木構造物等)の設計用地下水位の設定，揚水ポンプ容量等

の設定を行っている(補足説明資料２)。 

地下水位低下設備は，添付1-1図に示す部位により構成され，添付1-2図に示す地下水の集水機

能，支持・閉塞防止機能，排水機能並びに地下水位の監視機能他を維持することによりその機能

を保持する。 

女川原子力発電所の地下水位低下設備は，各号炉の建設時に設置され，その後，保守管理を行

いながらその機能を維持している。なお，平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震後に実施した

主要な設備の目視確認の範囲においては，ドレーン及び揚水井戸の集水及び排水機能に異常は確

認されなかった(添付資料1「5.保守管理の状況」を参照)。 

 

 

添付 1-1図地下水位低下設備(既設)の基本構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

島根２号炉では，浸透流解析

（予測解析）において，地下水

位低下設備（既設）の機能に期

待しないため，記載を省略（添

付資料１の相違理由は以下同

様） 
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添付 1-2図 地下水位低下設備(既設)の機能と構成部位 

 

2.地下水位低下設備の設置位置 

地下水位低下設備のうちドレーン・揚水井戸の配置を添付1-3図に示す。 

地下水位低下設備は，各施設周囲の岩盤上に設置されたドレーン(有孔塩ビ管

〈φ100111m,200mmの2種類〉及び有孔ヒューム管〈φ500111111,800111m,1,050mlllの3種類〉)

により揚水井戸に集水し，揚水ボンプ(2台/1箇所)・配管を介して構内排水路へ排水する構造と

なっている。ドレーンの分岐部，曲がり部は鉄筋コンクリート造の接続桝が設置されている箇所

もある。 

女川原子力発電所においては，異常時等において点検を行う場合を考慮し，原子炉建屋周辺等

において一部大口径のドレーン(φ8001111n,φ1,050mmの有孔ヒューム管)を採用している。 

 

 

添付 1-3図 地下水位低下設備(既設)のドレーン・揚水井戸区分 
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3.各構成部位の設置状況 

(1)ドレーン・接続桝 

a.建屋等の外周のヒューム管 

ドレーンは，掘削した岩盤内に敷設している。2号炉原子炉建屋外周のヒューム管設置状況を

添付1-4図に示す。また，土砂等の流入により有孔ヒューム管に目詰まりが生じないよう，管を

覆うように連続長繊維不織布(タフネルシート)を巻き，建屋側に砕石押え壁を設置して管周辺を

連続した高透水性材料(砕石)で充填している。なお，管底部は基礎コンクリートにより固定して

いる。施工概念を添付1-5図に，ドレーン関連部材の役割を添付1-1表に示す。 

 

 

 

 

 

 

添付 1-4図 建屋外周のヒューム管設置状況 

(2号炉原子炉建屋北側φ1,050mmの有孔ヒューム管の例) 

 
添付 1-5図 建屋外周のヒューム管施工概念 

(φ1,050111111有孔ヒューム管の例) 
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添付 1-1表 ドレーン関連部材の役割 

 

b.建屋等の直下のヒューム管 

2号炉及び3号炉タービン建屋等の直下及び周辺には，φ500111111の有孔ヒューム管等を敷設

している。2号炉タービン建屋直下の有孔ヒューム管の敷設状況を添付1-6図に示す。 

この有孔ヒューム管は，岩盤を掘削して管を敷設後，同じく連続長繊維不織布(タフネルシー

ト)を巻き，管周辺を連続した高透水性材料(砕石)で充填している(添付1-5図参照)。 

 

添付 1-6図 建屋等の直下のヒューム管設置状況 

(2号炉タービン建屋直下のφ500有孔ヒューム管の例) 

 

c.建屋等の外周の有孔塩ビ管 

2号炉及び3号炉原子炉建屋直下や2号炉原了炉建屋と2号炉タービン建屋間等にφ1001nlllの

有孔塩ビ管を敷設している。2号炉原子炉建屋と2号炉タービン建屋間の有孔塩ビ管の設置状況を

添付1-7図に，施工概念を添付1-8図示す。 

この有孔塩ビ管は，岩盤を掘削して管を敷設後，土砂等の流入により有孔塩ビ管に目詰まりが

生じないよう連続長繊維不織布(タフネルシート)を巻き，管周辺を連続した高透水性材料(砂)

で充填している。 
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添付 1-7図 2号炉原子炉建屋・タービン建屋間(φ1001nll1の有孔塩ビ管) 

 

 

 

 

添付 1-8図 ドレーン(有孔塩ビ管)施工概念図(建屋間の施工例) 

 

d.建屋等直下の有孔塩ビ管 

建屋直下の有孔塩ビ管は建屋外縁の有孔ヒューム管に接続されている。有孔塩ビ管と有孔ヒュ

ーム管の接続概念を添付1-9図に，ドレーン縦断を添付1-10図に示す。 

有孔塩ビ管，有孔ヒューム管いずれも岩盤を掘り込み敷設後，土砂等の流入により有孔塩ビ管，

有孔ヒューム管に目詰まりが生じないよう，管を覆うように連続長繊維不織布(タフネルシート)

を巻き，管周辺を連続した高透水性材料(砂，砕石)で充填している。 
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添付 1-9図 有孔塩ビ管と有孔ヒューム管の接続概念 

 

 

添付 1-10図 ２号炉原子炉建屋周辺ドレーン縦断(B-B’断面) 

 

 

 

 

 

 

e.接続桝 

ドレーンの分岐部，曲がり部には鉄筋コンクリート造の接続桝を設置している。接続桝につい

てもドレーンと同様に岩盤を掘り込んで設置されている。 

接続桝の設置状況を添付1-11図に，ドレーン径ごとの主要な接続桝を添付1-12図に示す。 

 

添付 1-11図 2号炉原子炉建屋周囲接続桝の例 
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添付 1-12図(1)接続桝の構造概要(1/2) 
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添付 1-12図(2)接続桝の構造概要(2/2) 
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(2)揚水井戸・配管 

揚水井戸は，1号炉用に3箇所，2号炉用に3箇所，3号炉用に2箇所設置している。揚水井戸位置

を添付1-13図に示す。 

揚水井戸はいずれも岩盤上に設置しており，1号炉及び2号炉は鉄筋コンクリート製立坑であ

る。 

また，2号炉揚水井戸は2号炉海水ポンプ室及び2号炉原子炉機器冷却海水配管ダクトと一体と

なって設置している。2号炉揚水井戸の設置例を添付1-14図に，平面図及び断面図を添付1-15図

及び添付1-16図に示す。 

3号炉揚水井戸は上部を鋼製シャフトにより，下部は鉄筋コンクリート製の集水ピットにより

構築している。3号炉揚水井戸の設置例を添付1-17図に，平面図及び断面図を添付1-18図及び添

付1-19図に示す。 

配管は炭素鋼鋼管(φ125nllll～200111111)であり，0.P.+14.8m盤の構…内排水路に接続して

いる。 

 

添付 1-13図 揚水井戸位置 
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添付 1-14図 2号炉揚水井戸の設置例(揚水井戸④) 

 

添付 1-15 2号炉揚水井戸平面図 
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添付 1-16図 2号炉揚水井戸断面図 

 

添付 1-17図 3号炉揚水井戸の設置例(揚水井戸⑦) 
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添付 1-18図 3号炉揚水井戸平面図 

 

添付 1-19図 3号炉揚水井戸断面図 
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(3)揚水ホンプ・水位計 

揚水ポンプは,各揚水井戸内に2台設置(うち1台は予備の揚水ポンプ)し,揚水井戸に支持され

る配管を通じて0.P.+14.8m盤の構内排水路に接続している。設置位置を添付1-20図に示す、水位

計は,各揚水井戸内に1台設置されており,形式は全て圧力式である。概要を添付1-21図に示す。 

揚水ポンプの容量は,ホンプ稼働実績に対して十分な余裕を有している。各揚水ポンプの諸元

を添付1-2表に,ポンプ容量と稼働実績の関係を添付1-22図に示す。 

 

 

添付 1-20図 揚水ホンプ・水位計位置図 

 

添付 1-21図 揚水ポンプ・水位計の概要 
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添付 1-2表 各揚水ポンプの諸元 

 

添付 1-22図 ポンプ容量と稼働実績の関係(3号炉側地下水位低下設備の例) 

(2016年 3月～2017年 3月) 

 

4.運用状況 

揚水井戸ごとに,原子炉建屋等に生じる揚圧力を設計値以下に抑えるために,運用上の制限水

位を設け,制限水位以下を維持するよう常時は自動運転としており,揚水井戸内の地下水位は水

位計により検知している。既設の揚水ポンプの運用例を添付1-23図に示す。 

揚水井戸内の水位が上昇し警報水位を超過した際は警報を発報する。なお,運転時における警

報の発報実績はない。 

揚水ポンプは保守点検のルールを定め運用しており,定期的な巡視・点検を行っている他,地震

後は速やかに設備点検し状況を確認することとしている。 
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添付 1-23図 既設の揚水ポンプの運用(揚水井戸④の例) 

 

5.保守管理の状況 

既設の地下水位低下設備は,原子炉施設保安規定に基づく保全計画において点検項目・点検頻

度を定め,定期的に巡視・点検を行っている他,地震後は速やかに設備点検し,状況を確認するこ

ととしている。保守管理内容を添付1-3表に示す。 

また,揚水ボンプ,水位計,制御盤については,計画的に取替を実施している。 

 

添付 1-3表既設の地下水位低下設備の保守管理内容 

 

なお,平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震直後及びその後に実施している。主要な設備の

目視確認結果のうち,2号炉揚水井戸(揚水井戸⑤)及び周辺のドレーンの状況を添付1-24図に,3

号炉揚水井戸(揚水井戸⑦)及び周辺のドレーンの状況を添付1-25図に示す。 
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目視確認の範囲では著しい損傷や断面阻害等は認められず, ドレーン及び揚水井戸の集水及

び排水機能は維持されている。 

 

 

添付 1-24図 2号炉揚水井戸(揚水井戸⑤)及び周辺ドレーンの状況 
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添付 1-25図 2号炉揚水井戸(揚水井戸⑦)及び周辺ドレーンの状況 
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6.ドレーンの耐久性等 

既設地下水位低下設備のうちドレーンの構成部材の耐久性等について添付1-4表に示す。 

有孔ヒューム管の一般的な耐用年数は50年とされている(一般的なコンクリート構造物)。建設

当時の使用前検査では湧水が腐食環境下にあるかの確認を目的に水質調査を添付1-5表に示すと

おり実施している。これによると,地下水はやや海水成分を有しているが,腐食環境下にないこと

を確認している。 

また,接続桝については,鉄筋かぶりは50mm～70mmで,水セメント比は55%で施工されている。湧

水の塩素イオン濃度の最大値により,コンクリート標準示方書の塩害の照査を実施すると50年以

上と評価される。 

 

添付 1-4表ドレーン関連部材の耐久性等 

 

 

添付 1-5表 湧水の水質試験結果(2号炉使用前検査資料) 
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添付資料２ 

ドレーンの信頼性確保の検討 

1.はじめに 

 

 

 

集水機能を担うドレーン・接続桝は,閉塞による機能喪失リスクを考慮する必要がある。設置

状況や保守管理1生を踏まえ,機能を喪失する可能性のある事象を網羅的に挙げ,それらに対する

対応の考え方を整理した。ドレーンの機能喪失要因と対応の考え方を添付2-1表に示す。 

ドレーン構造(有孔管)に起因し経時的に状態が変化するモードとして土砂流入が考えられる

が,ドレーンは耐久性・耐震性を確保したものを使用すること,有孔部から流入する土砂は非常に

緩速に堆積することから,管の閉塞に至るリスクはない。さらに,今後予防保全対象として定期的

な点検・土砂排除を行う計画とする。 

土砂流入をはじめとして,機能喪失への影響が想定される全ての事象は,設計(耐久性・耐震1生

の確保)並びに保守管理により対処し機能維持することが可能である。 

 

 

添付 2-1表 ドレーンの機能喪失要因と対応の考え方 

 

 

 

 

添付資料１ 

ドレーンの信頼性確保の検討 

1.はじめに 

 

 

 

集水機能を担うドレーンは,通水面積の減少による機能喪失リスクを考慮する必要がある。設

置状況や保守管理性を踏まえ,機能を喪失する可能性のある事象を網羅的に挙げ,それらに対す

る対応の考え方を整理した。ドレーンの機能喪失要因と対応の考え方を添付1-1表に示す。 

ドレーン構造(有孔管)に起因し経時的に状態が変化するモードとして土砂流入が考えられる

が,ドレーンは耐久性・耐震性を確保したものを使用すること，有孔部から流入する土砂は非常

に緩慢※に堆積することから,管の通水面積の減少による機能喪失リスクはない。さらに,今後予

防保全対象として定期的な点検を実施し，点検結果を踏まえた土砂排除を行う計画とする。 

土砂流入をはじめとして,機能喪失への影響が想定される全ての事象は,設計(耐久性・耐震性

の確保)並びに保守管理により対処し機能維持することが可能である。 

 

 

添付 1-1表 ドレーンの機能喪失要因と対応の考え方 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能喪失への影響が想定される事象 設計・保守管理における対応の考え方と取扱い

経年劣化や地震により損傷し，断面形状を保持でき

なくなる。
耐久性のある材料を採用するとともに，Ss機能維持設計とする。

ドレーンの有効範囲以外からの雨水流入，その他想

定以上の雨水流入により，ドレーンの集水能力が不

足する。

ドレーンの集水機能の検討に当たっては，ドレーンの有効範囲外等からの雨水流入の可能性を

考慮した上で流入量を確認し，必要に応じて設計に反映する。（排水機能にも係る事項であり，

ポンプ・配管設計にも反映する）

土砂流入により通水面積が減少し，集・排水機能を

喪失する。

十分な余裕を有する断面を有する管径を設定するとともに，定期的な点検，土砂排除を実施

する。

有孔部から管内への土砂流入は微量であり，有孔部に対し管径が十分大きく，土砂堆積によ

る通水断面の減少は非常に緩慢※に進行することから，十分な余裕を有する断面をもつことで，

機能喪失には至らない。

地盤改良工事等による目詰まり等により集・排水機能

を喪失する。
施工時の規制を行う。（施工方法の検討）

※ドレーンは岩盤内に設置しているため，管内への土砂供給が非常に少ない。
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2.ドレーン・接続桝の機能喪失事象への信頼性確保の考え方 

前頁に示すドレーン・接続桝の機能喪失事象の整理より保守管理性の重要性が抽出されたこと

から,ドレーンの敷設状況等を踏まえた保守管理方針を整理した。ドレーンの保守管理方針を添

付2-2表に示す。 

保守管理方針の検討においてはドレーンの構造・形状等から下記Ⅰ～Ⅲにドレーン範囲を区分

し,点検内容と異常時の対応を整理した。 

また,この対応を確実に実施するために,既設の接続桝又はドレーンに接続された保守管理用

の立坑を新たに構築する等,保守管理性の向上策もあわせて検討する。保守管理用立坑のイメー

ジを添付2-1図に示す。 

なお,既設の2号炉原子炉建屋及び3号炉海水熱交換器建屋基礎版下部にあるような径が

φ100mmの有孔塩ビ管の保守管理に当たっては,添付2-2表のとおりカメラ等で状況の確認ができ

機能喪失時の対応も可能と考えられるものの,機能喪失時の検知及び修復に不確実性があるもの

と考えられることから,耐震1生及び耐久性を有していたとしても保守管理に期待せずドレーン

の機能喪失を前提とした設計(管路ではなく透水層)とする方針とする。 

 

添付 2-2表 ドレーンの保守管理方針 

 

 

 

 

 

 

 

2.ドレーンの機能喪失事象への信頼性確保の考え方 

前頁に示すドレーンの機能喪失事象の整理より保守管理性の重要性が抽出されたことから,ド

レーンの敷設状況等を踏まえた保守管理方針を整理した。ドレーンの保守管理方針を添付1-2表

に示す。 

保守管理方針の検討においてはドレーンの構造・形状等からドレーン範囲を区分し,点検内容

と異常時の対応を整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付 1-2表 ドレーンの保守管理方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の相違 

島根２号炉は，既設のドレー

ンの解析上の扱いを「3.集水機

能の信頼性の検討」において記

載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 構成部位（例）
ドレーンの点検内容

異常時の対応
手段 点検対象と確認内容

Ⅰ カメラ等により部分的に確認可能
φ300mm
（流末部）

目視，カメラ等
損傷等の有無，土砂堆積状況
等から，通水断面が保持されて
いることを確認

詳細調査を行い，必要な
対策を実施

Ⅱ
流末部※１の断面の確認により確
認可能

φ150mm
φ300mm

（流末部以外）

流末部の断面をⅠに
より確認※２

Ⅰより通水断面が保持されてい
ることを確認

Ⅰの範囲と同様の状態に
あるものと考え，詳細調査
を行い，必要な対策を実
施する

※１ 流末部とは，揚水井戸とドレーンの取り合い部を表す。

※２ 以下に示す理由から，ドレーンは一定の品質が確保され，供用環境も同様と考えられるため，通常時は流末部で外観点検を行うことで異常時の検知が可能である。

a. 施工方法・仕様の共通性：ドレーンは同時期に同一施工体制のもと設置されており，掘削した岩盤内に同様の施工管理基準のもと設置されている。

b. 建設時記録の信頼性：ドレーンは同時期に同一施工体制のもと設置されており，開削により露出した岩盤上に同様の施工管理基準のもと設置されている。

c. 耐久性・耐震性（Ss機能維持）が確保されている。

d. 安定的な使用環境にある。（岩着構造，外力（土被り）の変動が小さい，地下空間のため，紫外線等の劣化要因が少ない，流入する地下水に有害物質
が含まれない等）
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添付 2-1図 保守管理用立杭のイメージ 

 

3.集水機能の信頼性の検討 

設計用地下水位の算定(浸透流解析)に用いるドレーンの有効範囲は,添付2-2図に示すフロー

に従い設定することで信頼性を確保する。有効範囲設定の考え方は以下のとおりである。 

 

- 施設の配置等を勘案し,既設ドレーンの期待範囲を設定する。前頁のドレーンの機能喪失要

因と対応の整理から抽出された耐久性,耐震性及び保守管理性の3つの観点から,全てを満足

するものは管路として,それ以外は透水層 (地盤)に分類する。 

 

 

 

- 浸透流解析を踏まえ,施設の安全性を確認し,必要な範囲に新設(ドレーン又は揚水井戸)を

検討する。 

- また,安全機能の重要度分類におけるクラス1相当の信頼性を確保する観点から,安全施設の要

求事項(多重性及び独立性)に配慮した設備構成とする. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.集水機能の信頼性の検討 

設計地下水位の算定(浸透流解析)に用いるドレーンは添付1-1図に示すフローに従い，新たな

ドレーンを設置することで信頼性を確保する。有効範囲設定の考え方は以下のとおりである。 

- 既設のドレーン（サブドレーン，集水管及び接続桝）は，岩盤内や構造物に囲まれており，

周囲を砕石で埋め戻しているため，機能に期待しない場合においては，砕石相当の透水係数

を設定していた。しかしながら，万が一，経年的に周囲の埋戻土からの土砂流入により通水

面積の減少が発生した場合，確実に土砂を除去できないため，砕石の間に土砂が流入した状

態を仮定し，埋戻土（掘削ズリ）相当の透水係数に見直す。埋戻土（掘削ズリ）及び砕石の

粒径加積曲線を添付1-2図に示す。 

 

- 浸透流解析を踏まえ,施設の安全性を確認し,必要な範囲に新設(ドレーン及び揚水井戸)を

検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

島根２号炉の既設のドレーン

は岩盤内に設置しているが，万

が一を考慮し，保守的な解析条

件を設定 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

島根２号炉のドレーンは，設

置許可基準規則第 4 条等の要求

事項等を考慮して設計 
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添付 2-2図 集水機能の検討フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の考え方から,ドレーンの状態に対応したパターンと各観点の評価の見通し,並びに浸透

流解析上の取扱いについて整理した。ドレーンの状態に対応したパターンと浸透流解析上の取扱

いを添付2-3図に示す。 

 

 

 

添付 1-1図 集水機能の検討フロー 

 

 

添付1-2図 埋戻土（掘削ズリ）及び砕石の粒径加積曲線 

 

 

 

前頁の考え方から,ドレーンの状態に対応したパターンと各観点の評価の見通し,並びに浸透

流解析上の取扱いについて添付1-3表に整理した。既設のドレーンは砕石及び土砂が流入して集

水機能が低下した状態とする。また，新設のドレーンは，要求機能として通水性を確保するため，

信頼性（耐久性・耐震性・保守管理性）を満足するものを設置する。 

また，既設のドレーンが基準地震動Ssに対して損傷した際に他の施設に与える波及影響につい

て，添付1-4表のとおり整理した。なお，既設のサブドレーンピットは基準地震動Ssに対して損

傷しないことを確認しており，評価結果については詳細設計段階で説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，透水係数の保

守性について，粒径加積曲線を

示し説明 

 

 

 

 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，既設のドレー

ンの波及影響について説明 

START

地下水位低下設備
（新設）の設計

浸透流解析

施設の安全性を
満足するか

配置の再検討
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添付 2-3図 ドレーンの状態に対応したパターンと浸透流解析上の取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計用地下水位の設定においては,既設ドレーンの期待範囲を検討の上,安全施設の要求事項

について検討する。この期待範囲は集水経路としての役割を有する接続桝・揚水井戸についても

同様の考え方で信頼性を確認する。 

安全施設の要求事項についての検討においては,ドレーンの設置状況等に応じて,多重性及び

独立性を確保する揚水ボンプ,揚水井戸の配置を検討する。 

これらを踏まえて設定した集水機能の信頼性の詳細検討フローを添付2-4図に示す。 

添付 1-3表 ドレーンの状態に対応したパターンと浸透流解析上の取扱い 

 

 

 

 

添付 1-4表 既設のドレーンの波及影響の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・説明方針の相違 

島根２号炉は，既設のドレー

ンの波及影響について説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

島根２号炉のドレーンは，設

置許可基準規則第 4 条等の要求

事項等を考慮して設計 

 

 

ドレーンの種類
各観点に対する評価

浸透流解析上の扱い
耐久性 耐震性 保守管理性

既設（サブドレーン）

○

△ × 岩盤や構造物に囲まれており，
周囲を砕石で埋め戻している
ため，機能に期待しない場合
においては，砕石相当の透水
性を有すると判断していた。し
かしながら，万が一，経年的
に周囲の埋戻土からの土砂流
入により通水面積の減少が発
生した場合，確実に土砂を除
去できないため，砕石の間に
土砂が流入した状態を仮定し
た透水係数を設定した。

既設のドレーンは岩盤や
構造物に囲まれた範囲
に設置していることから，
基準地震動Ssに対して
損傷しないと判断してい
るが，仮に損傷したもの
として評価する。

• 直接的な確認が
できない。

• 万が一，土砂に
よる通水面積の
減少が発生した
場合，確実に土
砂を除去できない。

既設（集水管）

新設する場合（例） ○ ○ ○
管の耐久性・耐震性が確保さ
れ，構造を確認できることか
ら，大気圧解放状態とする。

岩盤

有孔管

原子炉建物

均しコンクリート

均しコンクリート 均しコンクリート

原子炉建物

岩盤

均しコンクリート

建物

岩盤

砕石(5mm)

：砕石（40~20）

：土砂

構造 損傷時に他の施設に与える波及影響

サブドレーン

原子炉建物直下に設置されており，周囲を岩盤や均しコン
クリート，躯体に囲まれているため，基準地震動Ｓｓに対
して損傷したとしても，管径が小さいことから，他の施設に
波及影響を与えることはない。

集水管※（原子炉建物周
辺）

原子炉建物の周囲に設置されており，周囲を岩盤や均しコ
ンクリートで囲まれているため，基準地震動Ｓｓに対して損
傷したとしても，管径が小さいことから，他の施設に波及影
響を与えることはない。

集水管※（タービン建物，
廃棄物処理建物周辺）

タービン建物及び廃棄物処理建物の周囲に設置されており，
周囲を岩盤や均しコンクリート，躯体に囲まれているため，
基準地震動Ｓｓに対して損傷したとしても，管径が小さい
ことから，他の施設に波及影響を与えることはない。

廃棄物
処理建物

原子炉
建物

※接続枡を含む

岩盤

岩盤

埋戻土
（掘削ズリ）等

埋戻土
（掘削ズリ）等

原子炉建物

4条-別紙17-102



 

 

 

女川原子力発電所 ２号炉 （2019.7.30版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

添付 2-4図 集水機能の信頼性の詳細検討フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

島根２号炉は，地下水位低下

設備（既設）の機能に期待せず，

新設する地下水位低下設備の機

能にのみ期待する 
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女川原子力発電所 ２号炉 （2019.7.30版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

次に,集水機能の信頼性の詳細検討フローに基づく各プロセスの検討内容の例を示す。ここで

は早期に影響が現れる施設の揚圧力影響の低減に着目し,地下水位を一定の範囲に保持する地下

水位低下設備を設置することし,集水及び排水機能に係る設備構成の検討を行った。 

まず,「①既設ドレーンの期待範囲の設定」として,2号炉申請時において,施設の揚圧力影響低

減への寄与が大きいと考えられる既設ドレーン範囲を抽出した。既設ドレーンの期待範囲を添付

2-5図に示す。 

 

添付 2-5図 既設ドレーンの期待範囲の設定(Step①) 

 

 

 

添付1-1図に示す集水機能の検討フローに基づく地下水位低下設備の設定例を添付1-3図に示

す。ドレーンの点検性への配慮として，カメラの挿入や土砂の除去が容易となるよう，直線状の

ドレーンとする。 

なお，地下水位低下設備（既設）のうち，ドレーンは砕石及び土砂が流入して集水機能が低下

した状態，揚水ポンプは稼働しない状態とし，揚水経路としない。 

 

 

添付 1-3図 地下水位低下設備の設定例 

 

 

 

・設計方針の相違 

島根２号炉は，地下水位低下

設備（既設）の機能に期待せず，

新設する地下水位低下設備の機

能にのみ期待する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３号原子炉建物

３号炉
サービス
建物

３号炉
制御室
建物

３号炉
タービン
建物

３号炉
廃棄物処理建物

２号炉
タービン建物

２号炉
廃棄物
処理建物

２号原子炉建物 制御室
建物

Ｐ

２号炉排気筒

集水管・接続枡・サブドレーンピット
（機能に期待しない地下水位低下設備(既設)※）

Ｐ 揚水井戸・揚水ポンプ

凡例

※２号原子炉建物直下のサブドレーンについても，同様の理由で期待しない

建物・構築物（揚圧力影響）

ドレーン

4条-別紙17-104
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続いて,「②耐久性」の観点からは全てのドレーン(有孔ヒューム管・有孔塩ビ管)が有効と判

断される。耐久性に関する確認結果は添付資料2に示すとおりである。耐久性の観点からの整理

結果を添付2-6図に示す。 

 

 

添付 2-6図 耐久性の観点からの整理結果(Step②) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

島根２号炉は，地下水位低下

設備（既設）の機能に期待せず，

新設する地下水位低下設備の機

能にのみ期待する 
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「③・⑤耐震性・透水層の連続性」の観点からは,盛土荷重が直接作用する一部の塩ビ管を除

き,現状構造でSs機能維持を確保できる見通しである。 

なお,耐震性の確認結果は工事計画認可段階で提示する。 

管の耐震1'生・透水層の連続性の観点からの整理結果を添付2-7図に示す。 

 

 

添付 2-7図 管の耐震性・透水層の連続 1生の観点からの整理結果(Step③・⑤) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

島根２号炉は，地下水位低下

設備（既設）の機能に期待せず，

新設する地下水位低下設備の機

能にのみ期待する 
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「④管の保守管理」の観点からの有効範囲は添付2-8図のとおり整理される。 

 

 

添付 2-8図 管の保守管理の観点からの整理結果(Step④) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

島根２号炉は，地下水位低下

設備（既設）の機能に期待せず，

新設する地下水位低下設備の機

能にのみ期待する 
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女川原子力発電所 ２号炉 （2019.7.30版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

安全施設の要求の観点から,2号炉原子炉建屋において,揚水井戸の新設が必要と整理される。

安全施設の要求の観点からの整理結果を添付2-9図に示す。 

 

 

添付 2-9図 安全施設の要求の観点からの整理結果(Step⑨・⑩) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

島根２号炉は，地下水位低下

設備（既設）の機能に期待せず，

新設する地下水位低下設備の機

能にのみ期待する 
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「⑦有効範囲の再検討」において,施設の設計値を満足できない範囲について,保守管理立坑等

の追加により保守管理範囲を拡大し,ドレーンの有効範囲の再検討を行う。添付2-10図に示す有

効範囲の再検討での整理結果は,3号炉海水熱交換器建屋及び2号炉制御建屋について,有効範囲

の拡大を目的として,保守管理立坑等を追加した例であり,今後の点検実績の反映等により変更

の可能性がある。 

 

 

 

 
添付 2-10図 有効範囲の再検討での整理結果(Step⑦) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

島根２号炉は，地下水位低下

設備（既設）の機能に期待せず，

新設する地下水位低下設備の機

能にのみ期待する 
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「⑧新設ドレーンの要否」の観点から,施設近傍の既設ドレーンに期待できない排気筒周辺や,

施設直下の既設ドレーンに期待できない2号炉原子炉建屋や3号炉海水熱交換器建屋において,新

設が必要と整理される。新設ドレーン要否の観点からの整理結果を添付2-11図に示す。 

なお,今回の検討において新設ドレーンは施設直下の既設ドレーンよりも深い位置に設置され

ることから,既設ドレーンは機能しないものとして取り扱う。 

 

 

添付 2-11図 新設ドレーン要否の観点からの整理結果(Step⑧) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

島根２号炉は，地下水位低下

設備（既設）の機能に期待せず，

新設する地下水位低下設備の機

能にのみ期待する 
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女川原子力発電所 ２号炉 （2019.7.30版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

添付2-11図までで整理したドレーン範囲のうち,安全施設の要求性能確保の見通しの観点での

整理結果を添付2-12図に示す。 

安全施設の要求性能の確保に当たっては,「2.安全施設への要求事項を参照した設備構成の検

討」に示すとおり短期・長期の単一故障を想定し多重性及び独立性を確保するため,揚水ポンプ

の多重化やドレーン・揚水井戸の配置上の配慮が必要となる。 

 

添付 2-12図 安全施設の要求性能確保の見通しの観点での整理(Step⑨・⑩) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

島根２号炉は，地下水位低下

設備（既設）の機能に期待せず，

新設する地下水位低下設備の機

能にのみ期待する 
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女川原子力発電所 ２号炉 （2019.7.30版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

集水機能の信頼性の詳細検討フローに基づく有効範囲の設定例のまとめを添付2-13図に示す。

本図はこれまでに整理したドレーンの有効範囲をまとめたものであり,設置許可基準規則第3条

第2項,同第4条及び同第12条の要求を考慮した設備構成例である。 

建物・構築物の揚圧力影響(設置許可基準規則第 4 条)の低減に着目した施設 (原子炉建屋,制御

建屋,排気筒,3 号炉海水熱交換器建屋)に対し,条文適合上必要な集水及び排水機能の範囲は,

設計値保持のため必要な範囲(■)と,設置許可基準規則第 12 条の要求に対応する範囲(■)に

て構成される。 

なお,ドレーンとしての集水機能が期待できるものの,設置許可基準規則第 12 

条適合の観点から管路より除外した範囲(■)については透水層として取扱う。 

 

 

添付 2-13図 地下水位低下設備の設定例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

島根２号炉は，地下水位低下

設備（既設）の機能に期待せず，

新設する地下水位低下設備の機

能にのみ期待する 
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添付資料３ 

設置変更許可段階及び工事計画認可以降の提示内容 

 

1.設置許可基準規則における対応条文への適合の考え方 

設置許可基準規則の対応条文のうち,第３条(設計基準対象施設の地盤),第 38条(重大事故等対

処施設の地盤),第４条(地震による損傷の防止),第 39 条(重大事故等対処施設/地震による損傷

の防止),第 43 条(重大事故等対処施設)及び技術的能力審査基準に対して,基準適合の考え方と

設置変更許可申請書への反映箇所,並びに工事計画認可段階における審査項目を整理した。 

設置許可基準規則第３条は添付 3-1表,同第 38条は添付 3-2表,同第４条は添付 3-3表,同第 39

条は添付 3-4 表,同第 43 条は添付 3-5 表及び添付 3-6 表,並びに技術的能力審査基準は添付 3-7

表に,それぞれ基準適合の考え方と設置変更許可申請書への反映箇所,並びに工事計画認可段階

における審査項目を示す。 

また,設置許可基準規則第３条の規則の解釈を添付 3-8表,並びに同第４条の規則の解釈を添付

3-9表及び添付 3-10表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料２ 

設置変更許可段階及び工事計画認可以降の提示内容 

 

1.設置許可基準規則における対応条文への適合の考え方 

設置許可基準規則の対応条文のうち,第３条(設計基準対象施設の地盤),第 38条(重大事故等対

処施設の地盤),第４条(地震による損傷の防止)及び第 39 条(重大事故等対処施設/地震による損

傷の防止)に対して,基準適合の考え方と設置変更許可申請書への反映箇所,並びに工事計画認可

段階における審査項目を整理した。 

設置許可基準規則第３条は添付 2-1表,同第 38条は添付 2-2表,同第４条は添付 2-3表,同第 39

条は添付 2-4 表に,それぞれ基準適合の考え方と設置変更許可申請書への反映箇所,並びに工事

計画認可段階における審査項目を示す。 

 

また,設置許可基準規則第３条の規則の解釈を添付 2-5表,並びに同第４条の規則の解釈を添付

2-6表及び添付 2-7表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価対象施設の相違 

③の相違 
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添付3-1表 設置許可基準規則に対する基準適合の考え方と 

工事計画認可段階における提示内容第３条(設計基準対象施設の地盤) 

 

 

 

 

 

 

 

添付2-1表 設置許可基準規則に対する基準適合の考え方と 

工事計画認可段階における提示内容第３条(設計基準対象施設の地盤) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置許可基準規則 
設置許可基準規則

の解釈 

基準適合の考え方 
設置変更許可申請
書への反映箇所 

詳細設計段
階における
提示内容 

考え方 
必要な設
備等 

第三条 
（設計基
準対象施
設の地
盤） 

設計基準対象施設は、次条第
二項の規定により算定する
地震力（設計基準対象施設の
うち、地震の発生によって生
ずるおそれがあるその安全
機能の喪失に起因する放射
線による公衆への影響の程
度が特に大きいもの（以下
「耐震重要施設」という。）
及び兼用キャスクにあって
は、同条第三項に規定する基
準地震動による地震力を含
む。）が作用した場合におい
ても当該設計基準対象施設
を十分に支持することがで
きる地盤に設けなければな
らない。ただし、兼用キャス
クにあっては、地盤により十
分に支持されなくてもその
安全機能が損なわれない方
法により設けることができ
るときは、この限りでない。 

(添付 3-5 表，主要
箇所抜枠) 
第３条第１項に規
定する「設計基準対
象施設を十分に支
持することができ
る」とは、設計基準
対象施設について、
自重及び運転時の
荷重等に加え、耐震
重要度分類の各ク
ラスに応じて算定
する地震力が作用
した場合において
も、接地圧に対する
十分な支持力を有
する設計であるこ
とをいう。耐震重要
施設については、基
準地震動による地
震力が作用するこ
とによって弱面上
のずれ等が発生し
ないことを含め、基
準地震動による地
震力に対する支持
性能が確保されて
いることを確認す
る。 

耐震重要施設の基礎地盤 
・基礎地盤の安定性評価の条件
として地下水位の設定方法を
記載（基準適合はこの条件を用
いた安定性評価により確認） 

― 

添付書類六 
-地盤 
-地震力に対する基
礎地盤の安定性
評価（地下水位） 

 
― 

（設置許可
段階で説明） 
 
[地下水位低
下設備の耐
震性に関す
る説明書に
おいて地盤
の支持性能
に係る確認
結果を記載] 

２ 耐震重要施設及び兼用キ
ャスクは、変形した場合にお
いてもその安全機能が損な
われるおそれがない地盤に
設けなければならない。 

(主要箇所抜枠) 
「変形」とは、地震
発生に伴う地殻変
動によって生じる
支持地盤の傾斜及
び撓み並びに地震
発生に伴う建物・構
築物間の不等沈下、
液状化及び揺すり
込み沈下等の周辺
地盤の変状をいう。 

耐震重要施設の周辺地盤 
・耐震重要施設については，液
状化，揺すり込み沈下等の周辺
地盤の変状を考慮した場合に
おいても，当該施設の安全機能
が損なわれるおそれがないよ
うに設計する。 
・耐震重要度の設計において
は，防波壁下部を地盤改良する
ために地下水の流れが遮断さ
れ地下水位が上昇するおそれ
があるという島根サイト固有
の状況を踏まえ地下水位低下
設備の機能を考慮した水位，自
然水位より保守的に設定した
水位又は地表面にて設計地下
水位を設定する。 
・耐震設計において，地震時に
おける地盤の有効応力の変化
に伴う影響を考慮する場合に
は，有効応力解析等を実施す
る。有効応力解析に用いる液状
化強度特性は，敷地の原地盤に
おける代表性及び網羅性を踏
まえた上で保守性を考慮して
設定する。 

・常設の地
下水位低
下設備 
 

添付書類六 
-地盤 
-周辺地盤の変状に
よる施設への影響
評価 
 
 
 
 
関連 
添付書類八 
-安全設計/耐震設
計 
-耐震重要施設 

・耐震性に関
する説明書
（第四条の
審査におい
て確認） 

３ 耐震重要施設及び兼用キ
ャスクは、変位が生ずるおそ
れがない地盤に設けなけれ
ばならない。ただし、兼用キ
ャスクにあっては、地盤に変
位が生じてもその安全機能
が損なわれない方法により
設けることができるときは、
この限りでない。 

（記載を省略） 
― 

（地下水位設定とは関連しな
い） 

― ― ― 
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添付3-2表 設置許可基準規則に対する基準適合の考え方と 

工事計画認可段階における提示内容第38条(重大事故等対処施設の地盤) 

 

 

 

 

 

添付2-2表 設置許可基準規則に対する基準適合の考え方と 

工事計画認可段階における提示内容第38条(重大事故等対処施設の地盤) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置許可基準規則 
設置許可基準規則

の解釈 

基準適合の考え方 
設置変更許可申請
書への反映箇所 

詳細設計段
階における
提示内容 

考え方 
必要な設
備等 

第三十八
条（重大
事故等対
処施設の
地盤） 

重大事故等対処施設は、次に
掲げる施設の区分に応じ、そ
れぞれ次に定める地盤に設
けなければならない。 
一 重大事故防止設備のうち
常設のもの（以下「常設重
大事故防止設備」という。）
であって、耐震重要施設に
属する設計基準事故対処
設備が有する機能を代替
するもの（以下「常設耐震
重要重大事故防止設備」と
いう。）が設置される重大
事故等対処施設（特定重大
事故等対処施設を除く。） 
基準地震動による地震力
が作用した場合において
も当該重大事故等対処施
設を十分に支持すること
ができる地盤 

二 常設耐震重要重大事故防
止設備以外の常設重大事
故防止設備が設置される
重大事故等対処施設（特定
重大事故等対処施設を除
く。）第四条第二項の規定
により算定する地震力が
作用した場合においても
当該重大事故等対処施設
を十分に支持することが
できる地盤 

三 重大事故緩和設備のうち
常設のもの（以下「常設重
大事故緩和設備」という。）
が設置される重大事故等
対処施設（特定重大事故等
対処施設を除く。）基準地
震動による地震力が作用
した場合においても当該
重大事故等対処施設を十
分に支持することができ
る地盤 

１ 第３８条の適用
に当たっては、本規
程別記１に準ずる
ものとする。 
 ※別記１：第３条

（設計基準対
象施設の地盤） 

 
２ 第 1 項第２号
に規定する「第４条
第２項の規定によ
り算定する地震力」
とは、本規程別記２
第４条第２項から
第４項までにおい
て、代替する機能を
有する設計基準事
故対処設備が属す
る耐震重要度分類
のクラスに適用さ
れる地震力と同等
のものとする。 
 
３ 第 1 項第４号
に規定する「第４条
第２項の規定によ
り算定する地震力」
とは、本規程別記２
第４条第２項第１
号の耐震重要度分
類のＳクラスに適
用される地震力と
同等のものとする。 

常設重大事故等対処施設の基
礎地盤 
・基礎地盤の安定性評価の条件
として地下水位の設定方法を
記載（基準適合はこの条件を用
いた安定性評価により確認） 

― 

添付書類六 
-地盤 
-地震力に対する基
礎地盤の安定性
評価（地下水位） 

 
― 

（設置許可
段階で第三
条と併せて
説明） 

２ 重大事故等対処施設（前
項第二号の重大事故等対処
施設を除く。次項及び次条第
二項において同じ。）は、変
形した場合においても重大
事故等に対処するために必
要な機能が損なわれるおそ
れがない地盤に設けなけれ
ばならない。 

 常設重大事故等対処施設の周
辺地盤 
・常設重大事故等対処施設につ
いては，液状化，揺すり込み沈
下等の周辺地盤の変状を考慮
した場合においても，当該施設
の安全機能が損なわれるおそ
れがないように設計する。 
・常設重大事故等対処施設の設
計においては，防波壁下部を地
盤改良するために海側への地
下水の流れが遮断され地下水
位が上昇するおそれがあると
いう島根サイト固有の状況を
踏まえ地下水位を一定の範囲
に保持する地下水位低下設備
の機能を考慮した水位，自然水
位より保守的に設定した水位
又は地表面にて設計地下水位
を設定する。 
・耐震設計において，地震時に
おける地盤の有効応力の変化
に伴う影響を考慮する場合に
は，有効応力解析等を実施す
る。有効応力解析に用いる液状
化強度特性は，敷地の原地盤に
おける代表性及び網羅性を踏
まえた上で保守性を考慮して
設定する。 

・常設の地
下水位低
下設備 
 

添付書類六 
-地盤 
-周辺地盤の変状に
よる施設への影響
評価 
 
 
 
 
関連 
添付書類八 
-安全設計/耐震設
計 
-耐震重要施設 

・耐震性に関
する説明書
（第四条の
審査におい
て確認） 

３ 重大事故等対処施設は、
変位が生ずるおそれがない
地盤に設けなければならな
い。 

 
― 

（地下水位設定とは関連しな
い） 

― ― ― 
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添付3-3表 設置許可基準規則に対する基準適合の考え方と 

工事計画認可段階における提示内容第４条(地震による損傷の防止) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付2-3表 設置許可基準規則に対する基準適合の考え方と 

工事計画認可段階における提示内容第４条(地震による損傷の防止) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置許可基準規則 
設置許可基準規則

の解釈 

基準適合の考え方 
設置変更許可申請
書への反映箇所 

詳細設計段
階における
提示内容 

考え方 
必要な設
備等 

第四条
（地震に
よる損傷
の防止） 

設計基準対象施設は、地震
力に十分に耐えることがで
きるものでなければならな
い。 

(添付 3-6 表，添付
3-7 表，以下主要箇
所抜粋) 
１ 第４条第１項に
規定する「地震力に
十分に耐える」と
は，ある地震力に対
して施設全体とし
ておおむね弾性範
囲の設計がなされ
ることをいう。 

設計基準対象施設 
・設計基準対象施設は，地震力
に十分耐えられる設計とする。 
 
・設計基準対象施設の設計にお
いては，防波壁下部を地盤改良
するために海側への地下水の
流れが遮断され地下水位が上
昇するおそれがあるという島
根サイト固有の状況を踏まえ
地下水位を一定の範囲に保持
する地下水位低下設備の機能
を考慮した水位，自然水位より
保守的に設定した水位又は地
表面にて設計地下水位を設定
する。 
 
耐震重要施設 
・耐震重要施設については，揚
圧力が作用した場合において，
当該施設の安全機能が損なわ
れるおそれがないように設計
する。 
あわせて，液状化，揺すり込み
沈下等の周辺地盤の変状を考
慮した場合においても，当該施
設の安全機能が損なわれるお
それがないように設計する。 
（第三条第二項をあわせて確
認） 
 
・耐震重要施設の設計において
は，防波壁下部を地盤改良する
ために海側への地下水の流れ
が遮断され地下水位が上昇す
るおそれがあるという島根サ
イト固有の状況を踏まえ地下
水位を一定の範囲に保持する
地下水位低下設備の機能を考
慮した水位，自然水位より保守
的に設定した水位又は地表面
にて設計地下水位を設定する。 
 
・耐震設計において，地震時に
おける地盤の有効応力の変化
に伴う影響を考慮する場合に
は，有効応力解析等を実施す
る。有効応力解析に用いる液状
化強度特性は，敷地の原地盤に
おける代表性及び網羅性を踏
まえた上で保守性を考慮して
設定する。 
 
地下水位低下設備 
・地震に対し機能を保持する設
計とする。 
（Ｃクラス，Ss 機能維持） 

・常設の地
下水位低
下設備 
 

本文※ 
 
添付書類八 
-安全設計 
-耐震設計/基本方
針 

-耐震重要施設 
 
-その他発電用原子
炉の付属設備 
-地下水位低下設備 
 
関連 
添付書類六 
-地盤 
-周辺地盤の変状に
よる施設への影響
評価 
 
※ 耐震評価におい
て地下水位低下
設備の機能に期
待することは島
根サイト固有の
事項であること
から，設置目的や
役割を本文に記
載。 

 

・耐震性に関
する説明書
（設計地下
水位の設定
を含む） 

２ 前項の地震力は、地震の
発生によって生ずるおそれ
がある設計基準対象施設の
安全機能の喪失に起因する
放射線による公衆への影響
の程度に応じて算定しなけ
ればならない。 

設計基準対象施設
は，耐震重要度に応
じて，以下のクラス
（以下「耐震重要度
分類」という。）に
分類するもとする。 

３ 耐震重要施設は、その供
用中に当該耐震重要施設に
大きな影響を及ぼすおそれ
がある地震による加速度に
よって作用する地震力（以下
「基準地震動による地震力」
という。）に対して安全機能
が損なわれるおそれがない
ものでなければならない。 

一 耐震重要施設の
うち，二以外のもの 

・基準地震動に
よる地震力に対
して，その安全
機能が保持でき
ること。 

二 津波防護施設，
浸水防止設備及び
津波監視設備並び
に浸水防止設備が
設置された建物・構
築物 

・基準地震動に
よる地震力に対
して，それぞれ
の施設及び設備
に要求される機
能（津波防護機
能，浸水防止機
能及び津波監視
機能をいう。）が
保 持 で き る こ
と。 

４ 耐震重要施設は、前項の
地震の発生によって生ずる
おそれがある斜面の崩壊に
対して安全機能が損なわれ
るおそれがないものでなけ
ればならない。 

 
― 

（対象斜面なし） 
― ― ― 
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添付3-4表 設置許可基準規則に対する基準適合の考え方と 

工事計画認可段階における提示内容第39条(重大事故等対処施設/地震による損傷の防止) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付2-4表 設置許可基準規則に対する基準適合の考え方と 

工事計画認可段階における提示内容第39条(重大事故等対処施設/地震による損傷の防止) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置許可基準規則 
設置許可基準規則

の解釈 

基準適合の考え方 
設置変更許可申請
書への反映箇所 

詳細設計段
階における
提示内容 

考え方 
必要な設
備等 

第三十九
条 
(重大事
故等対処
施設/地
震による
損傷の防
止) 

重大事故等対処施設は、次に
掲げる施設の区分に応じ、そ
れぞれ次に定める要件を満
たすものでなければならな
い。 
 
一 常設耐震重要重大事故防
止設備が設置される重大事
故等対処施設（特定重大事故
等対処施設を除く。） 基準地
震動による地震力に対して
重大事故に至るおそれがあ
る事故に対処するために必
要な機能が損なわれるおそ
れがないものであること。 
 
二 常設耐震重要重大事故防
止設備以外の常設重大事故
防止設備が設置される重大
事故等対処施設（特定重大事
故等対処施設を除く。） 第四
条第二項の規定により算定
する地震力に十分に耐える
ことができるものであるこ
と。 
 
三 常設重大事故緩和設備が
設置される重大事故等対処
施設（特定重大事故等対処施
設を除く。） 基準地震動によ
る地震力に対して重大事故
に対処するために必要な機
能が損なわれるおそれがな
いものであること。 
 
四 特定重大事故等対処施設 
第四条第二項の規定により
算定する地震力に十分に耐
えることができ、かつ、基準
地震動による地震力に対し
て重大事故等に対処するた
めに必要な機能が損なわれ
るおそれがないものである
こと。 
 

１ 第３９条の適用
に当たっては、本
規程別記２に準
ずるものとする。 

 
※別記２・第４
条（地震による
損傷の防止） 

 
２ 第 1 項第２号
に規定する「第４
条第２項の規定
により算定する
地震力」とは、本
規程別記２第４
条第２項から第
４項までにおい
て、代替する機能
を有する設計基
準事故対処設備
が属する耐震重
要度分類のクラ
スに適用される
地震力と同等の
ものとする。 

 
３ 第 1 項第４号
に規定する「第４
条第２項の規定
により算定する
地震力」とは、本
規程別記２第４
条第２項第１号
の耐震重要度分
類のＳクラスに
適用される地震
力と同等のもの
とする。 

常設重大事故等対処施設 
・常設重大事故等対処施設につ
いては，揚圧力が作用した場合
において，当該施設の機能が損
なわれるおそれがないように
設計する。 
あわせて，液状化，揺すり込み
沈下等の周辺地盤の変状を考
慮した場合においても，当該施
設の機能が損なわれるおそれ
がないように設計する。 
（第三十八条第二項をあわせ
て確認） 
 
・常設重大事故等対処施設の設
計においては，防波壁下部を地
盤改良するために海側への地
下水の流れが遮断され地下水
位が上昇するおそれがあると
いう島根サイト固有の状況を
踏まえ地下水位を一定の範囲
に保持する地下水位低下設備
の機能を考慮した水位，自然水
位より保守的に設定した水位
又は地表面にて設計地下水位
を設定する。 
 
・耐震設計において，地震時に
おける地盤の有効応力の変化
に伴う影響を考慮する場合に
は，有効応力解析等を実施す
る。有効応力解析に用いる液状
化強度特性は，敷地の原地盤に
おける代表性及び網羅性を踏
まえた上で保守性を考慮して
設定する。 
 
地下水位低下設備※２ 
・地震に対し機能を保持する設
計とする。 
（Ｃクラス，Ss 機能維持） 
 
※２ 地震による損傷の防止

は，同一の地盤，地震に対
する第４条への適合性を
示すことにより確認する。 

・常設の地
下水位低
下設備 
 

本文※１ 
 
添付書類八 
-設置許可基準規則
への適合 
-第三十九条 
 
 
 
関連 
添付書類八 
-安全設計 
-耐震設計/基本方
針 

-耐震重要施設 
 
-その他発電用原子
炉の付属設備 
-地下水位低下設備 
 
 
添付書類六 
-地盤 
-周辺地盤の変状に
よる施設への影響
評価 
 
※１ 耐震評価にお
いて地下水位低
下設備の機能に
期待することは
島根サイト固有
の事項であるこ
とから，設置目的
や役割を本文に
記載。 

 

・耐震性に関
する説明書
（設計地下
水位の設定
を含む） 

２ 重大事故等対処施設は、
第四条第三項の地震の発生
によって生ずるおそれがあ
る斜面の崩壊に対して重大
事故等に対処するために必
要な機能が損なわれるおそ
れがないものでなければな
らない。 

 
― 

（対象斜面なし） 
― ― ― 
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添付3-5表 設置許可基準規則に対する基準適合の考え方と 

工事計画認可段階における提示内容第43条(重大事故等対処施設)(１/２) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価対象施設の相違 

③の相違 
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添付3-6表 設置許可基準規則に対する基準適合の考え方と 

工事計画認可段階における提示内容第43条(重大事故等対処施設)(２/２) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価対象施設の相違 

③の相違 
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添付3-7表 技術的能力審査基準に対する基準適合の考え方と 

工事計画認可段階における提示内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価対象施設の相違 

③の相違 
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添付3-8表 設置許可基準規則第３条の規則の解釈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付2-5表 設置許可基準規則第３条の規則の解釈 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置許可基準規則 設置許可基準規則の解釈 

第三条 
（設計基
準対象施
設の地
盤） 

 
設計基準対象施設は、次条第二項の規
定により算定する地震力（設計基準対
象施設のうち、地震の発生によって生
ずるおそれがあるその安全機能の喪
失に起因する放射線による公衆への
影響の程度が特に大きいもの（以下
「耐震重要施設」という。）及び兼用
キャスクにあっては、同条第三項に規
定する基準地震動による地震力を含
む。）が作用した場合においても当該
設計基準対象施設を十分に支持する
ことができる地盤に設けなければな
らない。ただし、兼用キャスクにあっ
ては、地盤により十分に支持されなく
てもその安全機能が損なわれない方
法により設けることができるときは、
この限りでない。 

 
１ 第３条第１項に規定する「設計基準対象施設を十分に支持することができる」とは、
設計基準対象施設について、自重及び運転時の荷重等に加え、耐震重要度分類（本規
程第４条２の「耐震重要度分類」をいう。以下同じ。）の各クラスに応じて算定する
地震力（第３条第１項に規定する「耐震重要施設」（本規程第４条２のＳクラスに属
する施設をいう。）にあっては、第４条第３項に規定する「基準地震動による地震力」
を含む。）が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する設計で
あることをいう。 
なお、耐震重要施設については、上記に加え、基準地震動による地震力が作用するこ
とによって弱面上のずれ等が発生しないことを含め、基準地震動による地震力に対す
る支持性能が確保さていることを確認することが含まれる。 

 
２ 耐震重要施設及び兼用キャスク
は、変形した場合においてもその安全
機能が損なわれるおそれがない地盤
に設けなければならない。 

 
２ 第３条第２項に規定する「変形」とは、地震発生に伴う地殻変動によって生じる支
持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下、液状化及び
揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状をいう。 
このうち上記の「地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み」
については、広域的な地盤の隆起又は沈降によって生じるもののほか、局所的なもの
を含む。これらのうち、上記の「局所的なもの」については、支持地盤の傾斜及び撓
みの安全性への影響が大きいおそれがあるため、特に留意が必要である。 

 
３ 耐震重要施設及び兼用キャスク
は、変位が生ずるおそれがない地盤に
設けなければならない。ただし、兼用
キャスクにあっては、地盤に変位が生
じてもその安全機能が損なわれない
方法により設けることができるとき
は、この限りでない。 

 
３ 第３条第３項に規定する「変位」とは、将来活動する可能性のある断層等が活動す
ることにより、地盤に与えるずれをいう。 
また、同項に規定する「変位が生ずるおそれがない地盤に設け」るとは、耐震重要施
設が将来活動する可能性のある断層等の露頭がある地盤に設置された場合、その断層
等の活動によって安全機能に重大な影響を与えるおそれがあるため、当該施設を将来
活動する可能性のある断層等の露頭が無いことを確認した地盤に設置することをい
う。 
なお、上記の「将来活動する可能性のある断層等」とは、後期更新世以降（約１２～
１３万年前以降）の活動が否定できない断層等とする。その認定に当たって、後期更
新世（約１２～１３万年前）の地形面又は地層が欠如する等、後期更新世以降の活動
性が明確に判断できない場合には、中期更新世以降（約４０万年前以降）まで遡って
地形、地質・地質構造及び応力場等を総合的に検討した上で活動性を評価すること。
なお、活動性の評価に当たって、設置面での確認が困難な場合には、当該断層の延長
部で確認される断層等の性状等により、安全側に判断すること。 
また、「将来活動する可能性のある断層等」には、震源として考慮する活断層のほか、
地震活動に伴って永久変位が生じる断層に加え、支持地盤まで変位及び変形が及ぶ地
すべり面を含む。 

注）「設置許可基準規則の解釈」欄は，炉心内の燃料被覆材及び兼用キャスクに係る条項の記載を省略している。 
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添付3-9表 設置許可基準規則第４条の規則の解釈(１/２) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付2-6表 設置許可基準規則第４条の規則の解釈(１/２) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置許可基準規則 設置許可基準規則の解釈 

第四条
（地震に
よる損傷
の防止） 

 
設計基準対象施
設は、地震力に十
分に耐えること
ができるもので
なければならな
い。 

 
別記２のとおりとする。ただし、炉心内の燃料被覆材の放射性物質の閉じ込めの機能については以下のとお
りとし、兼用キャスク貯蔵施設については別記４のとおりとする。 
 
一 第１項に規定する「地震力に十分に耐える」とは、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそ
れぞれの荷重と、弾性設計用地震動による地震力（本規程別記２第４条第４項第１号に規定する弾性設計
用地震動による地震力をいう。）又は静的地震力（同項第２号に規定する静的地震力をいい、Ｓクラスに属
する機器に対し算定されるものに限る。）のいずれか大きい方の地震力を組み合わせた荷重条件に対して、
炉心内の燃料被覆材の応答が全体的におおむね弾性状態に留まることをいう。 

二 第５項に規定する「基準地震動による地震力に対して放射性物質の閉じ込めの機能が損なわれるおそれが
ない」とは、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれの荷重と基準地震動による地震
力を組み合わせた荷重条件により塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって
破断延性限界に十分な余裕を有し、放射性物質の閉じ込めの機能に影響を及ぼさないことをいう。 

 
（別記２） 
１ 第４条第１項に規定する「地震力に十分に耐える」とは、ある地震力に対して施設全体としておおむね弾
性範囲の設計がなされることをいう。この場合、上記の「弾性範囲の設計」とは、施設を弾性体とみなし
て応力解析を行い、施設各部の応力を許容限界以下に留めることをいう。また、この場合、上記の「許容
限界」とは、必ずしも厳密な弾性限界ではなく、局部的に弾性限界を超える場合を容認しつつも施設全体
としておおむね弾性範囲に留まり得ることをいう。 

 
 
２ 前項の地震力
は、地震の発生に
よって生ずるお
それがある設計
基準対象施設の
安全機能の喪失
に起因する放射
線による公衆へ
の影響の程度に
応じて算定しな
ければならない。 

 
２ 第４条第２項に規定する「地震の発生によって生ずるおそれがある設計基準対象施設の安全機能の喪失に
起因する放射線による公衆への影響の程度」とは、地震により発生するおそれがある設計基準対象施設の
安全機能の喪失（地震に伴って発生するおそれがある津波及び周辺斜面の崩壊等による安全機能の喪失を
含む。）及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から、各施設の安全機能が喪失した場合
の影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」という。）をいう。設計基準対象施設は、耐震重要度に応じて、
以下のクラス（以下「耐震重要度分類」という。）に分類するものとする。 

一 Ｓクラス（以下略） 
二 Ｂクラス（以下略） 
三 Ｃクラス 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要
求される施設をいう。 

 
３ 第４条第１項に規定する「地震力に十分に耐えること」を満たすために、耐震重要度分類の各クラスに属
する設計基準対象施設の耐震設計に当たっては、以下の方針によること。 

一 Ｓクラス（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）（以下略） 
二 Ｂクラス（以下略） 
三 Ｃクラス 
・静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えること。 
・建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と静的地震力を組み合わせ、
その結果発生する応力に対して、建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度
を許容限界とすること。 

・機器・配管系については、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時の荷重と静的地震力を組み合わせ、そ
の結果発生する応力に対して、応答が全体的におおむね弾性状態に留まること。 

 
４ 第４条第２項に規定する「地震力」の「算定」に当たっては、以下に示す方法によること。（以下略） 
 

注）「設置許可基準規則の解釈」欄は，炉心内の燃料被覆材及び兼用キャスクに係る条項の記載を省略している。 

4条-別紙17-122



 

 

 

女川原子力発電所 ２号炉 （2019.7.30版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

添付3-10表 設置許可基準規則第４条の規則の解釈(２/２) 

 

 

 

 

添付2-7表 設置許可基準規則第４条の規則の解釈(２/２) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置許可基準規則 設置許可基準規則の解釈 

第四条
（地震に
よる損傷
の防止） 

 
３ 耐震重要施設
は、その供用中に
当該耐震重要施
設に大きな影響 
を及ぼすおそれ
がある地震によ
る加速度によっ
て作用する地震
力（以下「基準地
震動による地震
力」という。）に
対して安全機能 
が損なわれるお
それがないもの
でなければなら
ない。 

 
５ 第４条第３項に規定する「基準地震動」は、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、敷地及び敷地周辺の地
質・地質構造、地盤構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から想定することが適切なもの
とし、次の方針により策定すること。（以下略） 

 
６ 第４条第３項に規定する「安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない」ことを満たすた
めに、基準地震動に対する設計基準対象施設の設計に当たっては、以下の方針によること。 

一 耐震重要施設のうち、二以外のもの 
・基準地震動による地震力に対して、その安全機能が保持できること。 
・建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と基準地震動による地震力と
の組合せに対して、当該建物・構築物が構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）について十分
な余裕を有し、建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有していること。 

・機器・配管系については、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び事故時に生じるそれぞれの荷重と
基準地震動による地震力を組み合わせた荷重条件に対して、その施設に要求される機能を保持すること。
なお、上記により求められる荷重により塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留
まって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさないこと。また、動
的機器等については、基準地震動による応答に対して、その設備に要求される機能を保持すること。具体
的には、実証試験等により確認されている機能維持加速度等を許容限界とすること。 
なお、上記の「運転時の異常な過渡変化時及び事故時に生じるそれぞれの荷重」については、地震によっ
て引き起こされるおそれのある事象によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのな
い事象であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重は、その事故事象の発
生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせて考慮すること。 

二 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物 
・基準地震動による地震力に対して、それぞれの施設及び設備に要求される機能（津波防護機能、浸水防止
機能及び津波監視機能をいう。）が保持できること。 

・津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物は、常時作用している荷重及び運転時に作用す
る荷重と基準地震動による地震力の組合せに対して、当該施設及び建物・構築物が構造全体として変形能
力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有するとともに、その施設に要求される機能（津波防護機
能及び浸水防止機能）を保持すること。 

・浸水防止設備及び津波監視設備は、常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重等と基準地震動によ
る地震力の組合せに対して、その設備に要求される機能（浸水防止機能及び津波監視機能）を保持するこ
と。 

・これらの荷重組合せに関しては、地震と津波が同時に作用する可能性について検討し、必要に応じて基準
地震動による地震力と津波による荷重の組合せを考慮すること。 
なお、上記の「終局耐力」とは、構造物に対する荷重を漸次増大した際、構造物の変形又は歪みが著しく
増加する状態を構造物の終局状態と考え、この状態に至る限界の最大荷重負荷をいう。 
また、耐震重要施設が、耐震重要度分類の下位のクラスに属するものの波及的影響によって、その安全機
能を損なわないように設計すること。この波及的影響の評価に当たっては、敷地全体を俯瞰した調査・検
討の内容等を含めて、事象選定及び影響評価の結果の妥当性を示すとともに、耐震重要施設の設計に用い
る地震動又は地震力を適用すること。 
なお、上記の「耐震重要施設が、耐震重要度分類の下位のクラスに属するものの波及的影響によって、そ
の安全機能を損なわない」とは、少なくとも次に示す事項について、耐震重要施設の安全機能への影響が
無いことを確認すること。 

・設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下による影響 
・耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部における相互影響 
・建屋内における下位のクラスの施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設への影響 
・建屋外における下位のクラスの施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設への影響 
 
７ 第４条第３項に規定する「基準地震動による地震力」の算定に当たっては、以下に示す方法によること。 
・基準地震動による地震力は、基準地震動を用いて、水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせた
ものとして算定すること。なお、建物・構築物と地盤との相互作用、埋込み効果及び周辺地盤の非線形性
について、必要に応じて考慮すること。 

・基準地震動による地震力の算定に当たっては、地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮の上、適
切な解析法を選定するとともに、十分な調査に基づく適切な解析条件を設定すること。 

・地震力の算定過程において建物・構築物の設置位置等で評価される入力地震動については、解放基盤表面
からの地震波の伝播特性を適切に考慮するとともに、必要に応じて地盤の非線形応答に関する動的変形特
性を考慮すること。また、敷地における観測記録に基づくとともに、最新の科学的・技術的知見を踏まえ
て、その妥当性が示されていること。 

 
 
４ 耐震重要施設
は、前項の地震の
発生によって生
ずるおそれがあ 
る斜面の崩壊に
対して安全機能
が損なわれるお
それがないもの
でなければなら
ない。 

 
８ 第４条第４項は、耐震重要施設の周辺斜面について、基準地震動による地震力を作用させた安定解析を行
い、崩壊のおそれがないことを確認するとともに、崩壊のおそれがある場合には、当該部分の除去及び敷
地内土木工作物による斜面の保持等の措置を講じることにより、耐震重要施設に影響を及ぼすことがない
ようにすることをいう。 
また、安定解析に当たっては、次の方針によること。 

一 安定性の評価対象としては、重要な安全機能を有する設備が内包された建屋及び重要な安全機能を有する
屋外設備等に影響を与えるおそれのある斜面とすること。 

二 地質・地盤の構造、地盤等級区分、液状化の可能性及び地下水の影響等を考慮して、すべり安全率等によ
り評価すること。 

三 評価に用いる地盤モデル、地盤パラメータ及び地震力の設定等は、基礎地盤の支持性能の評価に準じて行
うこと。特に地下水の影響に留意すること。 

 

注）「設置許可基準規則の解釈」欄は，炉心内の燃料被覆材及び兼用キャスクに係る条項の記載を省略している。 
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2.設置変更許可及び工事計画認可段階における提示内容 

地下水位の設定の考え方並びに地下水位低下設備の位置付け等について,各条文へ適合させる

ための設置変更許可段階及び工事計画認可段階における提示内容を整理した。 

設置変更許可段階及び工事計画認可段階における提示内容(案)を以下に示す。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

設置変更許可及び工認の提示

内容案であり，島根２号炉は審

査の進捗にあわせ別途対応 
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(参考)発電用原子炉設置変更許可申請書への記載例 

(1)発電用原子炉設置変更許可申請書への記載例 

発電用原子炉設置変更許可申請書本文及び添付書類における記載例を以下に示す。 

 

a.本文の記載例 

 

五.発電用原子炉及びその附属施設の位置,構造及び設備 

ロ発電用原子炉施設の一般構造 

(1)耐震構造 
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●.設計基準対象施設の耐震設計 

「設計基準対象施設は,防潮堤により地下水が遮断され敷地内の地下水位が上昇するおそれが

あることを踏まえ,地下水位を一定の範囲に保持する地下水位低下設備の機能を考慮した水

位,自然水位より保守的に設定した水位又は地表面にて設計用地下水位を設定し,地震力に対

して当該施設の機能が保持できるように設計する。」 

●.重大事故等対処施設の耐震設計 

「重大事故等対処施設は,防潮堤により地下水が遮断され敷地内の地下水位が上昇するおそれ

があることを踏まえ,地下水位を一定の範囲に保持する地下水位低下設備の機能を考慮した水

位,自然水位より保守的に設定した水位又は地表面にて設計用地下水位を設定し,地震力に対

して当該施設の機能が保持できるように設計する。」 

 

b.添付書類六の記載例 

 

3.地盤 

3.2発電用原子炉設置許可変更許可申請(平成 25年 12月 27日申請)に係る地盤 

3.2.6地質・地質構造及び地盤の調査結果の評価 

3.2.6.1原子炉建屋基礎地盤等の安定性評価 

3.2.6.1.●耐震重要施設の基礎地盤の安定性評価 

(●)地震力に対する基礎地盤の安定性評価 

●.解析条件 

(●)地下水位 

「解析用地下水位は,原子炉建屋においては基礎版中央とし,原子炉建屋以外(周辺地盤を含

む)においては地表面に設定する。」 

(●)周辺地盤の変状による施設への影響評価 

「耐震重要施設については,液状化,揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状を考慮した場合にお

いても,当該施設の安全機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

また,耐震重要施設の設計においては,地下水位低下設備の機能を考慮した水位,自然水位より

保守的に設定した水位又は地表面にて設計用地下水位を設定する。」 

「耐震設計において,地震時における地盤の有効応力の変化に伴う影響を考慮する場合には,

有効応力解析等を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性は,敷地の原地盤における

代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定する。」 

 

3.2.6.1.●常設重大事故等対処施設の基礎地盤等の安定性評価 

(●)地震力に対する基礎地盤の安定性評価 

●.解析条件 

(●)地下水位 

「解析用地下水位は地表面とする。」 

(●)周辺地盤の変状による施設への影響評価 
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「常設重大事故等対処施設においては,液状化,揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状を考慮し

た場合においても,当該施設の機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

また,常設重大事故等対処施設の設計においては,地下水位低下設備の機能を考慮した水位,自

然水位より保守的に設定した水位又は地表面にて設計用地下水位を設定する。」 

「耐震設計において,地震時における地盤の有効応力の変化に伴う影響を考慮する場合には,

有効応力解析等を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性は,敷地の原地盤における

代表性及び網羅 1生を踏まえた上で保守性を考慮して設定する。」 

c.添付書類八の記載例 

 

(2)安全設計 

1.4耐震設計 

1.4.1設計基準対象施設の耐震設計 

1.4.1.1耐震設計の基本方針 

「設計基準対象施設は,地震力に十分耐えられるように設計する。 

また,設計基準対象施設の設計においては,地下水位低下設備の機能を考慮した水位,自然水位

より保守的に設定した水位又は地表面にて設計用地下水位を設定する。」 

1.4.1.●耐震重要施設 

「耐震重要施設については,揚圧力が作用した場合において,当該施設の安全機能が損なわれ

るおそれがないように設計する。あわせて,液状化,揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状を考慮

した場合においても,当該施設の安全機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

また,耐震重要施設の設計においては,地下水位低下設備の機能を考慮した水位,自然水位より

保守的に設定した水位又は地表面にて設計用地下水位を設定する。」 

「耐震設計において,地震時における地盤の有効応力の変化に伴う影響を考慮する場合には,

有効応力解析等を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性は,敷地の原地盤における

代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定する。」 
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(3)耐震重要度分類 

 

 

第 1.1-1表 耐震重要度分類表(6/6) 

 

注 11)Ｃクラスではあるが,基準地震動Ｓｓに対し機能維持することを確認する。 

 

1.6「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置,構造及び設備の基準に関する規則(平成 25 年

6,月 19日制定)」への適合 

第三十九条(地震による損傷の防止) 

適合のための設計方針 

●.設計方針 

「常設重大事故等対処施設は,揚圧力が作用した場合において,当該施設の機能が損なわれ

るおそれがないように設計する。あわせて,液状化,揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状を考

慮した場合においても,当該施設の機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

また,常設重大事故等対処施設の設計においては,地下水位低下設備の機能を考慮した水位,

自然水位より保守的に設定した水位又は地表面にて設計用地下水位を設定する。」 

「耐震設計において,地震時における地盤の有効応力の変化に伴う影響を考慮する場合に

は,有効応力解析等を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性は,敷地の原地盤にお

ける代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定する。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.4条-39 第 1.4-1表 耐震重要度分類表 (6/6)  再掲 
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第四十三条(重大事故等対処設備) 

適合のための設計方針 

●.設計方針 

「可搬型重大事故等対処設備による重大事故等への対応に必要なアクセスルートについて

は,重大事故等の状態でもアクセスルートの通行性を確保する設計とする。」 

 

●.その他発電用原子炉の附属施設 

●.●地下水位低下設備 

「発電用原子炉施設周辺の地下水位を一定の範囲に保持する機能を有する地下水位低下設

備を設置する。」 

「地下水位低下設備は,ドレーン,揚水井戸,揚水ポンプ等で構成され,基準地震動に対して

機能維持する設計とする。また,地下水位低下設備は,重要安全施設への影響に鑑み,原了炉

施設の安全機能の重要度分類を踏まえて多重性及び独立性を確保した設計とする。 

電源は,外部電源の喪失に配慮し,非常用交流電源設備及び常設代替交流電源設備からの供

給が可能な設計とする。」 

「地下水位低下設備の機能喪失への対応として,復旧のための予備品の確保及び可搬型設備

を用いた機動的な措置について手順等を整備するとともに,地下水位を一定の範囲に保持で

きないと判断した場合にはプラントを停止する手順等を整備し,的確に実施することを運転

管理上の方針として保安規定に定めて,管理していく。」 

 

 

d.添付書類十の記載例 

 

4.重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力 

4.1重大事故等対策 

4.1.5復旧作業に係る事項 

(1)予備品等の確保 

「地下水位低下設備が機能喪失した場合に復旧作業等を行うため,必要な資機材として,可搬

型設備及び予備品を確保する。」 

(2)保管場所 

「地下水位低下設備の可搬型設備及び予備品は外部事象の影響を受けない場所に保管する。」 

(3)アクセスルートの確保 

「地下水位低下設備の機能喪失を想定しても,地震時の液状化に伴う地下構造物の浮き上がり

に対してアクセスルートの通行性を外部からの支援が可能となるまでの一定期間を確保する

設計とする。」 
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4.1.●手順書の整備,教育及び訓練の実施並びに体制の整備 

「地下水位低下設備の復旧作業に的確かつ柔軟に対処できるように,手順書及び必要な体制

を整備するとともに,教育及び訓練を実施する。」 

「地下水位低下設備の機能喪失が外部からの支援が可能となるまでの一定期間を超え長期

に及ぶ場合を想定し,外部支援等によりアクセスルートの通行性の確保を図る手順と体制の

整備を行う。」 

 

4.設計用地下水位に関する各審査段階の提示内容 

設計用地下水位の設定に係る各審査段階における提示内容を添付 3-11表に,設計の各審査段階

における提示内容を添付 3-12表に,及び運用管理・保守管理の各審査段階における提示内容を添

付 3-13表に示す。 

 

添付 3-11表 各審査段階における提示内容(設計用地下水位の設定関連) 
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添付 3-12表 各審査段階における提示内容(設計関連) 
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添付3-13表 各審査段階における提示内容(運用管理・保守管理関連) 
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